
 

目     次 

 

Ⅰ ボランティアに関する答申等（平成12年「教育改革国民会議」～平成18年） 

 

 １ 奉仕活動・体験活動に関する答申等 ··············································· ３ 

 ２ 教育改革国民会議報告－教育を変える17の提案－（抜粋） 

   ［Ｈ12.12.22 教育改革国民会議報告］ ············································· ４ 

 ３ 社会教育法の一部を改正する法律について［Ｈ13.7.11 文部科学事務次官通知］ ········ ５ 

 ４ 学校教育法の一部改正について［Ｈ13.7.11 文部科学事務次官通知］ ·················· ７ 

 ５ 学校教育及び社会教育における体験活動の促進について 

   ［Ｈ13.9.14 生涯学習政策局長・初等中等教育局長通知］ ···························· ８ 

 ６ 学校教育及び社会教育における奉仕活動・体験活動の推進に当たっての福祉担当部局との 

   連携について［Ｈ14.3.29 生涯学習政策局長・初等中等教育局長通知］ ················ 12 

 ７ 学校教育及び社会教育における奉仕活動・体験活動の推進について 

   ［Ｈ14.3.28 厚生労働省社会・援護局長通知］ ······································ 13 

 ８ 青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について（答申） 

   ［Ｈ14.7.29 中央教育審議会答申］ ················································ 14 

 ９ 地域における防犯教育・防犯活動及び防犯ボランティア活動の推進について 

   ［平17.9.27 各都道府県・政令指定都市教育委員会教育長あて 文部科学省生涯学習政 

   策局長通知］ ····································································· 40 

 10 これからの図書館像～地域を支える情報拠点をめざして～（抜粋） 

   ［Ｈ18.3 これからの図書館の在り方検討協力者会議］ ······························· 42 

 11 新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指して～ 

   （抜粋）［平20.2.19 中央教育審議会答申］ ········································· 44 

 12 「学校支援地域本部事業」の推進に当たっての関係部局の連携等について 

   ［平20.3.4 19文科生第585号 各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて 文部科学 

   省生涯学習政策局長・初等中等教育局長・スポーツ・青少年局長通知］ ················· 58 

 

Ⅱ ボランティアに関する答申等（昭和46年～平成11年） 

 

 １ 急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について（抄） 

   ［Ｓ46.4.30 社会教育審議会答申］ ················································ 63 

 ２ 生涯教育について（抄）［Ｓ56.6.11 中央教育審議会答申］ ··························· 66 

 ３ 教育改革に関する第二次答申（抄）［Ｓ61.4.23 臨時教育審議会答申］ ················· 67 

 ４ 社会教育施設におけるボランティア活動の促進について（報告） 

   ［Ｓ61.12.3 社会教育審議会社会教育施設分科会］ ·································· 69 

 ５ 教育改革に関する第三次答申（抄）［Ｓ62.4.1 臨時教育審議会答申］ ·················· 75 

 ６ 教育改革に関する第四次答申（最終答申）（抄）［Ｓ62.8.7 臨時教育審議会答申］ ······· 77 

 ７ 新しい時代（生涯学習・高度情報化の時代）に向けての公共図書館の在り方について（中 

   間報告）（抄）［Ｓ63.2.9 社会教育審議会社会教育施設分科会］ ······················· 78 



 

 ８ 生涯学習の基盤整備について（抄）［Ｈ2.1.30 中央教育審議会答申］ ·················· 79 

 ９ 博物館の整備・運営の在り方について（中間報告）（抄） 

   ［Ｈ2.6.29 社会教育審議会社会教育施設分科会］ ··································· 80 

 10 新しい時代に対応する教育の諸制度の改革について（抄） 

   ［Ｈ3.4.19 中央教育審議会答申］ ················································· 81 

 11 公民館の整備・運営の在り方について（中間まとめ）（抄） 

   ［Ｈ3.6.11 生涯学習審議会社会教育分科会施設部会］ ······························· 82 

 12 休日の拡大等に対応した青少年の学校外活動の充実について（審議のまとめ） 

   ［Ｈ4.2.26 青少年の学校外活動に関する調査研究協力者会議］ ······················· 83 

 13 今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について（抄） 

   ［Ｈ4.7.29 生涯学習審議会答申］ ················································· 86 

 14 21世紀を展望した我が国の教育の在り方について（抄） 

   ［Ｈ8.7.19 中央教育審議会第一次答申］ ··········································· 97 

 15 教育改革プログラム（抄）［Ｈ9.1.24 文部省］ ······································ 102 

 16 新しい時代を拓く心を育てるために－次世代を育てる心を失う危機－（抄） 

   ［Ｈ10.6.30 中央教育審議会答申］ ················································ 105 

 17 社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について（抄） 

   ［Ｈ10.9.17 生涯学習審議会答申］ ················································ 107 

 18 今後の地方教育行政の在り方について（抄） 

   ［Ｈ10.9.21 中央教育審議会答申］ ················································ 109 

 19 21世紀の大学像と今後の改革方策について－競争的環境の中で個性が輝く大学－（抄） 

   ［Ｈ10.10.26 大学審議会答申］ ··················································· 113 

 20 学習の成果を幅広く生かす－生涯学習の成果を生かすための方策について－（抜粋） 

   ［Ｈ11.6.9 生涯学習審議会答申］ ················································· 115 

 

Ⅲ ボランティア活動に関する各種制度等 

 

 １ ボランティア活動と表彰制度について ············································· 127 

 ２ 各府省庁における主なボランティア表彰・顕彰制度 ································· 129 

 ３ ＪＩＣＡボランティア経験者の特別採用制度一覧 ··································· 130 

 ４ ボランティア活動の定義等について ··············································· 131 

 ５ 世界ボランティア宣言 ··························································· 133 

 ６ 諸外国におけるボランティア活動について ········································· 136 

 

Ⅳ 最近のデータから見るボランティア活動 

 

 １ 平成18年 社会生活基本調査（抄） ··············································· 147 

 ２ 平成18年度 ボランティア活動に関する調査研究報告書（抄） ······················· 153 

 ３ 平成19年度 国民生活白書（抄） ················································· 166 

 ４ 自主防犯活動を行う地域住民・ボランティア団体の活動状況について ················· 176 



 

Ⅴ 基礎データ 

 

 １ ボランティア活動・奉仕活動関係予算の推移 ······································· 179 

 ２ 社会教育施設におけるボランティア活動の状況 ····································· 181 

 ３ 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（抜粋） ······························· 181 

 ４ 都道府県・市区町村体験活動ボランティア活動支援センター等設置数推移表 ··········· 182 

 ５ ボランティア関係答申等年表 ····················································· 183 

 

Ⅵ 参  考 

 

 １ 教育基本法［Ｈ18.12.22 法律第120号］ ············································ 187 

 ２ 社会総がかりで教育再生を～公教育再生への第一歩～（抄） 

   ［Ｈ19.1.24 教育再生会議第一次報告］ ············································ 198 

 ３ 社会総がかりで教育再生を～公教育再生に向けた更なる一歩と「教育新時代」のための基 

   盤の再構築～（抄）［Ｈ19.6.1 教育再生会議第二次報告］ ···························· 207 

 ４ 社会総がかりで教育再生を～学校，家庭，地域，企業，団体，メディア，行政が一体と 

   なって，全ての子供のために公教育を再生する～（抄） 

   ［Ｈ19.12.25 教育再生会議第三次報告］ ··········································· 210 

 ５ 社会総がかりで教育再生を（最終報告）～教育再生の実効性の担保のために～ 

   ［Ｈ20.1.31 教育再生会議最終報告］ ·············································· 214 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ ボランティアに関する答申等 

（平成12年「教育改革国民会議」～平成18年） 
 



－ 3 － 

１ 奉仕活動・体験活動に関する答申等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育再生会議 （平成１８年１０月１０日設置）

Ⅱ 心と体－調和の取れた人間形成を目指す
    ・高等学校で，奉仕活動を必修化

Ⅲ 地域，世界に貢献する大学，大学院の再生
 　・ボランティア活動体験の大学教育への導入
 　・若者の多様な体験の機会を充実させる観点から大学・大学院における９月入学の大幅促進

２．人間性豊かな日本人を育成する
　　◎奉仕活動を全員が行うようにする
　　　　個人の自立と発見は，自然に自分の周囲にいる他者への献身や奉仕を可能にし，さらには
　　  まだ会ったことないもっと大勢の人の幸福を願う公的な視野にまで広がる方向性を持つ。
　　　　思いやりの心を育てるためにも奉仕学習を進めることが必要である。

教育改革国民会議報告 （平成１２年１２月２２日）

７つの重点戦略の一つとして，「多様な奉仕活動・体験活動で心豊かな日本人を育む」が掲げられる。
　　○奉仕活動・体験活動の充実
　　○「学校教育法」，「社会教育法」の改正案
　　○中央教育審議会における検討

　青少年の社会性や豊かな人間性をはぐくむ観点から見直しを行い，学校教育と社会教育とが相互に
連携し，体験活動の充実を図ることを規定した。
　○社会教育法 （市町村の教育委員会の事務）
 　 　第５条第１２号
　　　　 　青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の体験活動の機会を
　　　　提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について」答申
　　○奉仕活動等に対する社会的気運の醸成
　　○国民の奉仕活動・体験活動を推進する社会的仕組みの整備
　　○１８歳以降の個人が行う奉仕活動等の奨励・支援

中 央 教 育 審 議 会 答 申 （ 平 成 １ ４ 年 ７ 月 ２ ９ 日 ）

『第２次報告』 （平成19年6月1日）

２．徳育と体育で，健全な子供を育てる　～子供たちに感動を与える教育を～
　（３）体験活動により子供の心と体を育てる
　　　○小学校での自然体験活動，中学校での社会体験活動，高等学校での奉仕活動を推進する

３．大学・大学院の抜本的な改革　～世界トップレベルの大学・大学院を作る～
　　　・大学の4月入学原則を撤廃する学校教育法施行規則の改正が行われたとを踏まえ，9月入学をさらに促進する。

『第３次報告』 （平成19年12月25日）

 ３．すべての子供に規範を教え社会人としての基本を徹底する。

(1) 社会人として最低限必要な決まりをきちんと教える
 　　　・高校での奉仕活動の必修化
 　　　・大学の９月入学の普及促進

２１世紀教育新生プラン （平成１３年１月２５日）

学校教育法、社会教育法の改正 （平成１３年７月１１日）施行

 『第１次報告』  （平成19年１月24日）
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２ 教育改革国民会議報告（平成12年12月22日） 
  教育を変える17の提案（抜粋） 
 

◎奉仕活動を全員が行うようにする 

 

 今までの教育は要求することに主力を置いたものであった。しかしこれからは，与えられ，与えるこ

との双方が，個人と社会の中で温かい潮流をつくることが望まれる。個人の自立と発見は，自然に自分

の周囲にいる他者への献身や奉仕を可能にし，さらにはまだ会ったことのないもっと大勢の人の幸福を

願う公的な視野にまで広がる方向性を持つ。思いやり心を育てるためにも奉仕学習を進めることが必要

である。 

 

提 言 

 (1) 小・中学校では２週間，高等学校では１か月間，共同生活などによる奉仕活動を行う。その具

体的な内容や実施方法については，子どもの成長段階などに応じて各学校の工夫によるものとす

る。 

 (2) 奉仕活動の指導には，社会各分野の経験者，青少年活動指導者などの参加を求める。親や教師

をはじめとする大人も様々な機会に奉仕活動の参加に努める。 

 (3) 将来的には，満18歳後の青年が一定期間，環境の保全や農作業，高齢者介護など様々な分野に

おいて奉仕活動を行うことを検討する。学校，大学，企業，地域団体などが協力してその実現の

ために，速やかに社会的な仕組みをつくる。 
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３ 社会教育法の一部を改正する法律について 
 

            平成13年７月11日，13文科生第279号                   

            各国公私立大学長，各国公私立高等専門学校長，国立久里浜養護学校長，  

            放送大学長，各都道府県教育委員会教育長，各都道府県知事，独立行政法  

            人国立特殊教育総合研究所理事長，独立行政法人国立オリンピック記念青  

            少年総合センター理事長，独立行政法人国立女性教育会館理事長，独立行  

            政法人国立青年の家理事長，独立行政法人国立少年自然の家理事長，独立  

            行政法人国立科学博物館長，独立行政法人国立美術館理事長，独立行政法  

            人国立博物館理事長，独立行政法人文化財研究所理事長あて        

            文部科学事務次官通知                         

 

 先の第151回国会において「社会教育法の一部を改正する法律」が成立し，別添のとおり，平成13年７

月11日付けをもって，法律第106号として公布され，同日から施行されました。 

 今回の改正は，家庭教育の向上のため，家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設等

を教育委員会の事務として規定するとともに，社会教育委員及び公民館運営審議会の委員に家庭教育の

向上に資する活動を行う者を委嘱できるようにするものであります。また，青少年の社会性や豊かな人

間性をはぐくむ観点から，ボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動等の体験活動を促進

するため，様々な体験活動の機会の提供等を教育委員会の事務として規定するとともに，社会教育行政

の活性化を図るため，社会教育主事となるための実務経験の要件を緩和する等，所要の改正を行うもの

であります。 

 その概要等は下記のとおりですので，十分に御了知の上，適切に御対処くださるようお願いいたしま

す。 

 各都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては，域内の市町村教育委員会，市町村長等に対し

ても，改正の趣旨について周知を図るとともに，必要な指導，助言又は援助をお願いいたします。 

 なお，今回の改正事項に係る社会教育主事の実務経験に関する告示の制定については，追ってこれを

行い，別途通知する予定ですので，予め御承知おき下さい。 

 

記 

 

１．家庭教育に関する学習機会の充実等（第５条第７号関係）  （略） 

２．ボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の体験活動の充実（第５条第12号関

係） 

 (1) 改正内容の概要 

   青少年の社会性や豊かな人間性をはぐくむため，「青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体

験活動，自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること」

を教育委員会の事務として規定したこと。 

 (2) 基本的な留意点 

  ① 今回の改正の趣旨は，教育委員会や公民館等の社会教育施設が自ら体験活動の機会を提供する

事業を実施すること，及び民間の社会教育団体等が実施する事業を奨励することを教育委員会の
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事務として規定するものであること。 

  ② 併せて学校教育法を改正し，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，盲学校，聾学校及び

養護学校において，児童生徒の「体験的な学習活動，特にボランティア活動など社会奉仕体験活

動，自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする」とともに，「社会教育団体その他

の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない」としており，これは，学校教

育と社会教育とがあいまって体験活動を促進していく趣旨であること。 

  ③ 体験活動の実施に当たってのその他の留意点については，別途通知する予定であること。 

３．社会教育主事の資格要件の緩和（第９条の４関係）  （略） 

４．社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱範囲の拡大（第15条第１項及び第30条第１項関係）

（略） 

５．国及び地方公共団体の任務に関する規定の改正（第３条第２項関係）  （略） 
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４ 学校教育法の一部改正について 
 

            平成13年７月11日，13文科初第466号                   

            各国公私立大学長，各国公私立高等専門学校長，国立久里浜養護学校長，  

            放送大学長，各都道府県教育委員会，各都道府県知事あて         

            文部科学事務次官通知                         

 

 先の第151回国会において「学校教育法の一部を改正する法律」（以下「改正法」という。）が成立し，

別添のとおり，平成13年７月11日付けをもって，法律第105号として公布されました。 

 今回の改正は，児童生徒の社会性や豊かな人間性を育む観点から，小学校等におけるボランティア活

動など社会奉仕体験活動，自然体験活動等の体験活動を促進するとともに，一人一人の能力・適性に応

じた教育を進め，その能力の伸長を図るため，大学における飛び入学の促進等を図るものであります。

また，児童生徒の問題行動への適切な対応を図るため，小学校及び中学校の出席停止制度の改善を行う

とともに，男女共同参画社会の形成の促進の観点から，盲学校，聾学校及び養護学校の寄宿舎に置かれ

る寮母の名称を変更するものであります。 

 その概要等は，下記のとおりですので，十分に御了知の上，適切に対処下さるようお願いします。 

 各都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては，域内の市町村教育委員会，所管又は所轄の学

校及び学校法人等に対しても，改正の趣旨について周知を図るとともに，必要な指導，助言又は援助を

お願いします。 

 

記 

 

１ ボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動等の体験活動の充実（第18条の２，第40条，

第51条，第51条の９，第76条関係） 

  小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，盲学校，聾学校及び養護学校について，各学校種の教

育目標の達成に資するよう，教育指導を行うに当たり，児童生徒の体験的な学習活動，特にボランテ

ィア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとするとともに，

社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならないとしたこ

と。 

  また，学校教育法の改正とあわせて社会教育法を改正し，教育委員会の事務として，青少年に対す

る体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関することを規定しており，これは，学校教

育と社会教育とが相まって体験活動を促進していく趣旨であること。 

  なお，体験活動の実施に当たっての留意点に関しては，別途通知する予定であり，これに留意して

適切に対処すること。 

 

２ 出席停止（第26条関係），３大学への飛び入学（第56条関係），４夜間において授業を行う研究科又

は通信による教育を行う研究科（第66条の２関係），５大学院への飛び入学（第67条関係），６名誉教

授（第68条の３関係），７寄宿舎指導員（第73条の３関係），８その他の事項（第52条の２，第54条，

第55条，第57条，第69条の２，第76条，第82条の10関係），９改正法附則関係  （略） 
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５ 学校教育及び社会教育における体験活動の促進について 
 

          平成13年９月14日，13文科初第597号                     

          各国公私立大学長，各国公私立高等専門学校長，国立久里浜養護学校長，放送  

          大学長，各都道府県教育委員会，各都道府県知事，独立行政法人国立特殊教育  

          総合研究所理事長，独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター理  

          事長，独立行政法人国立女性教育会館理事長，独立行政法人国立青年の家理事  

          長，独立行政法人国立少年自然の家理事長，独立行政法人国立科学博物館長，  

          独立行政法人国立美術館理事長，独立行政法人国立博物館理事長，独立行政法  

          人文化財研究所理事長あて                         

          文部科学省生涯学習政策局長，初等中等教育局長通知             

 

 先の第151回国会において成立した「学校教育法の一部を改正する法律」及び「社会教育法の一部を改

正する法律」の改正の趣旨及び概要については，既に本年７月11日付け文部科学事務次官通知（13文科

初第466号，13文科生第279号）により通知したところでありますが，このたび，同改正を踏まえた学校

教育及び社会教育における体験活動の促進について，下記のとおり留意点をとりまとめましたので，適

切に対処くださるようお願いします。 

 各都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては，域内の市町村教育委員会，市町村長，所管又

は所轄の学校及び学校法人，社会教育施設，社会教育関係団体等に対しても，改正の趣旨について周知

を図るとともに，必要な指導，助言又は援助をお願いします。 

 

記 

 

１ 体験活動に関する規定の概要 

 (1) 学校教育法を改正し，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，盲学校，聾学校及び養護学校

について，各学校種の教育目標の達成に資するよう，教育指導を行うに当たり，児童生徒の体験的

な学習活動，特にボランティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の体験活動の充実

に努めるものとするとともに，社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配

慮しなければならないとしたこと（学校教育法第18条の２）。 

 (2) 社会教育法を改正し，教育委員会の事務として，青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体

験活動，自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関することを

規定したこと（社会教育法第５条第12号）。また，国及び地方公共団体は，法第３条第１項に規定す

る任務を行うに当たっては，学校教育との連携の確保に努めるよう規定したこと（社会教育法第３

条第２項）。 

 

２ 学校教育及び社会教育に共通する体験活動に関する留意点 

 (1) このたびの法改正は，学校教育と社会教育とが相まって体験活動を促進し，児童生徒及び青少年

の社会性や豊かな人間性などを育む観点から行われたものであり，このような趣旨を踏まえ，ボラ

ンティア活動など社会奉仕体験活動，自然体験活動をはじめ，勤労生産体験活動，職業体験活動，

芸術文化体験活動など多様な体験活動の充実を図ること。 
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 (2) 各教育委員会は，学校教育担当部局と社会教育担当部局との密接な連携のもと，地域の実情に応

じ，地方公共団体の首長部局，学校関係者，ＰＴＡや青少年団体などの社会教育関係団体をはじめ，

広く関係者との連携を図り，都道府県及び市町村のそれぞれに協議会を設けるなど，学校教育及び

社会教育を通じた体験活動の推進体制を整備すること。 

 (3) 各教育委員会は，民間の社会教育団体等が行うものも含めて，広く様々な体験活動についての情

報を収集し，これを学校や地域住民に提供するとともに，相談への対応や，参加者の希望と受入先

との間の必要な調整を行う仕組を整備すること。 

 (4) 各教育委員会は，上記(2)及び(3)の推進体制等を活用し，青少年教育施設や公民館等の社会教育

施設，社会福祉施設，児童館，勤労青少年センター等の関係機関，関係団体，地域の企業等の協力

を得て，多様な体験活動の場や機会の確保に努めること。 

 (5) 各教育委員会は，体験活動を主催する社会教育関係団体，ＮＰＯ等の民間グループに対して，活

動の趣旨，内容等に応じ，公民館などの社会教育施設をはじめ管下の施設の利用について，便宜を

図るよう努めること。 

 (6) 各教育委員会は，上記(2)及び(3)の推進体制等を活用し，教職員や教育委員会関係者にとどまら

ず，広く社会教育関係団体や地域住民，地域の企業等から体験活動の指導者や協力者を確保すると

ともに，研修等を通じてこれらの人材の養成に努めること。 

 (7) 体験活動を行う学校及び教育委員会は，団体・施設の任意の協力を得て体験活動を実施するに当

たっては，受入団体・施設の利用者又は入所者のプライバシーや団体・施設の保有する情報の保護

等に十分留意するとともに，特に施設において体験活動を実施する場合には，参加者の人数等の適

正化に努めるなど，当該団体・施設の本来の業務に支障が生じないように配慮すること。このため，

受入団体・施設と連絡を密にし，体験活動を実施するに当たっての留意点などについて事前に十分

情報交換を行うこと。また，体験活動の参加者に対し，事前に十分な指導や研修を行うなどして，

体験活動に参加するに当たって必要な知識・技能やマナーなどを習得できるようにするとともに，

併せて体験活動に意欲を持って参加できるように工夫すること。 

 (8) 体験活動を行う学校及び教育委員会は，参加者，指導者，受入団体・施設の利用者，入所者又は

職員等の安全の確保に十分配慮すること。このため，実地調査による事前の検討・点検，活動の際

の指導者の立会等適切な配慮をすること。さらに，体験活動中に事故等が発生した場合に適切な措

置がとれる体制を整えるとともに，事故が発生した場合の補償について，保険の利用などに配慮す

ること。万一，事故が発生した場合は，直ちに状況に応じた適切な応急処置を行うこと。 

 

３ 学校教育における体験活動に関する留意点 

 (1) 各学校においては，現行の学習指導要領に基づき，体験活動の充実が図られてきているところで

あるが，平成10年に告示された小学校学習指導要領，中学校学習指導要領，平成11年に告示された

高等学校学習指導要領及び盲・聾・養護学校学習指導要領を踏まえ，体験活動の一層の充実に努め

ること。その際，自ら学び自ら考える力，豊かな人間性などの「生きる力」を育成していく上で，

体験活動の充実を図ることが必要であることに留意すること。 

 (2) 各学校においては，自校の教育目標，児童生徒の発達段階や実態，地域の実情等を踏まえ，６学

年間又は３学年間を見通しながら特別活動，総合的な学習の時間をはじめとする教育活動に体験活

動を適切に位置づけ，その計画的・継続的な実施に努めること。その際，体験活動のねらいを踏ま

え，各教科等における学習指導との関連を図ることにも配慮すること。なお，体験活動の充実につ 
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  いては，学校運営や教育課程の改善全体の中において行うように留意すること。 

 (3) 学校でどのような体験活動の充実を図るかについては，各学校において，それぞれの地域や学校，

児童生徒の実情等を踏まえて適切に判断するとともに，当該学校の教育活動として，それぞれの教

育計画に基づき，教師の適切な指導の下で実施すること。その際，保護者や児童生徒の意向や要望

等を踏まえつつ，地域の協力を得ながら行うことが大切であること。また，体験活動の実施に当た

っては，児童生徒の発達段階や活動内容に応じ，その自発性に配慮するとともに，地域の実情に応

じて様々な体験活動の場や機会を工夫し，多様な活動が展開されるようにすることが大切であるこ

と。 

 (4) 各学校において体験活動を実施する際には，全教職員の協力の下に校内の指導体制の確立を図る

とともに，地域の関係機関，関係団体等との連携に十分配慮し，学校外の指導者の協力を得ること，

地域における活動の場を確保することをはじめ，体験活動が円滑に実施できるよう，学校としての

推進体制づくりに努めること。このため，地域や学校の実情に応じて，保護者，地域の自治会，社

会教育関係団体，企業等の関係者で構成する委員会を設けるなど，学校の活動に支援を得る体制を

整えること。その際，青少年の健全育成や学校・家庭・地域の連携などの観点から設けられている

既存の組織の活用に留意すること。 

 (5) 学校の教育課程に位置づけて実施される体験活動については，他の教育活動と同様，評価を行う

こととなるが，その際，体験活動が行われる特別活動，総合的な学習の時間をはじめとする教育活

動のそれぞれの目標やねらいを踏まえつつ，体験活動の特質に即して行われることが必要であり，

各学校において評価方法等について工夫を行い，児童生徒の体験活動の成果を適切に評価していく

ことが大切であること。体験活動の評価は，点数化した評価ではなく，児童生徒の優れている点や

長所を評価していく観点に立って行われることが望ましいこと。 

 (6) 各学校においては，児童生徒に対して様々な学校外活動の場や機会についての情報の積極的な提

供に努めるとともに，児童生徒の学校外での体験活動の成果を学校における教育指導に生かしたり，

適切に評価したりすることが望ましいこと。また，学校が，土曜日，日曜日及び長期休業期間中に

おいて，児童生徒が任意に参加する教育課程外の活動として，体験活動を計画・実施することも考

えられること。 

 

４ 社会教育における体験活動に関する留意点 

 (1) 社会教育においては，地域住民が青少年と一緒に活動に参加する，親子で一緒に活動に参加する，

異年齢の子どもたちが一緒に活動に取り組むなど，社会教育の特色を生かした活動を行うことがで

きることを踏まえ，体験活動を企画，実施し，その奨励を行う教育委員会においては，様々な関係

機関，関係団体等の協力を得ながら，青少年の発達段階や地域の実情に応じて多様な体験活動の場

や機会を提供するよう努めること。 

 (2) 初等中等教育段階にある青少年の放課後や土曜日，日曜日，長期休業期間中の体験活動はもとよ

り，初等中等教育を終えた18歳後の青年のボランティア活動などの体験活動の場や機会の提供につ

いても，その充実に努めること。 

 (3) 青少年の体験活動の充実を図るには，まず地域の成人一般のボランティア活動等の振興を図るこ

とが重要であることを踏まえ，これらの者が率先してボランティア活動等に取り組むことのできる

機会の充実に努めること。 

 (4) 各教育委員会は，民間団体が実施する体験活動等への助成を行う独立行政法人国立オリンピック
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記念青少年総合センターの「子どもゆめ基金」について，関係機関，関係団体等への周知を図るよ

う努めること。 
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６ 学校教育及び社会教育における奉仕活動・体験活動の推進に当
たっての福祉担当部局との連携について 

 

                平成14年３月29日，13文科生第1112号              

                附属学校を置く各国立大学長，各国公私立高等専門学校長，国立  

                久里浜養護学校長，各都道府県教育委員会，各都道府県知事あて  

                文部科学省生涯学習政策局長，初等中等教育局長通知       

 

 文部科学省では，青少年が社会性や思いやりの心など豊かな人間性を育むため，ボランティア活動な

ど社会奉仕体験活動，自然体験活動その他の様々な体験活動の機会の充実を図ることとし，国・都道府

県・市町村において，幅広い関係機関や団体と連携等を図るための協議会や，情報提供やコーディネー

ト等を行う支援センターの設置など，学校内外を通じた奉仕活動・体験活動の推進体制の全国的な整備

を図ることとしています。 

 奉仕活動・体験活動の推進に当たっては，これまで「学校教育及び社会教育における体験活動の促進

について」（平成13年９月14日付け，13文科初第597号）や各種会合において，都道府県及び市町村にお

いて関係機関等との連携を図るようお願いするとともに，国においても関係府省との連携関係の構築に

努めてきたところです。 

 このたび，文部科学省と厚生労働省との協議を踏まえ，厚生労働省社会・援護局長から各都道府県知

事等に対し，別添のとおり奉仕活動・体験活動の推進について，教育委員会及び私立学校所管部局との

緊密な連携や円滑な実施について格段の配慮を福祉担当部局に要請する通知がなされました。 

 つきましては，域内の市町村教育委員会，市町村長，所管又は所轄の学校及び学校法人等に対しても

当該通知の趣旨について周知いただくとともに，奉仕活動・体験活動の推進に当たって，福祉担当部局

や社会福祉協議会，社会福祉施設など幅広い関係機関等との一層の連携の強化に努めていただくようお

願いします。 
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７ 学校教育及び社会教育における奉仕活動・体験活動の推進につ
いて 

 

                       平成14年３月28日，社援発第0328001号       

                       各都道府県知事，指定都市市長，中核市市長あて  

                       厚生労働省社会・援護局長通知          

 

 昨年７月に学校教育法及び社会教育法が改正され，小学校，中学校，高等学校等において児童生徒の

社会奉仕体験活動等の充実に努めるとともに関係団体，関係機関との連携に十分に配慮するものとされ，

また，教育委員会の事務として，青少年に社会奉仕体験活動等の機会を提供する事業の実施及びその奨

励に関する事務が明記されたところである。この改正は，青少年が社会性や思いやりの心など豊かな人

間性を育む上で発達段階等に応じて社会奉仕体験活動等の様々な体験活動を行うことが有意義であるこ

とから，学校内外を通じた奉仕活動・体験活動の充実を行うことを目的とするものである。 

 奉仕活動・体験活動の対象分野は，環境・自然保護や農林水産業，まちづくり，芸術・文化など多岐

にわたるが，社会福祉の分野もその対象として期待されているものである。奉仕活動・体験活動を通じ

て社会福祉施設等と学校教育や社会教育の場との連携を図ることは重要であり，また，活動を通じて福

祉に対する理解が深まることは社会福祉の増進にとっても有意義であることから，社会福祉施設等がそ

の業務に支障のない範囲で協力していくことは望ましいことである。 

 このような学校内外を通じた青少年の活動など奉仕活動・体験活動の推進に向けた体制整備のために

文部科学省において必要な予算措置等がなされているところであるが，その推進にあたっては，福祉担

当部局におかれても，下記に留意しつつ，教育委員会及び私立学校所管部局と緊密な連携を図り，円滑

な実施について格段のご配慮をお願いしたい。併せて，貴管内市町村（指定都市及び中核市を除く。）及

び関係者への周知徹底を図られたい。 

 なお，本通知については，地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基づく技術

的助言として発出するものである。 

 

記 

 

１ 社会福祉分野における奉仕活動・体験活動の実施に当たっての留意事項を別紙１（省略）にとりま

とめたので参考とされたいこと。その中でも特に，「事前協議の実施」，「役割分担の明確化」，「安全

の確保及び事故等への対応」について留意されたいこと。 

２ 奉仕活動・体験活動の例を別紙２（省略）にとりまとめたので活動内容の設定のための参考とされ

たいこと。なお，この活動例は例示でありすべての活動を網羅したものではなく，また，実際の奉仕

活動・体験活動の内容については学校，社会教育関係者と社会福祉施設等との協議によって決定され

るものであることに留意されたいこと。 

３ 奉仕活動・体験活動の推進に当たって，貴管内市町村教育委員会から当該市町村社会福祉協議会の

ボランティアセンターに対して要請があった場合には，当該社会福祉協議会ボランティアセンターの

実情に応じ可能な範囲で協力を図るよう指導されたいこと。 
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８ 青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について（答申） 
 

                                    平成14年７月29日  

                                    中央教育審議会答申  

 

はじめに 

 

 中央教育審議会は，昨年４月11日に文部科学大臣から「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等に

ついて」諮問を受けた。その際，具体的審議事項として，初等中等教育段階までの青少年に対し，学校

内外を通じて様々な奉仕活動・体験活動を充実する方策について，初等中等教育を修了した18歳以降の

青年が様々な分野において奉仕活動を行える社会の仕組みづくりについて，社会人が生涯にわたって奉

仕活動等を行うことができる環境づくりについての三つの検討事項が挙げられている。 

 今日，いじめ，暴力行為，ひきこもり，凶悪犯罪の増加など青少年をめぐり様々な問題が発生し，深

刻な社会的問題となっている。こうした問題の背景には，様々な要因が考えられるが，思いやりの心や

社会性など豊かな人間性が青少年にはぐくまれていない現実とともに，他者を省みない自己中心的な大

人の意識や生き方，さらには様々な社会的課題に対し行政だけでは適切に対処できないという状況等が

深くかかわっている。 

 社会の形成者となる青少年に自信を持って未来を託すためには，今こそ，こうした問題に正面から向

き合い，手立てを講じないと取返しがつかなくなる状況にあると言える。 

 中央教育審議会では，こうした認識に立って，諮問事項について検討し，「奉仕活動・体験活動」が，

我々が直面する問題を解く糸口となると考えた。「奉仕活動・体験活動」は，人，社会，自然とかかわる

直接的な体験を通じて，青少年の望ましい人格形成に寄与する。大人にとっても，家族や周囲の人々，

地域や社会のために何かをすることで喜びを感じるという人間としてごく自然な暖かい感情を湧き起こ

し，個人が生涯にわたって，「より良く生き，より良い社会を作る」ための鍵となる。国民一人一人が「奉

仕活動・体験活動」を日常生活の中で身近なものととらえ，相互に支え合う意識を共有し活動を重ねて

いくことができるような環境を，皆で協力して作り上げていくことが不可欠であると考える。 

 今回の答申では，「奉仕活動・体験活動」が個人や社会にとってどのような意味を持ち，社会において

なぜ推進する必要があるのか，「奉仕活動・体験活動」の範囲をどのようにとらえるのか等について整理

し，その上で，初等中等教育段階までの青少年，18歳以降の青年や勤労者等の個人の「奉仕活動・体験

活動」の奨励・支援のための方策，「奉仕活動・体験活動」を社会全体で推進していくための社会的仕組

みの在り方や社会的気運を醸成していくための方策等についてまとめた。 

 本答申をきっかけとして，個人がごく自然に，日常的に「奉仕活動・体験活動」を行い自立した個人

が社会に参加し，相互に支え合うような社会の実現に向けての取組を推し進める気運が高まることを切

に願うものである。 
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Ⅰ．今なぜ「奉仕活動・体験活動」を推進する必要があるのか 

 

１．奉仕活動・体験活動を推進する必要性及び意義 

    ～個人の豊かな人生と新たな「公共」による社会を目指して～ 

 都市化や核家族化・少子化等の進展により，地域の連帯感，人間関係の希薄化が進み，個人が主体

的に地域や社会のために活動することが少なくなっている。個人と社会との関わりが薄らぐ中で，青

少年の健全育成，地域の医療・福祉，環境保全など社会が直面する様々な課題に適切に対応すること

が難しくなっている。 

 このような社会状況の中にあって，個人や団体が地域社会で行うボランティア活動やＮＰＯ活動な

ど，互いに支え合う互恵の精神に基づき，利潤追求を目的とせず，社会的課題の解決に貢献する活動

が，従来の「官」と「民」という二分法では捉えきれない，新たな「公共」のための活動とも言うべ

きものとして評価されるようになってきている。 

 本答申では，このような，個人が経験や能力を生かし，個人や団体が支え合う，新たな「公共」を

創り出すことに寄与する活動を幅広く「奉仕活動」として捉え，社会全体として推進する必要がある

と考えた。 

 また，青少年の時期には，学校内外における奉仕活動・体験活動を推進する等，多様な体験活動の

機会を充実し，豊かな人間性や社会性などを培っていくことが必要である。そのような機会の充実を

図ることが，社会に役立つ活動に主体的に取り組む，新たな「公共」を支える人間に成長していく基

盤にもなると期待される。 

  現在，我が国では，都市化の進展や核家族化・少子化等により，地域の連帯感が薄れ，地域社会に

おける人間関係の希薄化が進んでいる。こうした傾向は，自分に直接かかわる事柄以外は行政にゆだ

ねる傾向を招き，政府や地方自治体など行政を肥大化させ，社会における自己中心的な考え方とあい

まって，個人が地域や社会のために活動を行うことができにくい一因となっている。 

  社会の主要な構成者である企業も，社員のもつ，親，家族の一員，地域の一員としての役割につい

て理解し，尊重してきたとは言えず，「会社人間」と言われるように，会社以外に居場所や活動の場

を持たない個人を生み出してきた。高齢化の急速な進展により，我が国の老年人口は平成25年までに

800万人増加して3000万人を突破すると言われており，高齢者が社会との関わりを維持し，活力を持

ちながら生きることができるようにすることや，高齢者の能力をいかに活用するかが社会において重

要な問題になっている。 

  また，今日，地域社会の様々な分野で，例えば，青少年の健全育成，地域の福祉・医療，災害・防

災への対応，治安の維持，環境保全など解決が求められる様々な問題が生じている。しかしながら，

迅速かつ機動的な対応や状況に応じたきめ細やかな対応という点では，公平・公正を基本とする行政

のみの対応ではおのずと限界がある。 

  一方，こうした社会状況の中にあって，新たな動きが見られるようになってきている。我が国を含

め多くの国々で，個人や団体の地域社会におけるボランティア活動やＮＰＯ活動など，利潤追求を目

的としない，様々な社会問題の解決に貢献するための活動を行うことが社会の中で大きな機能を果た

すようになってきている。このような活動は，個人が社会の一員であることを自覚し，互いに連帯し

て個人がより良く生き，より良い社会を創るための活動に取り組むという，従来の「官」と「民」と

いう二分法では捉えきれない，言わば新たな「公共」のための活動とでも言うべきものであり，豊か
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な市民社会を支えるための大きな原動力となっている。 

  こうした活動を貫く考え方は，社会が成り立つためには，個人の利潤の追求や競争のみならず，互

いに支え合うという互恵の精神が必要であり，同時に個人が自己実現や豊かな人生を送るためには，

生涯にわたって学習を重ね，日常的に社会の様々な課題の解決のための活動に継続して取り組むこと

が必要であるというものである。 

  本答申においては，このような，個人が経験や能力を生かし，個人や団体が支え合う新たな「公共」

を創り出すことに寄与する活動を幅広く「奉仕活動」として捉え，個人や団体が支えあう新たな「公

共」による社会をつくっていくために，このような「奉仕活動」を社会全体として推進する必要があ

ると考えた。 

  また，「奉仕活動・体験活動」の意義は，個人の側，特に成長段階にある青少年の側からもとらえる

ことができる。 

  人間は生まれてから，次々と経験を蓄積して人間としての成長を遂げていく。新たな経験をすると，

それが既に蓄積されている経験の中の関連する要素と結合して，その一部を変形したり，切り捨てた

りしながら，新たに蓄積される経験を形成していく。そのような経験には，奉仕活動・体験活動など

のような直接経験もあるし，書物，テレビやコンピュータなどによる間接経験もある。それらが様々

に結合して，その人の行動の仕方やものの考え方を形成していく。 

  したがって，経験は直接，間接の両方をバランスよく豊かにした方が良いとされる。青少年の奉仕

活動・体験活動は，まだ直接経験の乏しい段階において，直接経験を豊かにするという貢献をする。 

  青少年の現状を見ると，多くの人や社会，自然などと直接触れ合う体験の機会が乏しくなっている。

特に，情報化や科学技術の進展は，直接経験の機会を減少させている。青少年の豊かな成長を支える

ためには，学校や地域において，青少年に対し意図的，計画的に「奉仕活動」をはじめ多様な体験活

動の機会の充実を図り，思いやりの心や豊かな人間性や社会性，自ら考え行動できる力などを培って

いくことが必要である。いじめ，暴力行為，引きこもりなど青少年をめぐり様々な深刻な問題が生じ

ており，子どもたちの精神的な自立の遅れや社会性の不足などが見られる。このような中で，青少年

に，社会の構成員としての規範意識や，他人を思いやる心など豊かな人間性をはぐくんでいくために

は，社会奉仕体験活動，自然体験活動など様々な体験を積み重ね，社会のルールや自ら考え行動する

力を身に付け，自立や自我の確立に向けて成長していくことができる環境を整備することが求められ

ている。また，そのような機会の充実を図ることが，将来にわたって，日常的に社会に役立つ活動に

主体的に取り組む人間に成長していく基盤を作ることにつながる。 

○ 青少年にとっての意義 

  社会奉仕体験活動，自然体験活動，職業体験活動など様々な体験活動を通じて，他人に共感する

こと，自分が大切な存在であること，社会の一員であることを実感し，思いやりの心や規範意識を

はぐくむことができる。また，広く物事への関心を高め，問題を発見したり，困難に挑戦し解決し

たり，人との信頼関係を築いて共に物事を進めていく喜びや充実感を体得し，指導力やコミュニケ

ーション能力をはぐくむとともに，学ぶ意欲や思考力，判断力などを総合的に高め，生きて働く学

力を向上させることができる。 

  さらに，幼少期より積み重ねた様々な体験が心に残り，自立的な活動を行う原動力となることも

期待され，このような体験を通じて市民性，社会性を獲得し，新しい「公共」を支える基盤を作る

ことにつながるものである。 
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○ 18歳以降の青年にとっての意義 

  社会人に移行する時期ないしは社会人として歩み出したばかりの時期に，地域や社会の構成員と

しての自覚や良き市民としての自覚を，実社会における経験を通して確認することができる。また，

青年期の比較的自由でまとまった時間を活用して，例えば，長期間の奉仕活動等に取り組んだり，

職業経験を積んで再度大学等に入り直したりなど，実体験によって現実社会の課題に触れ，視野を

広げ，今後の自分の生き方を切り開く力を身に付けることができる。 

  また，特に，学生にとっては，何を目指して学ぶかが明確になって学ぶ意欲が高まり，就職を含

め将来の人生設計に役立てることができる。 

○ 成人にとっての意義 

  これまでに培った知識や経験を生かして様々な活動を行うことにより，自己の存在意義を確認し，

生きがいにつながる。また，企業等で働く者，主婦，退職者など成人は，市民の一員として，新た

な「公共」を支える担い手となることが期待される。 

  将来的にはワークシェアリングなどを通じて労働時間の短縮や多様な就業形態が進展し，社会人

にとって職場での労働以外の時間を生み出すことも予想されるが，奉仕活動等は，社会人にとって

の新たな「公共」を生み出すための活動の場となり得る。 

 

２．奉仕活動・体験活動のとらえ方 

    ～奉仕活動・体験活動を幅広くとらえる～ 

○ 「奉仕活動」を，自分の能力や経験などを生かし，個人や団体が支えあう，新たな「公共」に寄

与する活動，具体的には，「自分の時間を提供し，対価を目的とせず，自分を含め地域や社会のため

に役立つ活動」としてできる限り幅広く考える。 

  「体験活動」については，特に初等中等教育段階の青少年がその成長段階において必要な体験を

することの教育的側面に注目し，社会，自然などに積極的に関わる様々な活動ととらえることとす

る。 

○ 奉仕活動には，活動に必要な物品やコーディネートに係る費用など一定の社会的なコストが生じ

るものであり，個々の事例により，適切に分担することも認められる。 

○ 個人の自発性は奉仕活動の重要な要素であるが，様々なきっかけから活動を始め活動を通じてそ

の意義を深く認識し，活動を続けるというかかわり方も認められてよい。 

  １．で述べたように「奉仕活動・体験活動」を身近なものとしてとらえ，日常生活の中で継続して

行う活動として定着させていくことが大事であり，こうした観点から，本審議会では，奉仕活動や体

験活動に関する基本的事項，すなわち，「奉仕活動・体験活動」の概念や「奉仕活動」に係る自発性

や無償性の考え方等について，以下のように整理した。 

 

 (1) 奉仕活動・体験活動の概念 

   「奉仕活動」という用語をめぐっては様々な議論がある。例えば，「奉仕活動」は押し付けの印象

を与えることから，むしろ個人の自発性に着目し「ボランティア活動」としてとらえるべきではな

いかという意見がある。一方，青少年の時期には発達段階に応じて，教育活動として人や社会のた

めに役立つ活動などを体験し，社会の一員としての意識や責任感を身に付けるようにすることも必

要であり，そのようなことを考慮すると「奉仕活動」という用語が適当であるとする意見もある。 
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   しかしながら，用語の厳密な定義やその相違などに拘泥することの意義は乏しいと考える。 

   我々は，個人が能力や経験などを生かし，個人や団体が支え合う，新たな「公共」に寄与する活

動，具体的には，「自分の時間を提供し，対価を目的とせず，自分を含め他人や地域，社会のために

役立つ活動」を可能な限り幅広くとらえ，こうした活動全体を幅広く「奉仕活動」と考えることと

したい。ただし，言葉として，広く一般に定着していると考えられる場合など，「ボランティア」，

「ボランティア活動」という用語を用いることがよりふさわしい場合には，そのまま「ボランティ

ア」「ボランティア活動」としても用いることにする。 

   こうした観点から見れば，実際，我々の周りには，様々な種類や形態の活動が存在している。a)

気軽に取り組める身近な活動から専門的能力が必要な活動や常勤で関わることが必要な活動，b)個

人や子どもが参加する活動から，グループや大人と子どもが一緒になって参加する活動，c)コーデ

ィネーターやボランティア団体等の仲介が必要な活動から仲介者を介せず直接参加できる活動，な

どがある。さらに，地域においては，例えば，自治会活動，青年団活動，消防団活動，祭りなどの

伝統行事への参加など従来から行われている地域の一員としての活動もある。 

   また，特に初等中等教育段階での青少年の活動については，その成長段階において必要な体験を

して，社会性や豊かな人間性をはぐくむという教育的側面に着目し，社会，自然などに積極的にか

かわる様々な活動を幅広く「体験活動」としてとらえることとする。 

   これらを踏まえ，本報告では，社会全体で奨励していくべき幅広い活動の総体を「奉仕活動・体

験活動」と捉えたい。 

 

 (2) 無償性の取扱い 

   国民にとって「奉仕活動」を身近なものとしてとらえる観点から，活動にかかわる無償性や自発

性の問題については，次のようにとらえることが適当と考えられる。 

   すなわち，「奉仕活動」，「ボランティア活動」とも，無償性が強調されがちであるが，このような

活動を行う際には，交通費や保険料，活動に必要な物品やコーディネート等に係る経費など，一定

の社会的なコストを要し，このコストをどのように分担するかについては，個々の事例により，様々

な判断があり得る。このような活動を一般的に定着させていく過程では一部を行政が負担すること

も考えられる。また，寄附など社会がいろいろな形で負担する仕組みが形成される中で，実費等の

一定の経費について，労働の対価とならない範囲で実費や謝金の支払いなど有償となる場合もあり

得ると考えることができる。 

 

 (3) 自発性の取り扱い 

   奉仕活動等においては個人の自発性は重要な要素であるが，社会に役立つ活動を幅広くとらえる

観点からすれば，個人が様々なきっかけから活動を始め，活動を通じてその意義を深く認識し活動

を続けるということが認められてよいと考えられる。特に学校教育においては，「自発性は活動の要

件でなく活動の成果」ととらえることもできる。 

 

 (4) 日常性 

   「奉仕活動」を特別な人が行う特別な活動ではなく，新たな「公共」のための幅広い活動として

とらえることにより，日常的に参加できる活動として無理なく定着させていく必要がある。「奉仕活

動」を行う立場と受ける立場は固定したものではなく，活動の内容に応じて，常に替わるものであ
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る。また，活動に楽しみを見いだせる工夫や心の余裕を持つこと，特定の個人に負担が集中しない

ような活動の企画や支援体制への配慮などが求められる。 

◎ 新たな「公共」を担う「奉仕活動」の例 

 １．保健，医療又は福祉の増進を図る活動 

  （例）高齢者・障害者・子どもたちへの支援活動，子育て支援，ホームヘルプ活動・デイケア，

グループホーム，移送，食事サービス，家事援助，介護，福祉マップ作成，声かけ・見守り・

話し相手，病院ボランティア，献血支援 等 

 ２．教育の推進を図る活動 

  （例）社会教育講座の講師，行事の運営，いじめ110番などの相談活動，図書館・博物館等でのボ

ランティア，「総合的学習の時間」等の学校の活動の指導者・協力者，場の提供 等 

 ３．まちづくりの推進を図る活動 

  （例）地域興し，町並み保存，商店街の活性化，花いっぱい運動，町の清掃，都市と農村の交流，

地域情報誌の発行，街づくりの政策提言 等 

 ４．文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動 

  （例）オーケストラ，劇団などの運営，音楽会，演劇や映画などの開催，博物館・美術館等のガ

イドボランティア，祭りなど伝統文化の継承・発展，スポーツ大会の開催，地域でのスポーツ

指導 等 

 ５．環境保全を図る活動 

  （例）リサイクル，募金，ナショナルトラスト，大気汚染調査，公園ボランティア，野鳥・森林

の保護，道路，河川や港湾の清掃 

 ６．災害救援活動 

  （例）震災・風水害被害復旧支援，災害ボランティア，消防団活動，防災 等 

 ７．地域安全活動 

  （例）防犯，街灯の設置・点検，安全の維持 等 

 ８．人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

  （例）社会を明るくする運動，犯罪被害者の支援 等 

 ９．国際協力活動 

  （例）発展途上国・紛争地域への人道支援（募金，援助物資送付），ホームステイの受入れ，留学

生支援，外国人への観光案内，ＮＧＯ活動への参加・協力 等 

 10．男女共同参画社会の形成の促進を図るための活動 

  （例）性差別の撤廃，セクハラの撲滅 等 

 11．子どもの健全育成を図る活動 

  （例）子どもの世話や遊びへの協力，青少年の体験活動への協力（活動の指導者，職業体験，自

然体験等活動の場所の提供），地域の見回り 等 

 12．以上の活動を行う団体等の運営又は活動に関する連絡，助言，援助 

  （例）団体への情報提供，相互調整，経理処理・人事・労務管理等運営ノウハウ提供，活動にか

かわる安全管理 等 

 （注）特定非営利活動促進法による分類を参考として作成 
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Ⅱ．奉仕活動・体験活動をどのように推進していくのか 

 

１．奉仕活動・体験活動に関する現状 

 我が国の国民は，奉仕活動，ボランティア活動に興味・関心は持つものの，それらの活動の経験は

総じて少なく，情報不足，技術力・知識不足，相談体制の未整備，時間的制約などの理由から，参加

することを思いとどまっている人がかなり多いということが伺える。また，子どもについては，現在，

活動に参加している割合は低くなっているが，一方で，ふだん地域の人たちとふれあいのある子ども

ほど，ボランティア活動等の地域活動に関心を持っているという傾向がある。 

 これらを踏まえ，興味・関心を持っている人に「もう一歩を踏み出すきっかけ」や「もう一歩を踏

み出す後押し」となるような仕組みづくりを行うとともに，大人が率先して活動に取り組み，子ども

たちが活動に参加しやすいような環境を作ることが必要である。 

 

 (1) 国民の活動，意識の現状 

   全国で活動するボランティアは700万人を超えており，環境保護や社会福祉，国際交流等幅広い分

野にわたっている。 

   平成10年の特定非営利活動法人（ＮＰＯ）法の制定により，ＮＰＯ法人の活動を支援する基本的

枠組みができ，ＮＰＯ法に基づき法人格を取得した団体が7,439団体（平成14年７月）になる等，非

営利の活動が多様な場面で継続的に行われる機会が増大している。 

   ただ，アメリカやイギリスに比較すると我が国のボランティア活動参加率は低く，特に30代前半

の若い世代で低いという特徴がある。（「国民生活白書」平成12年度） 

   一方，ボランティア活動に対する意識については，「国民生活選考度調査」（平成12年）によれば，

国民の４人に３人は社会の役に立ちたいと考え，実際にボランティア活動への参加意識を持つ人は

３人に２人の割合となっており，ボランティア活動に対する関心は非常に高い。しかし，現在活動

を行っている人（又は過去に活動を行ったことがある人）は，３人に１人に過ぎない状況にある。

活動の妨げの原因としては「ボランティア団体に関する情報がないこと」を挙げる人が約４割を占

め，国や地方公共団体に望むこととして，情報提供や相談体制の整備を挙げる人が多い。 

 

 (2) 青少年の活動，意識の現状 

   子どもの地域社会との関わりについては，小学校，中学校，高等学校と学年があがるにつれ少な

くなる傾向にあり，ボランティア活動についても，小学校，中学校，高等学校と進むにつれ少なく

なる傾向にある。学校における体験活動についても，小学校，中学校，高等学校と進むにつれ少な

くなる傾向にある。（「地域の教育力の充実に向けた実態・意識調査（平成13年９月・10月調査）」

（子どもの体験活動研究会）「学校における体験活動の実施状況（平成12年度）（文部科学省調べ）」） 

   青少年のボランティア活動に対する印象としては，「やりがいがある」「勉強になる」といった項

目については肯定的に回答するものが多くいる一方，「遊びより面白い」「かっこいい」といった項

目については否定的に回答するものが多い。（「青少年のボランティア活動に関する調査」総務省（平

成６年）） 

   また，「学生のボランティア活動に関する調査報告書」内外学生センター（平成10年）では，大学

生がボランティア活動を始めるにあたっての障害要因について「大学の時間が忙しい」「情報不足」
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 （備考）「ボランティア活動年報2000年」（社会福祉法人全国社会福祉協議会全国ボランティア活動振興センター）

により作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （備考）「地域の教育力の充実に向けた実態・意識調査報告書（平成13年９月・10月調査）」（子どもの体験活動研

究会）により作成 

 

２．初等中等教育段階の青少年の学校内外における奉仕活動・体験活動の推進 

    ～多様な体験を重ね，豊かな人間形成と将来の社会参加の基盤作りを～ 

 初等中等教育段階のすべての青少年に対し多様な奉仕活動・体験活動の機会が与えられるように，

学校内外を通じて質量共に充実した活動の機会を拡充していく必要があり，小・中・高等学校，専修

学校高等課程など，初等中等教育段階の時期における発達段階に応じたふさわしい活動を行うことが

重要である。 

 学校においては，活動の連絡調整の窓口を明らかにするとともに，すべての教職員が協力して取り

組むための校内推進体制の整備，地域の協力を得るための学校サポート（学校協力）委員会（仮称）

を設けるなど体制作りに努める必要がある。また，実施に際しては，発達段階に応じた活動の実施，

興味関心を引き出し自発性を高める工夫や，自発的なボランティア活動等の高校における単位認定な

ど，活動の適切な評価などに配慮して取り組む必要がある。また，教育委員会においては，各学校に

おける取組が円滑に行われるよう，学校での具体の活動の実施のために必要な支援措置を講じるなど

様々な措置を行う必要がある。 

 教育委員会においては，地域の関係団体や関係行政機関等と連携しつつ，支援センターなどの推進

体制を整備し，学校の教育活動と地域の活動の効果的な連携に留意しながら，教材・プログラムの開

ボランティア活動に参加することがあるか
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発，指導者の養成・確保とともに，ボランティア活動等を積極的に評価する高校入試の工夫や「ヤン

グ・ボランティア・パスポート（仮称）」の作成，活用などによる地域における活動の促進等に努める

必要がある。また，企業においても，社会を担う主要な構成者として，学校や地域における様々な体

験活動に対する施設の開放や，社員の指導者としての派遣，青少年の受入れなど，青少年の奉仕活動・

体験活動に対する積極的協力を求めたい。 

 国においては，こうした学校や地域における取組を支援するため，推進体制の整備や教職員研修等

に対する支援，参考となるプログラムの開発や事例集の作成等を行うとともに，すべての青少年が発

達段階に応じて，奉仕活動・体験活動を着実に経験できるようにするため，奉仕活動・体験活動の実

施状況の全国調査，学校や地域を通じた活動の目標の検討，ボランティア活動等と関連付けた大学入

試の推進が求められる。 

  平成13年７月の学校教育法及び社会教育法の改正により学校内外を通じた体験活動の促進が求めら

れることとなった。学校においては，平成14年度から実施される新学習指導要領において，「生きる

力」の育成を目指す観点から体験活動を重視するとともに，新たに「総合的な学習の時間」の創設等

を行ったところであり，体験活動を教育活動に適切に位置付け，その充実を図ることが求められてい

る。 

  また，平成14年度から学校週５日制が完全実施されることを受け，家庭や地域における多様な体験

活動の振興や奨励を一層推進する必要がある。 

  高校までの青少年の時期においては，豊かな人間性や社会性を培うため，学校教育や地域において，

社会奉仕体験活動，自然体験活動，職業体験活動など，質量共に充実した多様な体験活動を提供して

いくことが求められる。子どもたちの豊かな直接体験は，人や社会，自然などへの興味や関心を高め，

思考や理解の基盤となるとともに，問題解決的に活動に取り組むことで各教科等で学んだ知識・技能

等が生活と結び付き，総合的に働くようになることが期待される。また，様々な対象と直接かかわる

ことは，机の上だけの学習と異なり，大きな成就感や充実感などが得られるとともに，他者との関係

の在り方を学び，生き方の探求などにつながり，豊かな心の育成や望ましい人間形成に資するものと

考える。 

  青少年の時期においては，子どもたちの成長が著しいことから，それぞれの発達段階にふさわしい

ねらいや内容を創意工夫し，多様な体験活動を行うことが重要である。小学校の時期においては，具

体的な活動を通した思考から徐々に物事を対象化して認識できるようになり，例えば，身近な対象に

かかわる体験から，教科等の学習も生かして社会や自然などに広く目を向け，かかわる体験に発展さ

せていくことが考えられる。中学校の時期においては，自己の内面に気付いていくという特徴が見ら

れ，例えば，自分の思いを生かしながら大人の社会にかかわったり，友達と共に活動し感動を味わっ

たりする体験が考えられる。また，高校生の時期においては，自己を確立し，成人となる基礎を培う

段階に当たることから，例えば，社会奉仕や職業など社会にかかわる体験は，自己の在り方や生き方

を考え，将来の進路を主体的に選択する能力や態度を身に付けるとともに，社会についての認識を深

める上で重要な要素と考えられる。 

  なお，いうまでもなく，すべての教育の出発点は家庭教育にある。家庭は基本的な生活習慣や倫理

観，自制心，他人に対する思いやり，自立心などを育成する上で重要な役割を果たしている。家庭に

おいて，子どもに毎日決まった手伝いをさせるなど家庭での役割を与える，親子で地域の様々な活動

に参加する等，社会を支える一員としての自覚を育む基盤づくりをしていくことが重要である。 
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 (1) 学校における体験活動の充実のための取組 

   学校においては，地域における活動との連携と適切な役割分担を図りながら，奉仕活動・体験活

動を学校の教育計画に適切に位置付けて実施する必要がある。その際，学校において次のことに配

慮することが重要である。 

  1) 学校としての体制作り 

    各学校においては，奉仕活動・体験活動の連絡調整の窓口となる担当を明らかにし校長の指導

の下に全教職員が協力して校内推進体制を整備する必要がある。また，地域の人々の協力を得る

とともに関係団体等との継続的な連携関係を構築し学校の活動に幅広い支援が得られるように，

保護者，地域の関係者等による学校サポート（学校協力）委員会（仮称）を設けるなど推進体制

を整備することが求められる。更には，地域のボランティア団体や青少年関係団体等の人材の協

力を得て，学校における活動の推進のための助言者として，具体の活動の企画や校内研修などに

対する支援を受けることも考えられる。 

  2) 教職員の意識・能力の向上 

    学校の体制作りとあわせて，教職員一人一人が奉仕活動・体験活動の意義や理念を正しく理解

し，これらの活動に係る指導の力量を高めていくことが不可欠である。奉仕活動等の経験のない

教職員も多い現状を踏まえ，教職員一人一人が自信を持って指導に当たることができるように，

校内の研修はもとより，後述のような教育委員会等が実施する研修や，ボランティア団体や青少

年関係団体等の外部機関が実施する研修等に積極的に参加することが求められる。 

 

【学校における多様な体験活動の例】 

○ ボランティア活動

など社会奉仕にかか

わる体験活動 

 

 

 

○ 自然にかかわる体

験活動 

 

 

 

○ 勤労生産にかかか

わる体験活動 

 

 

○ 職場や就業にかか

わる体験活動 

○ 文化や芸術にかか

わる体験活動 

・学校の周辺や駅前，公園，河川や海岸等の清掃，空き缶回収 

・花いっぱい運動へ参加しての地域での花作りや環境美化 

・老人ホーム等福祉施設を訪問し話相手や手伝い，清掃，交流 

・幼児への本の読み聞かせや簡単な点訳 

・得意な技術や学習を生かして，車椅子，お年寄り宅の電気製品，子どもの

おもちゃ，公園のベンチ等の簡単な修理・整備 など 

・学校を離れ豊かな自然の中や農山漁村での自然とのふれあいや農山漁村体

験，登山，郷土食作り 

・学校林等での野鳥の保護活動 

・身近な公園や川等の自然を生かした探求活動，フィールドワーク 

・地域の特色を生かしウミガメの産卵地の保護，生態観察，放流 など 

・地域の農家の指導を得ながら米作りや野菜作り 

・鶏，やぎ，羊，豚などの家畜や魚の飼育 

・地域産業を生かした漁労や加工品製造の体験 

・森林での植林，下草刈り，枝打ち，伐採，椎茸栽培，炭焼き など 

・生徒の希望を生かして地域の事業所や商店などでの職場体験 

・将来の進路について学ぶインターンシップ など 

・身近な地域に伝わる和紙作り，染物，竹細工，焼き物等に触れる活動 

・踊り，太鼓，浄瑠璃など伝統文化や芸能を地域の人等から学び伝える活



－ 24 － 

 

○ 交流にかかわる体

験 

 動，地域の祭りへの参加 など 

・老人会や一人暮らしのお年寄りを招いてのレクリエーション等の交流体験

会 

・幼稚園・保育所を訪ねたり幼児を招いたりしての幼児との遊び，ふれあい

・小・中・高等学校と盲・聾・養護学校との共同行事等を通じた交流 

・学習を生かした地域の人との学び合いの交流 

 （生徒から：パソコン，野菜栽培等⇔地域の人々から：わらじ作り，郷土

料理等） 

・地域に在住する外国の人々を招いて生活や文化を紹介し合うなどの交流 

・農山漁村部の学校と都市部の学校など特色が異なる学校の相互訪問交流

など 

 

  3) 活動実施上の配慮 

    体験活動を学校の教育活動として実施する場合，以下の点への配慮が求められる。 

   ◇教育活動全体を通じた体験活動の充実 

     発達段階に応じた適切な活動の機会の提供が行われるよう，自校の教育目標や地域の実情を

踏まえ，学校として活動のねらいを明確にし，現状の教育活動全体を見直し，(a)学校行事等

の特別活動，総合的な学習の時間をはじめ教科等の学習指導，及び部活動等の課外活動など教

育活動において適切な位置付けを行うこと，(b)小・中・高等学校等のそれぞれの取組に継続

性を持たせ，発達段階に即して活動の内容や期間等を工夫すること，(c)各教科等における学

習指導との関連を図ることなどが求められる。特に教科担任制を採る中学校・高等学校におい

ては，教科担任の教員の間の緊密な連携協力が求められる。 

     また，長期休業日は，まとまった体験活動を行いやすい。学校も，児童生徒が任意で参加す

る活動などを計画，実施したり，地域における社会福祉協議会，ＮＰＯ関係団体，青少年団体，

少年自然の家や青年の家等の青少年教育施設などの関係団体等による取組に協力したり，様々

な活動の場や機会についての情報の提供を行うなどして，子どもたちの体験活動の充実に努め

ることが大切である。 

   ◇興味・関心を引き出し，自発性を高める工夫 

     子どもの興味・関心を引き出し，自発性を育てる工夫として，例えば，(a)発達段階や活動の

内容に応じ，活動の企画段階から子どもを参加させたり，(b)子どもが選択できるよう多様な

活動の場を用意することも考えられる。 

   ◇事前指導・事後指導 

     活動前に，体験活動を行うねらいや意義を子どもに十分理解させ，子どもたちがこれから取

り組む活動についてあらかじめ調べたり，準備をしたりすることを通じ，意欲を持って活動で

きるようにするとともに，活動後は，感じたり気付いたことを振り返り，まとめたり発表した

りするなど，適切な事前指導・事後指導が大切である。 

   ◇活動の円滑な実施のための配慮 

     活動を効果的かつ安全に行うために必要な知識・技能やマナー等の習得のための事前指導が

必要である。また，活動内容によってはあらかじめ実地調査による点検等を行う必要がある。 
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     さらに，活動によっては，例えば，受入人数の適正化や受入先との綿密な連絡調整など企画

段階での配慮，活動を実施する際の留意点などについての十分な調整，参加者への周知・活動

を支援するボランティア等の参加など受入先等への十分な配慮が必要である。また，例えば，

学校において受入先を公表すること，感謝状や受入先であることを示す証（あかし）を贈呈す

るなど活動の場を提供した受入先が社会的にも評価されるような取組も重要である。 

   ◇活動の適切な評価 

     体験活動の評価については，点数化した評価ではなく，子どもの良い面を積極的に評価し，

どのような資質や能力が育っているのかという観点を重視して適切に行う必要がある。その際，

子どもの感想・意見，保護者の感想・意見，受入先の感想・意見等を把握するなど適切な評価

を行うための工夫をするとともに，その結果を次年度以降のプログラムの内容や活動の在り方

に反映させていくことが求められる。また，高等学校においては，生徒の地域での自主的なボ

ランティア活動等について，後述の「ヤング・ボランティア・パスポート（仮称）」等の活用

などにより，これらの活動を単位認定するなど積極的に評価することが考えられる。 

   ◇事故発生時の備え 

     緊急時対応マニュアルを作成するとともに，必要に応じた地域の警察・消防等への事前の連

絡，緊急時の連絡先リストの作成などの準備，保険の利用を行うことが必要である。また，事

故の事例や事故予防の取組についての情報を提供することも求められる。なお，指導者等を含

め損害事故や賠償事故を安価な保険料でカバーする保険の開発が望まれる。 

  4) 教育委員会の役割 

   ◇学校での取組の推進・支援 

     都道府県，市町村の教育委員会においては，学校における取組が着実に実施されるように，

後述の協議会・支援センター等を通じて，関係団体等と連携しつつ，基本的な活動方針等の策

定や，児童生徒の発達段階に応じた適切な活動プログラムの開発や教職員向け手引書の作成を

行うほか，学校での具体の活動の実施のために必要な支援措置を講じ，学校の取組を推進し，

支援することが求められる。 

   ◇教職員の意識・能力の向上 

     教育委員会においては，教職員の資質能力の向上のため，地域のボランティア推進団体等の

協力も得ながら，次のような取組を行うことが考えられる。 

    ・教職員の初任者研修を始め各種研修においてボランティア講座や体験活動等の機会を設ける

（初任者研修においては，奉仕体験活動，自然体験活動に関する指導力の向上を重視する）。 

    ・活動の企画や指導などの中心となる教職員を養成するために，地域のボランティア推進団体

等が実施するコーディネーターや指導者の養成講座等への参加を研修に位置付ける，ボラン

ティアセンター，ＮＰＯ等での長期社会体験研修を実施する。 

     また，以下のような取組を行うことが考えられる。 

    ・夏休み等の長期休業期間など，授業がない期間を利用して，教職員に奉仕活動・体験活動等

も含めた研修の実施や機会の提供を図る。 

    ・児童生徒の受入れ先となる施設や団体等で教職員の研修を行う等により，学校と受入施設や

団体等との連携を深めるとともに，受入先の施設や団体等の実情を学ぶことにより，教職員

の連絡調整能力を高める。 

     また，教育委員会においては，教員養成大学等と連携し教員を志望する学生を教育支援ボラ
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ンティアとして活用すること，教員採用選考においてボランティア活動等の経験を一層重視す

るための工夫（例：ボランティア活動等の有無を記載する欄を充実させる。），も求められる。 

 

 (2) 青少年の学校及び地域における奉仕活動・体験活動の促進のための取組 

   学校及び地域を通じて，初等中等教育段階の児童生徒に対して，奉仕活動・体験活動を推進する

ためには，学校・地域・家庭が連携してこれらの活動を支援することができるような仕組み作りを

することが必要である。個別の教職員や地域の有志の属人的な努力や善意だけにその推進を依存し

ていては，活動を長期にわたって存続させることができず，その効果も減殺されてしまう。 

   このため，これらの活動の推進を図るために，以下のような体制等を整備していく必要がある。 

  1) 学校及び地域の連携の在り方 

    学校の教育活動と地域の活動のそれぞれの特性を生かすとともに，相互の有機的な連携が求め

られる。 

    このため，特に市町村レベルにおいては，教育委員会が中心となり，あるいは主唱して，地域

のボランティア推進団体や，福祉，農林水産，商工などの関連行政部局が密接に連携し，後述の

支援センターなどの推進体制を整備することが重要である。 

    また，地域での活動と学校での教育活動が日常的に密接な関係を持つ必要があり，学校サポー

ト（学校協力）委員会などの学校の推進体制への地域の関係団体の参加や，地域で行われる奉仕

活動・体験活動について，学校を通じて児童生徒やその保護者に情報提供を行うなど，日常的な

連携協力関係を保つ工夫が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※奉仕活動・体験活動を推進する仕組みの全体のイメージについてはこちらを参照。 

　
　

○自治会関係者
○スポーツ団体
○青少年教育団体
○企業
○社会福祉関係団体
○社会教育関係団体
○PTA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

　　　学校及び地域における連携イメージ

 
　

校内推進体制

○活動の企画
　　・立案、
○受入先との
　 連絡調整
○児童・生徒へ
 　の事前指導  等

市区町村レベルの支援センター（コーディネーターを配置）（教育委員会等）
○情報提供、相談対応○指導者、コーディネーター等の発掘○ボランティア養成事前研修○地域でのネットワークづくり、個別の場の確保等

　
　　　　　青少年の発達段階に応じた多様な活動の実施
＜活動事例＞
○清掃活動　道路、駅舎、公園などの清掃活動、海浜・河川清掃、空き缶拾い
○福祉活動　老人福祉施設や身体障害者施設での介護活動、話し相手・遊び相手
○自然保護活動　公園や森山に花や木の苗などを植える活動、花の苗・種子配布
○リサイクル活動　アルミ缶やペットボトルの回収、使用済みテレホンカードの回収、古切手収集等
○職場体験活動　地域の事業所や商店などでの仕事の手伝い
○その他　 保育ボランティア、子どもとの遊びのリーダー、町内会等でのチャリティーバザーの手伝
　　　　　　　い、国際援助物資の収集・送付活動

学校サポート（学校協力）委
員会（仮称）
（検討内容）
○活動場所、指導者の確保
○円滑な体験活動の実施のため
   の協力要請　等
（メンバー）
○学校長
○担当教諭
○保護者
○自治会関係者
○社会福祉関係者
○社会教育関係者
○青少年教育団体関係者
○企業関係者
○ボランティア活動団体関係者
　等

協力要請

連携・協力

参
加

参
加

各学校

地域団体

相談
支援

相談
支援
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  2) 地域における活動の促進 

    教育委員会，社会福祉協議会，ＮＰＯ関係団体，スポーツ団体，青少年団体等地域の関係機関・

団体が連携し，地域での多様な幅広い奉仕活動・体験活動の機会を拡充し，青少年の活動への参

加を促していく必要がある。その際，例えば，a)高校生と小・中学生など地域の異年齢の青少年

が協力して自ら活動を企画し実施する，b)親子が共に活動に参加する，c)従来，地域社会とのか

かわりが薄い傾向にあった中高年が協力して活動を企画し実施する，d)小・中学生の活動への参

加のきっかけや励みの証を作る（例：ボランティア活動等を記録するシール等），など地域ぐるみ

で活動を活発にしていく工夫が求められる。このため，後述のように，学校の余裕教室等を活用

し，地域住民が関係機関・団体等の協力を得て活動を行う拠点（地域プラットフォーム）を整備

するなどの取組が期待される。 

    また，企業においても，社会を担う主要な構成員として，学校や地域における様々な体験活動

に対する施設の開放や，社員の指導者としての派遣，青少年の受入れなど，青少年の体験活動に

対する積極的協力を求めたい。 

    地域での自発的なボランティア活動は，特に中・高生にとって，人間としての幅を広げ，大人

となる基礎を培う意味で教育的意義が大きいが，現状では十分に行われているとは言い難い。こ

のため，例えば，(a)高校入試においてボランティア活動等を積極的に評価する選抜方法等を工夫

する（例：調査書に活動の有無を記載する欄を充実させる。推薦入試において活動経験について

報告書を提出させる等），(b)高校生等が行う学校や地域におけるボランティア活動などの実績を

記録する「ヤング・ボランティア・パスポート（仮称）」を都道府県や市町村単位で作成し活用す

る，などの方策について検討する必要がある。 

    特に「ヤング・ボランティア・パスポート（仮称）」については，青少年の日常の活動の証とし

たり，高等学校における単位認定や，就職や入試への活用，文化施設，スポーツ施設等公共施設

の割引や表彰を行うなど，いろいろな形での奨励策を検討することが考えられる。国においても，

「ヤング・ボランティア・パスポート（仮称）」の全国的な普及・活用が促進されるように，例え

ば全国的なボランティア推進団体，関係行政機関・団体等が連携協力しパスポートの標準的なモ

デルを作成する，入試や就職等で適切に活用されるよう大学や企業等に対し働き掛けるとともに，

国等の行政機関においても，採用等に活用する，青少年が文化施設，スポーツ施設を利用する場

合の割引などを関係機関・団体等に呼び掛けを行うなどの取組を検討する。 

 

 (3) 国等において取り組むべき方策 

   国等においては，以上のような学校や地域における取組を支援するため，関係省庁とも連携しつ

つ，(a)地域における推進体制の整備及び様々な場や施設・団体等における活動の受入れの促進，(b)

奉仕活動・体験活動に関する教職員研修の充実，(c)青少年を対象とした学校や地域における発達段

階を踏まえた魅力ある活動プログラムや活動に携わる指導者養成プログラムの開発・支援や，他の

モデルとなる先駆的な実践の促進と学校や地域の参考となる事例集の作成，教職員向け手引書の作

成，(d)教員志望学生による教育支援ボランティアの全国的普及，(e)子どもゆめ基金（注１）等を

通じた体験活動を行う団体等に対する助成の取組を推進するとともに，青少年が小・中・高等学校

それぞれの段階において，その発達段階に応じた活動の機会を得ることができるようにするために，

次のような取組の検討が求められる。 
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  1) 奉仕活動・体験活動の実施状況の全国調査 

    現状においては，青少年の奉仕活動・体験活動が必ずしも十分行われていない状況にかんがみ，

学校内外を通じた青少年の活動の全国的な実施状況調査を実施し，その結果を分析・公表し，各

学校及び地域での取組を促す。 

  2) 学校内外を通じた活動の目標の検討 

    活動の実施状況や支援体制の整備の進展状況等を見極めた上で，今後，青少年が高等学校卒業

段階までに学校や地域を通じて行うことが期待される活動の目標を検討する。 

  3) ボランティア活動等と関連付けた大学入試の推進 

    高等学校段階までの青少年の学校内外の生活において，大学入学者選抜の在り方が与える影響

が大きい。大学にとっても，高等学校段階までに多様な体験活動を行った生徒は，大学入学後の

学ぶ姿勢や意欲が高く大学教育の活性化にも資するものと考えられる。このため，大学において

は，受入方針において，ボランティア活動等を積極的に行う学生を評価することを明確にし，例

えば，論文試験にボランティア活動の実践を含め高等学校時代の活動を前提とした出題も含める，

先述のヤング・ボランティア・パスポート（仮称）を活用する等，高等学校段階までの活動経験

と関連付けた大学入学者選抜の取組が期待される。 

 

３．18歳以降の個人が行う奉仕活動等の奨励・支援 

    ～奉仕活動を日常生活の一部として気軽に行う～ 

  Ⅱの１で見たように，我が国では，多くの人が奉仕活動等について興味を抱いてはいるが，一歩を

踏み出せないという状況にある。大学等の学生も含め，18歳以降の個人が日常的に奉仕活動等に取り

組むことができるように，以下のような奨励・支援の方策を検討することが求められる。 

 (1) 学生に対する奨励・支援等 

 大学，短期大学，高等専門学校，専門学校などにおいては，学生が行うボランティア活動等を積極

的に奨励するため，正規の教育活動として，ボランティア講座やサービスラーニング科目，ＮＰＯに

関する専門科目等の開設やインターンシップを含め学生の自主的なボランティア活動等の単位認定等

を積極的に進めることが適当である。 

 また，学生の自主的な活動を奨励・支援するため，大学ボランティアセンターの開設など学内のサ

ポート体制の充実，セメスター制度や，ボランティア休学制度など活動を行いやすい環境の整備，学

内におけるボランティア活動等の機会の提供などに取り組むことが望ましい。 

 こうした大学等や学生の取組を支援するため，国においてボランティア教育や活動を積極的に推進

する大学等に対する支援措置を講じることが適当である。さらに，公務員や民間企業の採用に当たっ

て，学生のボランティア活動等を通じて得られた経験，能力等を一層重視することが期待される。 

 

  1) 大学等による奨励・支援 

   ① 教育活動としての取組 

    ｱ) 大学，短期大学，高等専門学校，専門学校（以下「大学等」という。）などにおいて，地元

自治体，地域の社会福祉協議会，国際協力団体，ＮＰＯ，スポーツ団体，青少年団体等関係

団体等と連携協力し，ボランティア講座やサービスラーニング科目（注２），ＮＰＯに関する

科目等を開設することが望ましい。また，複数の大学等で協力してこうした科目に関するモ
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デルカリキュラムや教材等を共同開発することも適当である。 

    ｲ) インターンシップを含め学生の自主的な活動について，大学等において，教育効果などを

勘案しつつ，大学等の単位として積極的に認定することが求められる。なお，専門学校にお

いては，既にボランティア活動やインターンシップを授業科目の履修としてみなすことがで

きるようになっており，今後，この制度をより一層活用することが期待される。 

    ｳ) こうした取組に当たっては，特定教員のみならず全学的に教職員の啓発を図り大学全体で

進めることが求められる。 

   ② 学生の自主的活動に対する奨励・支援策 

     大学等においては，学生の自主的な活動に対する奨励・支援策として以下のような取組を検

討することが望ましい。 

    ｱ) 学生に対する学内のボランティア活動等の機会の提供 

      大学そのものが最大の活動の場となり得る要素を備えている。例えば，学内の環境整備，

学内のコンピュータやネットワークに関する技術的支援，図書館，学内のスポーツ施設の地

域住民への開放などでの業務支援，留学生や障害を持った学生に対する支援などにおいて，

ボランティア活動等の機会を積極的に学生に提供する。 

    ｲ) 学生に対する支援体制の充実 

      地域のボランティアセンター，学生関係団体等とも連携しつつ，大学内において，以下の

ような支援体制を整備する。 

     a) 学生部等に情報提供，相談窓口の開設 

     b) 大学等のボランティアセンターの開設（専任職員，学生ボランティアの配置） 

      （センターにおいては，(a)学生のボランティア活動等に関する情報収集・提供，(b)学生

向けプログラムの開発，場の開拓，(c)ボランティア養成講座等の開催等の事業を行う

ことが想定される。） 

    ｳ) 学生が活動を行いやすい環境の整備 

      セメスター制度（注３），ボランティア休学制度（休学期間中の授業料の不徴収，在籍年数

制限からの除外等）の実施，９月入学の促進，いわゆるギャップイヤー（注４）など学生が

長期的な活動を行いやすい環境を整備する。 

    ｴ) ボランティア活動等に関する啓発 

      地域のボランティア推進団体等との連携協力によるボランティア活動等に関する解説書の

作成，ボランティアセミナー等の開催，入学時における学生に対する説明会などの啓発を行

う。 

  2) 国等による奨励・支援 

    上記のような大学等及び学生の取組を奨励・支援するため，例えば，以下のような取組が検討

されることが望ましい。 

   ① 大学等に対する国等の奨励・支援 

    ・ボランティア教育や活動を積極的に推進する大学等に対する支援を行う（例：ボランティア

関係カリキュラムやサービス・ラーニング科目の開発に対する支援等）とともに，学生関係

団体による学生ボランティアに関する解説書の作成・配布を支援する。 

    ・さらに，今後，大学等の評価において，ボランティア等に係る教育の取組や学生の自主的ボ

ランティア活動等への支援等を評価指標の一つとして適切に位置付けることも検討すること
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が期待される。 

   ② 就職の際に評価 

    ・関係府省と経済団体等が連携協力し，公務員や民間企業の採用に当たって学生のボランティ

ア活動等を通じて得られた経験，能力等を一層重視することを明確にする。 

    ・関係府省と経済団体等が連携し，企業等に対し，学生に求める履歴書等にボランティア活動

歴の有無を記載する欄を設けるよう呼び掛けを行うとともに，国等の行政機関においては，

履歴書等にボランティア活動歴の有無を記載する欄を設けることを検討する。 

 

 (2) 企業，社会人に対する奨励・支援 

 国，地方公共団体，企業や労働組合などにおいては，気軽に参加できる職場環境作り，柔軟な勤務

形態の導入など社会人が参加しやすい環境の整備や，地域での諸活動への参加を含め勤労者が行う幅

広いボランティア活動等を奨励するための支援が期待される。 

 国においても，こうした取組を支援するため，取組の事例紹介など情報提供を積極的に行うととも

に，社会人に適した活動の機会の充実を図ることが適当である。また公務員や教員の活動を奨励する

ため，研修の一環として活動を位置付けることや，公務員や教員の経験を生かした活動のプログラム

の開発等を検討することが望ましい。 

   社会人の幅広いボランティア活動等を奨励・支援するため，国，地方公共団体，企業等において

は，職員や社員が気軽に参加できる職場環境作り，柔軟な勤務形態の導入など社会人が参加しやす

い環境の整備が期待される。 

   また，企業や労働組合などにおいては，社会の主要な構成者としての役割や社会的責任を踏まえ，

自らがボランティア活動等に対する支援を行うことや，社員が活動を行うことに対する積極的な支

援を期待したい。 

  1) 企業の社会的役割 

    企業等においては社会の主要な構成者としての役割や社会的責任を踏まえ，市民社会の一員と

して，企業自身がボランティア活動やＮＰＯ活動に対し継続的に助成や支援を行うことを通じ，

社会に貢献することが期待される。また，青少年に社会体験やインターンシップなどの就業体験

の場を積極的に提供することを通じ，一定の教育機能を果たすことも求められている。 

  2) 社員が気軽に活動に参加できる職場環境の整備等 

    企業等においては，長期間にわたる活動の実施に適したボランティア休暇制度の導入のみなら

ず，地域での諸活動への親子や家族での参加を含め活動を幅広くとらえるとともに，(a)気軽に参

加できる職場環境作り（定時退社の奨励，有給休暇の取得促進，サービス残業の解消など），(b)

柔軟な勤務形態（短時間の継続的な活動の実施に適したフレックスタイム制など）の導入に積極

的に取り組むことが期待される。 

   ◇企業等のボランティア活動等に対する奨励・支援 

     さらに，企業や労働組合等が社員のボランティア活動や地域の活動を支援するため，次のよ

うな取組を行うことが期待される。 

    ・ボランティア推進団体等との協力による社員向けボランティアセミナー等の開催 

    ・社員が属している活動団体への助成，社員が活動支援のために団体に寄附する際に企業等が

一定の上乗せをするなどの支援の拡大 
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    ・地域社会の一員としての企業や労働組合等の社会貢献活動の推進（例：地域の清掃活動，寄

附，献血等の呼び掛け等） 

    ・地域や学校での青少年の体験活動等への協力（例：施設の開放，社員を指導者として派遣，

青少年の受入れ等） 

   ◇国等の奨励・支援 

     こうした企業等の取組や社会人のボランティア活動を奨励・支援するために，国等において

は，以下のような取組の一層の充実が望ましい。 

    ・ボランティア推進団体，経営者団体，ＮＰＯ等の連携による社会人に適したボランティア活

動等の機会の提供 

    ・社員のボランティア活動等を支援する企業等の支援方策やその導入に当たっての取組などの

事例紹介などの情報提供 等 

  3) 公務員・教職員のボランテイア活動等の奨励 

    ボランティア活動は公務員や教職員にとっては，行政や学校現場を離れて，新たな社会とのか

かわりを持つ場となる。特に教職員にとってはボランティア活動等の経験を教育指導に生かすこ

とができるとともに，一方で，文化・運動部活動等で培った指導技術を地域における活動に活用

するなど，日常業務で得た経験を社会に還元することもできるなどの意義がある。 

    公務員や教職員が自発的にボランティア活動を行うことができる機会を整備するため，特に以

下のような取組を検討することが望ましい。 

   ｱ) 公務員 

    ○公務員の自主的な奉仕活動を支援 

     ・ボランティアに関するセミナーの開催，事例集の作成等による啓発の充実 

     ・現行のボランティア休暇制度（国家公務員）の一層の活用・促進に努める。 

    ○公務員の研修の一環としての体験研修 

     ・一定期間介護等を実地に体験することを研修カリキュラムに位置付ける 

   ｲ) 教職員 

    ○初任者研修等教員の研修のプログラムとしてボランティア活動等を積極的に導入 

    ○教職員生涯福祉関係団体等によるボランティア活動等に係る啓発の一層の充実 

    さらに，関係行政機関が，ボランティア推進団体等と連携協力し，公務員や教職員の専門性を

生かした活動のプログラムの開発についても検討することが適当である。 

 

 (3) 個人が参加できる多彩なプログラム等の開発・支援 

 奉仕活動・体験活動は，基本的には個人が自らプログラムを立て，自主的に活動を行うことが望ま

れるが，奉仕活動・体験活動を気軽に行うことができるようにするためには，様々な魅力的な活動の

受け皿やプログラムを用意することが必要である。そこで，そのような取組の一例として，(a)青年，

勤労者向けの長期の社会参加プログラム，(b)公共施設等におけるボランティアの受入れの促進，(c)

ボランティア・パスポートなどボランティア活動等の実績に応じて，活動を行う個人一般や団体に対

する支援を行う仕組み作り(d)国際ボランティアの裾野（すその）の拡大などを提案したい。 
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  1) 青年・社会人向け長期参加プログラム 

    奉仕活動等を長期間にわたって行うことは，青年にとっては知識・技術を習得し将来の人生設

計に役立てることができ，また，社会人にとっても視野を広げ新たな人間関係を構築し，転職を

含め新たな人生を切り開く契機となるものである。また活動を行う施設等においても，こうした

活動に参加する青年や社会人を人材として期待できる。諸外国においても，こうしたプログラム

が実施されている例もある。 

    関係府省，ボランティア推進団体等が協力して，例えば，以下のような国内外の長期の社会参

加プログラムを創設することを提案したい。また，こうしたプログラムの経験者について，官公

庁，企業等の採用において積極的な評価が行われることが期待される。 

○青年，社会人向け長期参加プログラム（案） 

 ・対象：18歳以上 

 ・活動場所：社会福祉施設，社会教育施設，学校，青少年教育施設，子どもの遊び場，ＮＰＯ，ボ

ランティアセンター等のボランティア推進機関，官公庁，環境保全，国際協力のフィールド等 

 ・活動期間：１年～２年 

 ・支援措置：大学，職業訓練施設等と提携し資格等の取得も含めた学習プログラムを適宜取り入れ

る（企業等の協力も得ながら，一定の実費等の支給も検討）。 

 

  2) 身近に参加できる魅力あるプログラムの開発 

    活動を行う主体や，活動分野などそれぞれの特性を踏まえつつ，参加者の能力や経験，興味や

関心に応じて身近に参加できるように多彩な活動の機会が用意される必要がある。 

    活動プログラムの開発に当たっては，例えば若者を引き付けることができるようにゲーム性や

娯楽性を持たせたプログラムや，親子で参加できる活動，中高年齢者が技能や経験を生かしてで

きる活動など，活動に参加する者の特性に応じた配慮が必要である。また，プログラムのアイデ

アを公募したり，各分野で活動する多彩な人材の参加協力によるプログラムなどの工夫も求めら

れる。特に，今後，本格的に高齢化社会を迎える我が国において，高齢者が社会とのかかわりを

維持し，活力を持ちながら生きることができるように，社会参加の場として高齢者のボランティ

ア活動の機会を拡充していくことが必要である。 

    さらに，地域においては，環境保全，国際理解，高齢化社会への対応など現代的課題の学習機

会が充実されてきており，また，ＩＴ普及国民運動の一環としての全国民を対象としてのＩＴ講

習が実施されたところである。こうした学習の成果等を活用した活動の機会の提供やプログラム

開発についても検討することが適当である。 

   ① 公共施設等におけるボランティアの受入れの促進 

     近年，社会人，主婦，退職者等が，知識や経験，技術を生かして，地域の学校，社会教育施

設，青少年教育施設，文化施設，スポーツ施設・病院などの公共施設においてボランティア活

動を行う例が増えている。例えば，学校での教科や部活動の指導，地域でのスポーツや文化活

動の指導，公民館，図書館等社会教育施設でのボランティア，博物館・美術館等でのガイドボ

ランティア，スポーツ大会での組織運営・通訳など幅広い活動が行われている。こうした活動

は個人の能力や経験，学習成果を生かし日常的に取り組めるものであり，活動の裾野（すその）

を広げる上で意義が深い。また，地域に開かれた施設としての事業や運営の改善充実や活性化
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に資する面も大きい。 

     このため，公共施設等においては，ボランティアの受け入れ・活用を組み込んだ事業の運営，

施設の担当者の指定，ボランティア及び職員双方への研修など受入れに必要な環境整備を行う

ことを求めたい。 

     さらに，特別非常勤講師制度，スポーツや文化の指導者派遣制度など学校教育への社会人の

活用のための施策の一層の充実を図る必要がある。 

   ② 個人一般に対する奨励・支援 

     個人が，生涯にわたってボランティア活動を行うことを社会的に奨励し，こうした活動が持

続的に行われる仕組みを検討していく必要がある。こうした観点から，試行的な取組として以

下の取組を提起したい。 

○ボランティア・パスポート（仮称） 

  市町村など地域単位で，地方自治体ないしボランティア推進団体等が，ボランティア活動等の実

績等を記録・証明するボランティア・パスポートを発行し，希望する住民に交付する。 

  住民がボランティア活動等を行った場合に，これをポイントとして付加し，活動実績に応じて，

公共施設の利用割引などの優遇措置，協賛団体等からの様々なサービス，利用する住民の様々な助

け合いなどを受けることができるようにすること等が考えられる。 

  国の機関・団体等に広く協力を呼び掛け，例えば，博物館・美術館の割引など特典や優遇措置を

広げていくことも検討に値する。 

  地域通貨など既に取組を実施している地域や団体等の協力を得て，こうした取組を試行的に実施

し，持続可能な取組として広域的に広げていく方策について検討する。 

 

   ③ ボランティア団体・ＮＰＯ等への援助 

     ＮＰＯやボランティア団体の活動の財源は，基本的には寄附や会費による収入が中心となっ

ている。安定的な資金の確保のためには，ボランティア活動に対する個人や法人のＮＰＯ等へ

の寄附を促す税制上の優遇措置等の一層の充実について検討が進められる必要がある。また，

個人の寄附を広く募る方策として，例えば，ボランティア推進団体等において以下のような仕

組みについて検討することも考えられる。 

    ・幅広く民間企業の協力を得て商品にポイントを付加し，売上げに伴うポイント数に応じて企

業から団体に寄附するもの 

    ・カード会社，航空会社等の協力を得て，クレジットカードやマイレージカードのポイントを

ボランティア活動の財源として寄附できるようにするもの 

  3) 国際ボランティアの裾野（すその）の拡大 

    学生や退職者などを中心に開発途上国での援助活動や技術協力など国際ボランティア活動に対

する関心が高まっている。また，国内においても，異文化交流の手伝い，ホームステイやバザー

の開催等による留学生の支援など様々な形で活動が行われている。このような活動は，参加者個

人にとって国際的な視野を広げ，多様な価値観の中で生きる寛容の精神を養うとともに，草の根

レベルでの国際貢献を推進する上で意義が大きい。 

    今後，国際的なボランティアの裾野（すその）を拡大していくために，国の関係行政機関，国

際協力事業団，学校関係者，ＮＧＯなど関係団体等が連携協力し，次のような方策について検討
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することが望ましい。 

   ① 大学等における国際ボランティアの養成及び大学関係者の積極的参加のための取組の充実 

     大学関係団体，青年海外協力隊，ＮＧＯ等が連携協力し，例えば，(a)大学等における国際ボ

ランティア経験者の積極的活用（例：大学等の要請に応じ国際ボランティア経験者を担当教官

やコーディネーター等として国際ボランティア講座や大学ボランティアセンター等へ派遣す

る「国際ボランティア養成人材バンク（仮称）」の設立等），(b)受入国の要請の把握，語学や

専門性の向上のための大学での指導体制，学生の参加の便宜等を勘案した国際ボランティアの

養成のためのプログラムの開発，(c)教育援助や環境保全など専門性を生かし青年海外協力隊

の活動等を支援する事業，(d)大学教員等がその専門性を生かし，ＮＧＯ等の国際ボランティ

アに積極的に参加できるような環境作りなどの取組を図る。 

   ② 国際ボランティアに対する協力 

     シニアを含め，海外ボランティアの一層の拡充を図るため，国際協力事業団やＮＧＯなどの

団体が地域で行う海外ボランティアのシニア海外ボランティアの募集や説明会の開催等に協

力するなど，連携協力を図る。 

   ③ 学校教育における裾野（すその）の拡充 

     青年海外協力隊やシニア海外ボランティア等，教職員の国際ボランティアへの参加を一層拡

充するため，派遣元である地方自治体の主体性を高め，より長期的な計画をもって派遣を可能

とする更なる工夫や，より生産的で効果のある派遣方法など現行制度の一層の改善を図る。ま

た，児童生徒の国際理解教育や進路指導に国際ボランティア経験者等を社会人講師として活用

する取組の充実を図る。 

 

４．国民の奉仕活動・体験活動を支援する社会的仕組みの整備 

 奉仕活動・体験活動を支援していくためには，個人，ボランティア団体，企業，学校及び行政など

が共に協力して，推進体制をつくっていく必要がある。 

 そのため，国，都道府県，市区町村のそれぞれのレベルで，関係者による連携協力関係を構築する

ための協議の場（協議会）や，活動に関する情報提供，相談・仲介などを通じて個人，学校，関係団

体等が行う奉仕活動・体験活動を支援する拠点（センター）を設ける必要がある。 

 また，こうした推進体制が有効に機能していくためには，a)だれもがいつでも容易に必要な情報を

得ることができる国及び地方を通じた情報システムの構築，b)地域におけるボランティア団体，受入

施設，送出施設など関係機関・団体等が日常的に連絡・交流する市区町村のセンター等を中心とした

地域ネットワークの形成，c)センター等において活動が円滑に実施されるために必要な連絡調整等を

担うコーディネーターの養成・確保が求められる。 

  奉仕活動・体験活動に関する現状及び課題を踏まえ，個人，学校，関係団体等の活動を支援できる

ような以下のような仕組みを作ることが有効である。 

 

 (1) 奉仕活動・体験活動を支援する仕組みづくり 

  1) 協議会・センターの設置 

    特に学校内外での青少年の奉仕活動・体験活動の円滑な実施のためには，国，都道府県，市区

町村のそれぞれのレベルで，ボランティア推進団体，学校，関係行政機関をはじめ関係者による
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連携協力関係を構築するための協議の場（協議会）を設けるとともに，コーディネーターを配置

し，活動に関する情報提供，相談・仲介などを通じて，奉仕活動・体験活動を支援する拠点を設

けることが必要である。このような拠点は，一般の社会人や学生等の活動のセンターとしても機

能し得ると考えられる。 

    また，協議会やセンターの設置・運営，さらには各種施策等の展開に当たっては，国レベルに

おける関係府省や全国規模の関係団体等による連携はもとより，地方においても教育委員会と首

長部局，さらには行政と学校，社会教育施設，青少年教育施設，社会福祉協議会等の関係団体，

地域の経済団体，地域の代表者など活動にかかわる様々な関係機関・団体等の密接な連携が必要

である。 

    なお，協議会については，関係する行政部局が多く，広く関係団体等の協力を得ることが必要

であるため，ネットワーク作りなど行政が一定の役割を果たすことが適当である。 

    一方，センターについては，既に蓄積されたノウハウ等を活用するとともに，機動的かつ柔軟

な運営を確保するため，教育委員会など行政がその機能を担うほか，状況に応じてボランティア

推進団体等にゆだねることも有効である。特に市区町村のセンターについては，幅広い関係団体

等との協力関係が構築できる場合には，教育委員会のほか，社会福祉協議会ボランティアセンタ

ーその他既にコーディネート等を活発に行っている団体等にゆだねるなど地域の実情を勘案した

柔軟な対応が適当であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2) 国及び地方を通じた情報システムの構築 

    だれもがいつでも容易に必要な情報を得ることができるシステムが求められる。 

    特に市区町村，都道府県レベルでは，前述のセンターを中心に，既存のボランティア活動や体

験活動に関する情報データベース等を活用しつつ，地域内の活動の場や指導者，活動団体や活動

 
市区町村レベルの支援センター
　　　（コーディネーターを配置）
   （設置場所）市町村教育委員会、市町村社会福

　　　　　　　　祉協議会ボランティアセンター､ボラン

　　　　　　　　ティア支援ＮＰＯ　等

　（主な活動内容）

　  ○地域の課題・ボランティア活動のニーズ把握

　　○地域資源の発掘

　　○行政・活動団体間の仲介

　　○地域の住民や学校関係者からの相談対応

　　○活動の場や指導者、協力者の登録・紹介

　　○具体的な活動の場の開拓　等

　　○地域内の活動団体、活動プログラム等に関

　　　する情報提供システムの整備

　　○ボランティアの育成

 
国レベルの総合推進センター

（主な活動内容）

○ボランティア活動推進団体等への情報発信（モデ

　ル的なセンターや活動事例の紹介等）

○全国的な情報システム整備の推進、広報啓発

○コーディネーター・指導者等の研修プログラムの

　開発支援

○地方公共団体のセンター等との連絡調整

○コーディネート機関・団体等への助言

○場の開拓に向けた環境整備　等

奉仕活動・体験活動を支援する仕組み（イメージ）

都道府県レベルの支援センター
　　（コーディネーターを配置）
（設置場所）都道府県教育委員会、都道府県ボラン

　　　　　　　ティアセンター、ボランティア支援ＮＰＯ等

　（主な活動内容）

　　○市町村域を越える広域的な活動への対応

　　○指導者やコーディネーターの研修などの人材

　　　養成

　　○市町村における対応のサポート

　　○地域内の活動団体、活動プログラム等に関す

　　る情報提供システムの整備

各府省、全国規模の関
係団体・
広域ボランティア推進団

体　等

　　　　　　　　　地域ボランティア推進団体、関係機関　等

連携
協力

 
市区町村レベルの推進協議
会
　 教育委員会等関係行政部局、学校、Ｐ

ＴＡ、地域のボランティア活動推進団体、

福祉関係団体、経済団体等

・地域での活動推進方策、年間の活

動方針や計画、具体的な連携協力の

在り方、活動の適正確保のために必

要な措置などの協議、地域の協力体

制の確立とその仕組み作り

・活動推進課題の検討　等

連携協力 連携協力

 
 国レベルの推進協議会
　 関係府省、全国的な規模で活動を展

開しているボランティア推進団体等により

構成

・活動推進に向けた基本的な方針などに関

する合意形成

 
都道府県レベルの推進協議
会
　 教育委員会等関係行政部局、学校、地

域のボランティア活動推進団体、福祉関

係団体、経済団体等

・地域での活動推進方策、年間の活

動方針や計画、具体的な連携協力の

在り方、活動の適正確保のために必

要な措置などの協議、地域の協力体

制の確立とその仕組み作り

・活動推進課題の検討　等

連携協力

連携
協力

青少年
成人一般
高齢者

個人/小グ
ループ

学校関係者

　青少年
　団体等

地域ネットワークによる地

域住民の活動の機会の
ための支援

学校及び地域を通じ
た青少年の活動の機

会のための支援

支援

・情報
提供

・相談

・仲介

等

奉仕活動・体験活動を支援する仕組み（イメージ） 
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プログラム等に関する情報を整理し，活動を始めようとする個人，学校関係者，ボランティア活

動関係者等様々な個人や団体の求めに応じて必要な情報を提供するシステムを構築する必要があ

る。 

    国レベルにおいても，関係府省，ボランティアや体験活動にかかわる関係機関・団体等が連携

協力し，全国的なボランティアや体験活動に関する情報等を利用しやすい体系に整理し，上記の

地方のセンターの情報とともに関連するすべての情報が総覧できる情報システムの構築が必要で

ある。その際，利用者が居住する地域以外の情報も容易に入手できるように配慮することが大切

である。 

    なお，情報システムの整備に当たっては，可能な限り広く収集し掲載することが適当であるが，

例えば，特定の団体の誹謗中傷，政治や宗教への利用など不適切な活動の可能性があると判断さ

れる場合には管理者で削除するなどの規則を決めておくことが適当である。また，指導者等の人

材等についての情報の登録に当たって，センターのコーディネーターなどが適切な判断を行うこ

とが適当である。 

    さらに，将来的には，国及び地方を通じて，各種情報をデータベース化し，活動分野，年齢，

親子など参加形態，地域等により参加し得る活動が検索できるシステムや，生涯学習の視点を踏

まえた活動手法や活動事例などの情報提供，希望団体自体による情報提供のために開放できる場

の提供などの工夫が求められる。 

 

 (2) 地域ネットワークの形成 

   奉仕活動・体験活動を日常的な活動として，着実に実施していくためには，市区町村のセンター

のほか，地域の実情に応じて，社会福祉協議会，自治会，民生委員，青年会議所，商店会等地域の

団体が連携協力して，小学校区単位で公民館や余裕教室，地区センター等を活用し，地域住民が日

常的に活動に取り組むために集うことができる身近な地域拠点（地域プラットフォーム）を整備す

ることも有効であると考えられる。ここでは，市区町村のセンターを補完して，身近な活動の場の

開拓や地域住民の活動への参加を促すことが想定される。 

   一方，地域住民の生活圏域に応じた広域的な活動の要請にこたえるため，例えば，市区町村単位

などで，県内のボランティア推進団体，大学，ＮＰＯ等が連携協力して，広域的な拠点（広域プラ

ットフォーム）を整備していくことも検討に値する。 
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 (3) コーディネーターの養成・確保 

  1) コーディネーターに期待される役割 

    コーディネーターは，奉仕活動・体験活動の推進において重要な存在であり，センターないし

仲介機関にあっては，活動参加を希望する者と活動の場を円滑に結び付けるため，活動の準備，

実施，事後のフォローアップなど活動の各過程を通じて，参加者に対する活動の動機付け，情報

収集・提供，活動の場の開拓，受入先の活動メニューの提供，活動の円滑な実施のための関係機

関等との各種の連絡調整などの役割を担う。 

    また，学校などの参加者を送り出す施設や福祉施設などの参加者を受け入れる施設にあっても，

コーディネーターの役割を担う担当者が必要であり，送出し側では事前指導や関係機関等との連

絡調整，受入れ側では参加者へのガイダンス，活動内容の企画，施設内での連絡調整等の役割を

担う。 

  2) 養成・確保 

    コーディネーターには，ボランティア活動や体験活動，企画・広報，面接技法等に関する専門

的知見とともに，関係機関との人的ネットワークやその背景にある豊かな人間性など幅広い素

養・経験等が求められる。さらには，活動の適正さを確保するため，活動に関する情報や団体や

人物に対する確かな目利きといった能力も必要である。このため，関係する行政部局や団体等の

協力を得つつ，都道府県と市町村が共同して人材の積極的な発掘，計画的な養成が必要である。 

    コーディネーターの養成については，社会福祉協議会，ボランティア推進団体，教育委員会，

スポーツ団体，青少年団体をはじめ，関係機関・団体等が連携協力して，養成講座の体系化を図

り，養成講座を共同で開設することや，さらには関係機関・団体が協力して養成のための各種の

市区町村レベルの推進協議会

民間コーディネイト
団体

市区町村
レベルの

支援センター
関係行政機関

○地域プラットフォーム
（学校区単位）
余裕教室、公民館、地区セン

ター等を活用

（参加者）
○地域ボランティア,ＮＰＯ
○地域組織（青少年委員、体
育指導委員、児童委員、青少

年地区対策委員　等

住　　民

（青少年
～

高齢者）

参加

連携協力

地域ネットワークのイメージ

実施

地域における活動の実施
＜活動形態の例＞
・学校教育支援活動
・親子で活動に参加する文化・スポーツ
  などの地域クラブ
・異年齢の子どもによる共同活動
・高齢者をはじめ地域住民との交流
・引きこもりの子どもや障害のある子どもへ
の支援活動
・留学生に対する支援
＜活動の種類の例>
・社会福祉分野
・青少年育成
・教育活動分野
・環境・自然保護分野
・農林水産業分野
・地域社会（まちづくり分野）
・芸術・文化分野
・国際交流・国際協力

支援 支援

連携協力
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モデルプログラムの開発等を行うことも検討する必要がある。また，受講者の経験や知識のレベ

ルに応じた必要事項の補完や，担当する分野の特性に応じた多様なプログラムを用意する必要が

あることから，基本的には一定人数をまとめ得る都道府県単位で養成講座を行うことが効果的と

考えられる。 

 

 (4) 行政機関におけるボランティア活動や体験活動を担当する部局の設置・明確化等 

   ボランティア活動や体験活動を効果的に推進していくためには，行政機関とＮＰＯ，ボランティ

ア団体その他関係団体などが連携・協力しやすい仕組みを作ることが重要である。また，活動を行

おうとする個人にとっても，行政機関の窓口が明確であれば，情報提供や相談対応を求めることが

でき，活動に気軽に参加しやすくなる。そこで，各行政機関等に，これらの活動を担当する部局を

設置（「ボランティア課」等），又は明確化し，それらの推進に取り組むとともに，国民にアピール

するなどの取組も求められる。 

 

５．社会的気運の醸成 

    ～皆が参加したくなる雰囲気づくりを～ 

 国民一人一人が奉仕活動・体験活動の意義を理解し，身近なものとしてとらえ，日常生活の一部と

して継続して取り組んでいくためには，社会全体でこれらの活動を推進していく気運を醸成していく

ことが不可欠である。このため，奉仕活動・体験活動に関する年次報告など奉仕活動・体験活動に関

する積極的な広報・啓発，ボランティア活動推進月間など活動に気軽に参加できる雰囲気作り，活動

を継続して取り組む者に対する顕彰の工夫などに取り組む必要がある。 

 また，奉仕活動・体験活動の推進の上で果たすべき役割が大きい企業等の取組を促す方策として，

積極的に取り組む企業の社会的奨励や関係府省と経済団体等との協議の場の設置などについても検討

する必要がある。 

 

 (1) 奉仕活動・体験活動に対する社会的気運の醸成 

  1) 奉仕活動・体験活動の魅力をアピールする取組の実施 

    奉仕活動等に対する社会的気運を醸成するため，関係機関等が連携協力し，例えば，以下の取

組について検討することが適当である。 

   ○「ボランティア活動推進月間」などを設けて，関係府省，民間団体等が協力して奉仕活動等に

対する国民的な啓発運動を実施 

   ○奉仕活動・体験活動の全国的な概況をまとめた年次報告書等の作成 

   ○国民の関心を引き付ける広報・啓発の実施 

    ・奉仕活動等を自ら実践している各界の著名人が集まり，その意義を国民に対し働き掛ける活

動等の実施 

    ・テレビ等の媒体を通じ活動への参加が若者にふさわしいライフスタイルとしての印象を与え

るような工夫 

   ○地域の未経験者の参加者を促す工夫 

    ・例えば，地域でのボランティア活動経験者に「語りべ」となってもらい，地域で友人や仲間

に参加の喜びや感動を伝えて一緒に活動に参加する 
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    ・地域における行事などの身近な活動に家族一緒に参加するように呼び掛けを行う 

  2) 活動の顕彰 

    奉仕活動・体験活動に継続的に取り組む者を幅広く社会的に認知し，その取組を顕彰していく

ことも重要である。ボランティア活動等に関する表彰・顕彰については，既に国や地方公共団体，

企業や民間団体等により様々なものがあるが，例えば，以下のような点について検討することが

望ましい。 

   ○活動に携わるあらゆる人や団体が対象となる工夫 

    ・例えば，青少年の奉仕活動等に対する顕彰など既存の表彰・顕彰の対象となりにくい者に対

する新たな制度の創設，既存の表彰・顕彰の実施の工夫による対象者の拡大 

   ○国民の関心を集める顕彰の工夫 

    ・積極的に活動を行っている個人や団体などが社会から脚光を浴びるような環境を作り，関係

者の意欲を鼓舞し，国民にその功績を広める顕彰の工夫（例：前述の推進月間に合わせて顕

彰を実施（「ボランティア大賞」の創設等），顕彰と合わせて行事の開催等） 

 

 (2) 企業等の取組を促す方策 

   奉仕活動・体験活動を社会的に定着させるためには，(a)青少年の体験活動への協力，(b)ボラン

ティア団体等への支援，(c)社員のボランティア活動等への支援など企業等の取組が果たす役割が大

きい。このため，以下のような方策についても検討する必要がある。 

  1) 積極的に取り組む企業の社会的奨励 

   ・奉仕活動・体験活動を積極的に支援する企業を，例えば，「ボランティア活動支援企業（仮称）」

のような形で広く公表する方策の検討 

  2) 関係府省と経済団体等との連携 

   ・奉仕活動・体験活動の推進に関する官民を通じた共通認識の醸成，推進のための具体的な方策

を検討するための関係府省と経済団体等による協議の場を設置 

 

おわりに 

 

 今回の答申では，奉仕活動を特別な人が行う特別な活動ではなく，新たな「公共」を担う幅広い活動

として捉え，日常的に参加できる気軽な活動として無理なく定着していくことができるよう，様々な提

言を行った。 

 また，豊かな人間性や社会性などを培うとともに，将来，社会に役に立つ活動に主体的に取り組む基

盤をつくるため，青少年の時期から，多様な体験活動の機会を提供するための方策についても提言を行

った。 

 これらの提言に実効性を持たせるためには，関係する行政機関や団体をはじめ，個人や家庭，地域，

企業などが，それぞれ意識的に連携・協力して，奉仕活動・体験活動の推進に取り組むことが最も重要

である。 

 本提言を契機として，個人，ボランティア団体，企業，学校，行政などが，社会の一員であることを

自覚し，従来の組織の枠を超えて，互いに連携して，社会全体で新たな「公共」を担う活動に参加して

いくことを心から期待したい。 
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９ 地域における防犯教育・防犯活動及び防犯ボランティア活動の
推進について 

 

       平成17年９月27日 17文科生第354号 

       各都道府県・政令指定都市教育委員会教育長あて 文部科学省生涯学習政策局長通知  

 

 日頃より，生涯学習行政，社会教育行政の推進に御尽力頂き，ありがとうございます。 

 近年，住居に犯罪者が侵入したり，街頭で犯罪の被害に遭ったりする事案が急増しているほか，子ど

もを標的とした社会を震撼させる事件の続発など，犯罪情勢の急激な変化が見られています。これに伴

い，全国では，地域住民自らが自主的にパトロールを行ったり，地域安全に関する情報発信をするなど，

様々な自主的・自発的な防犯に関する取組が行われています。 

 政府においても，平成17年６月，犯罪対策閣僚会議において，「安全・安心なまちづくり全国展開プラ

ン」を決定（別紙参照）し，こうした地域の自主的な取組を支援し，官民連携した安全で安心なまちづ

くりのための取組を，積極的に全国に展開しているところです。 

 このような状況にかんがみ，文部科学省と警察庁が連携・協力して，地域における防犯教育・防犯活

動及び防犯ボランティア活動を推進していくこととしました。 

 貴委員会におかれては，地域の防犯意識の向上，地域の安全・安心の確保に果たす社会教育の役割を

十分ご認識頂き，下記の項目について，貴委員会内及び所管の施設，及び域内の市町村教育委員会への

周知及び御協力方よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．公民館，生涯学習推進センター等における，防犯教育・啓発活動，防犯教室・訓練，防犯活動の積

極的な推進 

  公民館，生涯学習推進センター等の社会教育施設等が地域における防犯の拠点として果たしうる役

割は，非常に大きいものと考えられます。各社会教育施設等においては，これらの活動を積極的に企

画・立案され，推進されるようお願い申し上げます。 

  なお，各社会教育施設等が防犯教育・啓発活動，防犯教室・訓練，防犯活動を実施するに当たって，

警察官等防犯に知見のある講師を円滑に確保できるよう，地元の警察署に対して講師派遣の相談を行

うことが可能になっています。 

 

２．地域住民の防犯ボランティア活動への参加促進 

  昨今，犯罪被害が身近になりつつあり，かつ平穏な日常生活を脅かしているという実感が生まれて

いる中で，地域においては，地域の安全・安心を再構築するため，地域住民が，主体的に，自らの安

全・安心を守るため，「防犯ボランティア活動」の取組が活発になっています。 

  文部科学省においては，このような防犯ボランティア活動を通して，地域住民が，主体的に安全・

安心なまちづくりという課題に取り組むことは，地域づくり，地域の教育力再生の観点から，極めて

有効なことと認識しており，この度，警察庁と連携して，地域住民の防犯ボランティア活動の促進の

ための体制の整備を図りました。 

  具体的には，別添の警察庁通達により，「地域ボランティア活動推進事業」の活用などによる防犯ボ
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ランティア活動を実施する際，その活動内容の充実・向上を図るため，オリエンテーションへの講師

（指導者）の派遣や各種指導・助言などについて，地元の警察署に相談を行うことが可能となってい

ます。 

 

 なお，本通知発出に当たっては，その内容について，警察庁の了解を得ていることを申し添えます。 

 また，警察庁より，各都道府県警察あてに本件内容につき，周知が図られております。 

 （別添省略） 

 

 

（別 紙） 

 

「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」（抄） 

（平成17年６月28日 犯罪対策閣僚会議決定） 

 

第１ 住民参加型の安全・安心なまちづくり全国展開 

 

 ２ 防犯ボランティア活動等の支援 

  ③ 大学生や企業人等の防犯ボランティア活動への参加促進 

    地域社会における防犯ボランティア活動の担い手の拡大を目指し，地域におけるボランティア

活動促進のための多彩なプログラム開発を行う「地域ボランティア活動推進事業」の一環として，

大学生，企業人を含む地域住民全体を対象とした防犯ボランティア活動への参加を促進する。 

  ⑥ 公民館等を活用した防犯教育，防犯活動等の推進 

    教育委員会や警察の協力の下，情報提供や講師派遣を行うことなどにより，地域の公民館や生

涯学習センター等を活用した防犯教育・啓発活動，防犯訓練・教室，防犯活動，これらの活動に

かかる学習講座等の開催を促進する。 
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10 これからの図書館像～地域を支える情報拠点をめざして～ 
  （抜粋） 
 

                                   平 成 1 8 年 ３ 月  

                                   これからの図書館の  

                                   在り方検討協力者会議  

 

第１章 よびかけ 

 

２．図書館で働く方々へ 

  図書館で働く皆さんは，図書館が，住民の読書を支援するだけでなく，地域の課題解決に必要な資

料を提供し，住民の生活上の問題解決を提供する役割を担う施設であることをしっかり認識してくだ

さい。皆さんの中には，貸出やリクエストサービスのみを重要視し，その他の業務は付随的なサービ

スだと考えている人もいるかもしれませんが，この点で，みなさんも意識改革を図ることが必要です。 

  また，図書館は，住民の社会参加の場としても大きな役割を担っています。図書館の活動や事業に

対して支援・協力をしてくれるボランティアや住民の自主的な組織が，その活動を効果的に行えるよ

う体制を整備し，参加しやすい環境づくりに努めてください。 

 

第２章 提 案 

 

これからの図書館の在り方 

 (6) 児童・青少年サービスの充実 

   子どもの読書離れを防ぎ，子どもの読書を盛んにするため，学校との連携を図りつつ，図書館の

児童サービスを充実することが必要である。（略） 

   青少年に対しては，これまでヤングアダルトサービスが行われてきたが，このサービスを普及さ

せるとともに，不登校などの問題を抱えた青少年に対しても，地域全体の取組の中で図書館として

必要な支援を行っていく必要がある。読書離れが進む中学生や高校生への対応として，図書館で本

に関する案内や助言が行われることが望ましい。また，読書会の開催など本をめぐる意見交換の場

を提供することも効果的である。 

   児童・青少年サービスを効果あるものとするためには，ＰＴＡや子ども会，児童会等子どもの読

書活動を推進する団体・グループやボランティアとの連携が必要であり，図書館では，それらを対

象とした研修会を実施することも必要である。 

事例４ ヤングアダルトサービス（鳥取県倉吉市立図書館） 

  倉吉市立図書館では，一般や児童とは別に，独立したヤングアダルト資料収集方針を作成し，資

料収集を行っている。読み継がれた資料，大人や教師が薦めたい資料だけでなく，現在の若い人に

支持されている資料にも重点をおき，資料収集している。 

  当館では，ヤングアダルトサービスとして，講演会及びテーマ展示，中・高校生による本の紹介

の作成，学校との連携（団体貸出，朝の読書用セット貸出，授業への講師派遣（読み聞かせ指導，

情報検索指導），職場体験受け入れ，ブックトーク）等の取組を展開している。ここでは特に特徴的
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 な取組として，「ヤングアダルト向けとしょかんＮＥＷＳ」の発行について紹介する。 

○ヤングアダルト向けとしょかんＮＥＷＳ 

  ヤングアダルト層に図書館をＰＲするとともに読書に関する興味を深めてもらい，情報交換の場

を提供することを目的とし，平成15年７月から年４回発行している。図書館カウンター，市立中学

校，市内文房具店などで無料配布し，ホームページでも公開している。また，読者投稿用の箱を図

書館，市内文房具店等に配置し，イラストや特集コーナーへの参加作品を募っている。 

  編集委員は，図書館職員と中高生ボランティアからなる。中高生ボランティアは，現在３人で，

特集のテーマや紹介する新着図書の選定，本文の作成，ＨＰ編集作業や紙面上のイラスト提供等を

行う。基本的な運営はボランティアの自主性に任されており，図書館職員はアドバイスや校正を行

っている。ボランティアの募集は，当紙のほか，学校図書館に募集ポスターを掲示し，呼びかけて

いる。 

  当紙を発行した平成15年度は，中学生の総貸出冊数が前年度費120％の伸びとなった。特集「図書

館へ行こう！」や毎号の新着図書紹介が利用像につながったようだ。 
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11 新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環
型社会の構築を目指して～（抜粋） 

 

                                    平成20年２月19日 

                                    中央教育審議会答申  

 

第１部 今後の生涯学習の振興方策について 

 

４．具体的方策 

 目指すべき施策の方向性を踏まえ，今後国及び地方公共団体では以下のような具体的方策を推進する

ことが考えられる。 

 

(１) 国民一人一人の生涯を通じた学習の支援－国民の「学ぶ意欲」を支える 

② 多様な学習機会の提供，再チャレンジが可能な環境の整備 

○ さらに，各個人の学習機会の充実のため，また，同時に学習成果の活用のために身近な地域で誰も

がボランティア活動に参加できるようにするため，地域社会におけるボランティア活動支援センター

の在り方を検討し，ボランティア活動の支援機能の充実を図ることが求められる。このような取組は

地域社会全体の教育力を高める様々な活動における人材の確保や，今後特に期待される団塊の世代の

力を生かす観点からも重要である。 

 

(２) 社会全体の教育力の向上－学校・家庭・地域が連携するための仕組みづくり－ 

○ それぞれの地域社会の教育力向上のためには，学校，家庭，地域がそれぞれ持つ教育力の向上を図

ることとあわせて，学校，家庭及び地域住民のほか，その地域の企業やＮＰＯ等の関係者が，それぞ

れに期待される役割を果たしつつ，緊密に連携・協力して地域社会が一体となって地域の教育課題等

に取り組むことが重要である。国及び地方公共団体は，以下に掲げる施策等を実施することにより，

これらの関係者・関係機関が十分に連携できるようにするための仕組みづくりを積極的に支援するこ

とが必要である。 

 

（身近な地域における家庭教育支援基盤の形成等） 

○ これまでの家庭教育支援の取組として，家庭教育に関する理解を深める場や機会を保護者等に対し

て提供することを中心とした支援策が行われてきた。今後は，子育てに無関心な保護者や子育てに不

安や悩みを持つ孤立しがちな保護者，子育てに関心は高いが学ぶ余裕のない保護者等に対しても十分

な支援を行うことが必要である。このため，このような保護者も含めた様々な保護者に対するきめ細

かな家庭教育支援を積極的に進めていくことが課題であり，地域コミュニティや企業を含む社会全体

で家庭教育を支えていくためのよりよい環境を醸成していくことが重要である。 

○ 具体的には，就学時健診や入学説明会等多くの親等が集まる機会を活用した家庭教育に関する学習

機会の提供や，父親の家庭教育への参加促進を図るための企業等への働きかけ等，様々な状況にある

子育て中の保護者等がいることを踏まえた多様かつきめ細かな家庭教育支援策を講ずることが必要

である。 

○ このような家庭教育支援策を講ずるに当たっては，教育委員会のみならず，福祉・労働部局や，学
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校，家庭教育支援団体，企業等の関係者の参画を得るなど，首長部局や子育て支援団体等との連携も

意義深いと考えられる。また，子育てサポーターリーダー等の地域の人材が中心となって，各家庭の

求めに応じ，個別の対応をすること等も含め，きめ細かな情報提供や相談対応，学習機会のコーディ

ネート等を身近な地域で行う仕組みをつくることも有効である。なお，子どもの教育が困難な状況に

ある家庭等のきめ細かい支援のためには，福祉・労働行政等との連携が重要である。 

○ さらに，子どもの生活リズム向上の取組としてこれまでも行われてきた「早寝早起き朝ごはん」運

動のさらなる展開を各地域において今後も進めるとともに，行政・学校・家庭・企業・メディア等が

連携して社会全体で家庭教育支援を行う機運を高めるための普及啓発を行うことも有効である。この

ような活動を通じて，地域社会の関係者の意識の共有化や地域社会の関係者の連携と教育力向上を図

ることが期待される。 

 

（家庭教育を支援する人材の養成） 

○ 地縁的なつながりの減少等により，地域や社会全体で親子の学びや育ちを支える環境が崩れてきて

いるとの指摘もある。家庭教育支援を行うに当たっては，上述のとおり地域社会や企業を含む社会全

体で家庭教育を支えることが必要であり，地域において関係機関との連携や保護者同士をつなぐこと

等を担う人材が求められている。このため，家庭教育の支援のための取組に携わる子育てサポーター

や子育て経験者等を対象として講習を行い，地域における支援活動全般の企画・運営や子育てサポー

ター等の資質向上を担う人材（子育てサポーターリーダー等）を養成する必要がある。 

 

（学校を地域の拠点として社会全体で支援する取組の推進） 

○ 子どもたちを健やかに育むため，地域全体で学校を支えることができるよう，学校と地域との連携

体制を構築し，学習支援活動や登下校の安全確保のための活動等，地域住民による積極的な学校支援

の取組を促進することは，学校教育と社会教育の新たな関係を築いていくという意味からも重要な取

組である。 

○ このような取組を行うことにより，学校と地域が子どもたちの健やかな成長のために共通の目的に

向かって緊密に連携することは，学校と地域の信頼関係を深めることになる。また，学校を支援する

地域住民にとっては，これまで培ってきた知識や経験，学習の成果を生かすことにもつながるもので

あり，ひいては地域社会全体の教育力を向上させることが期待できる。 

○ 先行事例では，この取組がうまく機能するためには，地域住民が学校支援活動に参加することにつ

いての教職員の理解と校長のリーダーシップの発揮，学校支援のボランティアとなる人材や学校と地

域住民のニーズの調整を行う人材の確保，地域住民の活動経費の確保，また，これらが円滑に進むた

めの教育委員会における学校教育担当部局と社会教育担当部局の連携等が特に重要であると指摘さ

れている。したがって，今後，国や地方公共団体においては，これらの指摘を踏まえつつ，地域社会

全体で学校を支援する取組を推進する必要がある。 

○ また，地域における学校という場を核とした取組として，平成19年度から全国の小学校区で実施さ

れている「放課後子どもプラン」は，学校教育外において子どもたちの学習・多様な体験の機会を地

域ぐるみで提供する仕組みをつくる観点からも重要である。具体的な取組の在り方は各地域の実情に

応じた創意工夫が期待されるが，このような取組に地域の人材が幅広く参加すれば，地域社会全体の

教育力の向上も期待できる。なお，子どもの安全な居場所を確保することは同時に保護者等が安心し

て働く環境づくりにもつながり，結果としてワーク・ライフ・バランスの確保にも資するものである。 
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（学校・家庭・地域を結ぶＰＴＡ活動の充実） 

○ ＰＴＡは保護者と教員がお互いを高めあい，子どもたちの健全な育成を支援する団体であり，学校

行事の支援や登下校時の安全対策等，地域の行事，親子が参加してふれあう活動，保護者に対する子

育て教室等様々な活動を各地域の実情に応じて実施しており，前述の子どもの放課後の居場所づくり

への協力や早寝早起き朝ごはん運動の推進等，学校・家庭・地域を結ぶ要として重要な役割を担って

いる。 

○ 近年，一部の地域では，共働きや勤務形態の多様化等によりＰＴＡ活動に参加したくとも参加でき

ない保護者がある一方で様々な価値観からＰＴＡ離れが進んでいるとの指摘もあり，活動が停滞して

いるＰＴＡもあると考えられる。保護者にとって，ＰＴＡ活動は，地域の社会活動への参加の端緒と

なるものであることから，学校・家庭・地域の連携・協力を進める上で重要であり，各地域における

ＰＴＡの活動状況等に関する実態の把握及び活動の充実が求められる。 

 

（地域の教育力向上のための社会教育施設の活用） 

○ 民間事業者等も含めた多様な学習機会が提供されるようになっているが，社会教育施設は，行政が

地域住民のニーズを把握し，主導的に学習機会を企画し，自ら提供することができる地域の学習拠点

である。これらの社会教育施設において，地域が抱える様々な教育課題への対応，社会の要請が高い

分野の学習や家庭教育支援等，地域における学習拠点・活動拠点としての取組を推進することが必要

である。 

○ 具体的には，例えば公民館においては，高齢者を交えた三世代交流等の実施や，各地域において受

け継がれている子どもの遊び文化の伝承等を通じて，世代を超えた交流の場として活性化を図ること

が必要である。また，地域が抱える課題への対応として，大学・高等専門学校・高等学校との連携講

座等，学校と連携した教育活動の実施，高齢者，障害者，外国人等地域において支援を必要としてい

る者への対応，裁判員制度，地域防犯，消費者教育等の社会の要請が高いと考えられる事柄について

の学習機会の提供が望まれる。 

○ 図書館においては，レファレンスサービスの充実と利用の促進を図ることはもとより，地域の課題

解決に向けた取組に必要な資料や情報を提供し，住民が日常生活を送る上での問題解決に必要な資料

や情報を提供するなど，地域や住民の課題解決を支援する機能の充実を図ることが求められる。特に

近年，ホームページを開設し，横断検索システムの活用等コンテンツの充実を図っている図書館が増

加傾向にあり，今後，さらなる充実を図ることによって，多様な情報源への入り口としての「地域の

ポータルサイト」を目指すことも重要である。また，子どもの読書活動や学習活動を推進する観点か

ら，学校図書館への支援を積極的に行うことが重要である。 

○ 博物館においては，各館の特色・目的を明確にした上で，地域の歴史や自然，文化あるいは産業等

に関連した博物館活動を地域住民の参画を得ながら積極的に展開したり，地元出身の偉人を顕彰する

記念館や地域のシンボルである文化財や自然環境等を活用した博物館等を核として，地域住民が地元

に対する誇りや愛着を得られるようなまちづくりを実施すること等が望まれる。また，博物館資料を

活用した学校教育の支援を積極的に行うことが重要である。 

 

（大学等の高等教育機関と地域の連携） 

○ 各大学や高等専門学校，専修学校が地域における社会貢献としてそれぞれの特色を活かして行う公

開講座等の地域振興に貢献する取組を促すことも，地域社会の教育力向上を図る上で効果的である。
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その際，各大学等の教育研究の連携を図り，地域において活躍する人材の育成等，大学等の地域貢献

機能の強化・拡大等を国又は地方公共団体が支援することも重要となってくる。行政が積極的に関わ

って，大学等と社会教育施設，関係団体等のネットワーク化を推進することも大切である。また，そ

の際には，大学・地域社会・産業界等の連携を図り，その教育研究の成果等を地域に還元することを

目的とする大学コンソーシアムの活用等も考えられる。 

○ また，地域社会において若者に多様な体験の機会を提供し，社会の変化等に対応した実践的な学習

機会の充実を図るため，地域の専修学校の職業教育機能を一層発揮することができるよう，例えば，

高等学校等と連携を行うなどして，子どもたちの職業体験等の機会の確保を図ることや，専修学校と

地域の中小企業等とが連携を図ることにより，地域において必要とする職業人材を育成すること等に

ついてその支援方策を充実することが重要である。 

 

第２部 施策を推進するに当たっての行政の在り方 

 

２．今後の行政等の在り方ー生涯学習振興行政・社会教育行政の再構築 

○ 今後より積極的な生涯学習振興行政・社会教育行政を展開していくに当たっては，行政の関係者が

それぞれの果たすべき役割を明確に認識し，効果的に連携を図った上で施策を推進することが可能と

なるよう行政の在り方についても検討する必要がある。 

○ 特に，専門的職員や予算の減少等，社会教育行政の基盤が弱体化してきている現状等を踏まえ，さ

らに，今後必要とされる第１部４．に述べた具体的な施策や教育基本法の改正の趣旨を踏まえた施策

を講じるに当たって，国，都道府県，市町村のそれぞれの果たすべき任務の内容や施策を推進する拠

点となる社会教育施設等の在り方，関係機関の連携を促進するための制度等，行政の在り方について

検討する必要がある。 

 

(１) 国，都道府県及び市町村の任務の在り方等 

（国，都道府県及び市町村の任務） 

○ 今後，目指すべき施策を実施する上で，国や地方公共団体等の新たな任務や制度上より明確に位置

付けるべき任務等について検討を行うことが求められる。 

○ 生涯学習振興行政を推進するに当たり，社会教育行政はその中核的な役割を担うものである。この

ことを前提に，また，改正教育基本法第３条の「生涯学習の理念」が新設されたこと等を踏まえれば，

社会教育法第３条に規定されている国及び地方公共団体の任務について，国民一人一人がその生涯に

わたって行う学習を幅広く支援することや，個人の学習機会を充実することのみならずその成果を生

かし得る環境を醸成することを，社会教育行政の任務として明確に位置付けることが必要である。 

○ また，教育行政においてこれまで以上に関係者の連携・協力が必要となっている実態を踏まえ，さ

らに改正教育基本法第13条において，子どもの健全育成をはじめとする教育の目的を実現する上で大

きな役割を担っている学校・家庭・地域住民等が，相互に連携・協力に努めることについて新たに規

定されたことを考慮し，三者の連携について社会教育行政の任務として明確に位置付けることが必要

である。 

  これら三者の連携促進にあっては，当然のことながら，社会教育のみに大きな比重がかかるもので

はないが，社会教育は内容や手段等に広がりがあり，弾力的な手法によりこれら三者の連携に当たっ

て積極的な役割を果たすことが期待されるものである。このため，このことを明確にすることは，社
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会教育行政のより積極的な展開を推進する上で意義深いものである。 

○ 家庭教育支援については，家庭の教育力の低下が指摘されている中で，情報や学習の機会の提供の

重要性が高まっており，家庭教育支援をより充実させることが求められている。このことから，家庭

教育支援を社会教育行政の重要な任務としてより明確にすることは重要である。また，改正教育基本

法第10条第２項に，国及び地方公共団体による家庭教育の支援の手段として保護者に対する学習の機

会の提供とともに情報の提供が規定されていることから，家庭教育に関する情報の提供を社会教育行

政の任務として明確に位置付け，市町村による取組の推進を図ることが必要である。 

○ 各個人の学習の成果が社会において実際に活用され，社会教育やそれを通じた学習の意義を実感で

きるような環境を整備することは生涯学習の理念の実現の上で重要である。また，地域の教育力の向

上のために，学校・家庭・地域が協力した地域ぐるみの教育活動等の重要性は高まっており，社会教

育が積極的に地域における子どもたちの健全育成等を支援することが求められているのは前述のと

おりである。したがって，学校を支援する活動等の地域における教育活動等，地域住民が学習の成果

を生かして活動する機会の提供を社会教育行政の任務として明確に位置付けることは，このような取

組を推進する上で必要である。特に，これまでも学社融合等の重要性については指摘されてきたもの

の，学校の支援等については，学校教育行政との関係で社会教育行政の役割が必ずしも明確にされて

こなかったが，社会教育行政が積極的に担う役割があることを明確にすることは，地域における取組

を制度的に後押しする上で意義があるものであり，今後，社会教育行政の新たな積極的な展開を図っ

ていく上で極めて重要である。 

○ このほか，教育委員会の事務の見直しについては，改正教育基本法第12条に，国及び地方公共団体

による社会教育の振興の手段として「情報の提供」が追加されたことを踏まえ，教育委員会の事務に

社会教育に係る情報の収集，整理及び提供に関する事項を社会教育行政の任務として明確に位置付け

ることが必要である。 

  さらに，情報化社会の進展に伴い，情報リテラシーに関する学習，情報格差（デジタルデバイド）

への対応，有害情報対策等が必要となっている状況に対応し，教育委員会の事務の見直しを行う際に

は，情報の活用に関する学習の機会を提供するための講座の開設等の事務を社会教育行政の任務とし

て明確に位置付けることが求められる。これにより，情報リテラシーの向上，情報格差の解消や社会

の有害環境から子どもたちを守るための有害情報対策の充実を図ること等，社会の要請に応じた施策

が講じられることが期待される。 

 

（生涯学習振興行政・社会教育行政の実態把握の在り方等） 

○ 生涯学習の理念の下，より積極的に行政を展開していくためには，生涯学習振興行政・社会教育行

政に係る関連施策の基礎データの的確な整備を行うことは極めて重要と考えられる。したがって，社

会教育調査等の関連統計調査について，都道府県・市町村の教育委員会だけでなく首長部局の協力も

得ながら，生涯学習・社会教育の全体像を把握し，施策に関係する基礎データを整備する観点から改

善・充実を図ることが必要である。 

○ また，生涯学習振興行政・社会教育行政において，その在り方について，自らその実施状況に対す

る評価を行い，その評価結果に基づき課題等を把握し，その改善を図ることは重要であり，計画・実

践・評価・改善のサイクル（いわゆる「ＰＤＣＡサイクル」）の視点を持つことが重要である。 
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(２) 社会教育を推進する地域の拠点施設の在り方 

○ より積極的に取り組むことが望まれるこれらの新たな任務も含め，生涯学習振興行政・社会教育行

政が今後，国民一人一人の学習活動を支援するための施策や地域社会の教育力を向上するための施策

を推進するに当たっては，地域における様々な施設を地域の資源として活用することが望まれる。そ

の中でも特に，公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，女性教育施設等の社会教育施設は，地域

の社会教育の拠点として，積極的に活用される必要がある。 

○ 家庭・地域の教育力の低下についての指摘や社会の要請に応じた学習機会の提供等へのニーズの高

まり等を背景に，例えば，地域における課題等に関する学習活動としての場や子どもたちの学校外の

居場所，自主的な学習の場，家庭教育支援の場等として，公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，

女性教育施設等の社会教育施設は，社会教育を推進する拠点施設として，その機能を充実させること

が求められる。また，改正教育基本法第12条においても，国及び地方公共団体は，公民館，図書館，

博物館その他の社会教育施設の設置等によって社会教育の振興に努めなければならないと改めて規

定されたところである。 

  これらの社会教育施設が，これまで社会教育行政の推進において果たしてきた役割を引き続き果た

していくことは当然であるが，社会の変化に対応し，各個人や社会全体の新たなニーズに積極的に応

えていくことが求められている。 

○ 例えば，公民館においては，各地域の実情やニーズに応じて，民間等では提供されにくい分野の講

座開設や子育ての拠点となる活動を積極的に行うなど，「社会の要請」に応じた学習活動の機会の量

的・質的な充実に努め，その成果を地域の教育力の向上に生かすことが求められる。また，関係機関・

団体と連携・協力しつつ，地域の課題解決に向けた支援を行い，地域における「公共」を形成するた

めの拠点となることが求められる。 

○ また，図書館についても，国民が生涯にわたって自主的な学習を行う上で，その果たすべき役割は

極めて大きい。図書館が従来より担ってきた役割，すなわち，住民の身近にあって，図書やその他の

資料を収集，整理，保存し，その提供を通じて住民の個人的な学習を支援するという役割に加え，特

に近年は，地域が抱える課題の解決や医療・健康，福祉，法務等に関する情報や地域資料等，地域の

実情に応じた情報提供サービスを行うことも求められている。図書館は，社会教育施設の中でも利用

度が高く，いわば地域の「知の拠点」であり，その質量両面における充実が図られるべきであり，特

に図書館未設置の市町村にあっては，住民のニーズを踏まえ，今後速やかに図書館の整備に向けた取

組に着手することを期待したい。改正教育基本法はもちろん，旧教育基本法にあっても，地方公共団

体は図書館等の設置により教育の目的の実現に努めなければならないとされていたことを想起すべ

きである。 

○ 同様に，博物館は，歴史，芸術，民俗，産業，自然科学等に関する資料の収集・保管，調査研究，

展示，教育普及活動等を通して，社会に対し様々な学習サービスを提供してきており，人々がその興

味関心やニーズに応じて学習を行っていく上で，その果たす役割は大きい。 

  特に近年，地域文化や生涯学習・社会教育の中核的拠点としての機能や子どもたちに参加・体験型

の学習を提供する機能等を高めていくこと，さらに地域におけるボランティアや社会教育団体の協力

を得た地域ぐるみの博物館活動の取組が期待されている。このため，自己点検・評価の結果や地域住

民等の意見を踏まえた展示や解説，鑑賞環境の不断の改善・充実に努めるとともに，インタープリタ

ー（解説員）やサイエンスコミュニケーター等の，一般的には難解な印象を持たれがちな現代芸術や

科学技術等の分野の専門的な展示内容をわかりやすく伝える人材を養成・活用する等の取組が求めら
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れる。 

  また，学芸員等の交流を含む設置主体を超えた広域的な地域連携や，例えば自然史博物館と動物園

等の館種を超えたネットワークを構築する等，多様な博物館同士が協力することによって，新たな可

能性を追求していくことも重要である。 

○ また，図書館や博物館が家庭教育の支援のための活動を一層充実させるために，家庭教育の向上に

資する活動を行う者を図書館協議会や博物館協議会の委員にできるよう法令上明確に定めることが

考えられる。 

○ さらに，少年自然の家や青年の家をはじめとする青少年教育施設は，これまでも青少年を対象に，

体験活動を中心とする様々な教育プログラムの実施や，青少年が行う自主的な活動の支援などを実施

し，青少年の健全育成に大きな役割を果たしてきたところである。昨今，青少年の社会的自立の遅れ

等の問題が指摘される中，青少年が自立への意欲を持ち行動する上で必要な資質・能力の多くは，自

然体験を通じて育成されることがこれまでの知見により明らかになっており，青少年教育施設の果た

す役割の重要性は高まっている。青少年教育施設がこうした要請に応じた対応を行うよう，関係者の

連携による積極的な取組が求められる。なお，その際には，国公立の青少年教育施設が一体となって

情報の共有を図ったり，青少年教育施設がもつ教育機能や指導者等の有効活用を推進していくことに

も努める必要がある。 

○ また，女性教育施設（男女共同参画センター等を含む。）は，これまでも男女共同参画社会を実現し

ていく上で女性が力をつけるための学習事業のほか，女性の経験等を踏まえた，男性の子育て参加や

定年後の地域参加のための事業を実施するなど，女性のみならず男性も利用する生涯学習の拠点とし

ての役割を果たすようになってきている。少子高齢化が進む我が国において，女性が一層社会参加し

その力を生かしていくことは，社会を活性化していく上で大いに期待されるところであり，女性教育

施設においては老若男女すべての者による男女共同参画推進のためのさらなる取組が求められる。 

○ このほか，地域の実情に応じて，学校施設や文化，スポーツ施設，首長部局所管の施設等の積極的

な活用を図ることや，高等教育機関や企業所有の施設で専門性の高い学習を提供できる施設との連携

等，地域における様々な施設を生涯学習・社会教育の拠点として活用していくことも重要である。 

○ 地域の教育課題に対応するために，関係者・関係機関で横断的なネットワークを築き，そのネット

ワークに地域課題に対応した特定の機能を持たせることにより，生涯学習振興行政・社会教育行政を

推進していくに当たっては，社会教育施設等が地域のネットワークの拠点となることが求められる。

その際，社会教育施設がコーディネーターの役割を果たし，地域における民間施設等を含む他の施設

との積極的な連携を促進していくことが特に求められる。 

○ なお，これらの社会教育施設が自らの運営状況に対する評価を行い，その評価結果に基づき課題等

を把握し，組織的・継続的に施設の運営の改善を図ることにより，その水準の向上を図るよう努める

ことは重要であり，計画・実践・評価・改善のサイクル（いわゆる「ＰＤＣＡサイクル」）の着実な

実施は，社会教育施設についても求められるものである。また，その情報が地域住民をはじめとする

関係者に情報提供されることは，地域における連携を促進するものである。 

  このことから，公民館，図書館，博物館等の社会教育施設について，それぞれが実施する教育活動

等の運営状況に関する自己評価，それに基づいて改善を図る努力義務及び地域住民等の関係者に対し

情報提供の努力義務を課すことが求められる。なお，自己評価を行う際は，可能な限り，外部の視点

を入れた評価が望まれる。 
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(３) 生涯学習・社会教育の推進を支える人材の在り方 

○ 社会の変化に対応するための国民の学習機会の充実を図り，また社会全体の教育力を向上させる取

組等を推進するに当たっては，行政の専門的職員がその中核的役割を果たすことが期待されているの

は言うまでもない。また，それらの活動の実施に当たっては，地域の様々な人材との連携・協力が不

可欠である。 

○ このような中，行政の職務に従事する専門的職員である社会教育主事，司書，学芸員の在り方につ

いて見直すべき点がないか検討することや，社会教育団体等のＮＰＯ，地域において様々な学習活動

を支援する人材や他の行政分野の職員等も含め，これらの地域の人材全体でどのように国民の学習ニ

ーズを支えていくかが課題となっている。 

 

（社会教育主事等の在り方） 

○ 社会教育主事は，社会教育法に基づき都道府県及び市町村教育委員会に置かれる社会教育に関する

専門的職員であり，都道府県及び市町村の社会教育行政の中核として，地域の社会教育行政の企画・

実施及び専門的技術的な助言と指導に当たることを通し，人々の自発的な学習活動を援助する役割を

果たしてきた。その職務は「社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える」と規定されて

いる。 

○ 社会教育主事の具体的な役割や機能としては，地域の学習課題やニーズの把握・分析，企画立案や

その企画の運営を通じた地域における仕組みづくり，関係者・関係機関との広域的な連絡・調整，当

該活動に参画する地域の人材の確保・育成，情報収集・提供，相談・助言等が挙げられるが，社会の

状況に対応し，地域住民の増大かつ多様化する学習ニーズに応えるために社会教育が果たすべき役割

が増大する中，社会教育主事が果たす役割や重要性も従来に増して大きくなっている。 

○ 今後，社会教育主事については，地域において関係者が連携して生涯学習・社会教育を推進するに

当たって，社会教育関係者やその実施する活動において関係する地域の人材等の連携のための調整を

行い，さらに関係者の具体的な活動を触発していくコーディネーターとして，積極的な役割を果たす

ことが期待されている。 

○ 子どもがこれからの社会を生き抜く上で必要となる「生きる力」を身に付けるための学習は学校教

育を中心に行われることはもちろんであるが，学校・家庭・地域住民等の連携が求められる中（改正

教育基本法第13条），社会教育としてもそれを支援していくことが，今，求められている。また，社

会全体の教育力の向上のために，学校・家庭・地域住民等の連携がこれまで以上に求められている。

これまでの学社融合の必要性についての指摘も踏まえつつ，社会教育行政のより踏み込んだ積極的な

展開を実現するため，学校・家庭・地域住民等の連携に関する事務について，学校が地域住民等の協

力を得て教育活動を行う場合は，社会教育主事が学校長の求めに応じて助言することができることを

社会教育主事の職務として明確に位置付けることが有効と考えられる。 

○ 公民館の館長や主事等の職員については，公民館が地域住民に最も身近な社会教育施設として適切

な学習機会を提供するなど能動的，積極的な活動を行うため，一人一人が国際化，情報化，高齢化等

に伴う社会的要請及び地域の課題等の調査分析能力や，地域住民のニーズを的確に把握する能力を持

つことが期待され，種々の研修機会を利用して専門性のある職員としての資質の向上を図ることが望

まれる。 
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（司書等の在り方） 

○ 図書館に置かれる専門的職員である司書及び司書補には，図書館等の資料の選択・収集・提供，住

民の資料の利用に関する相談への対応等の従来からの業務とともに，地域が抱える課題の解決や行政

支援，学校教育支援，ビジネス（地場産業）支援，子どもの学校教育外の自主的な学習の支援等のニ

ーズに対応し，地域住民が図書館を地域の知的資源として活用し，様々な学習活動を行っていくこと

を支援していくことが求められている。そのため，司書及び司書補が，時代の要請に応じ，住民の学

習ニーズに適切に対応できる能力を養うため，その資格取得要件の見直しや資質の向上を図るための

研修の充実等が必要との指摘がなされている。 

○ このため，具体的な方策の一つとしては，司書の資格要件として大学において履修すべき図書館に

関する科目について法令上明確に定めること等が考えられる。なお，司書等が現代的課題に対応し，

より実践力を備えた質の高い人材として育成されるよう，司書講習及び大学における司書養成課程等

において履修すべき科目，単位についての具体的な見直しについては，今後引き続き検討する必要が

ある。 

○ さらに，司書補の資格要件については，幅広く多様な人材を育成する上で，その資格要件を緩和す

ることが適当であるとの指摘がなされているところである。この観点から現行制度を見直す場合に，

同様の資格試験において受験資格として高等学校卒業程度認定試験の合格者を対象としていない例

は少ないことからも，司書補について高等学校卒業程度認定試験の合格者等，大学に入学することの

できる者を対象とすることが適当である。 

○ このほか，多様化，高度化する人々の学習ニーズや地域における課題に対応し，専門的な知識・技

能の習得と資質の向上を図るために，司書及び司書補の研修の充実は重要である。このため，国，都

道府県，図書館関係団体等でそれぞれ実施されている研修の有機的連携を図り，体系的・計画的に研

修体制の整備を図っていくことが必要であり，任命権者のほか，文部科学大臣及び都道府県が司書及

び司書補の研修を行うよう努める旨の規定を新たに法令上設けることが考えられる。 

○ また，図書館も自らの事業として，司書研修や研究会の実施に努めるとともに，図書館等における

学習成果を活用したボランティア活動の機会の確保や図書館に関する人材の養成及び研修等を積極

的に行うことも重要である。 

 

（学芸員等の在り方） 

○ 博物館に置かれる専門的職員である学芸員は，資料の収集，保管，展示，調査研究，教育普及活動

等の多様な博物館活動の推進のために重要な役割を担っており，今後，博物館が人々の知的関心に応

える地域文化の中核的拠点として，人々の生涯学習の支援を含め博物館に期待されている諸機能を強

化していく観点から，学芸員及び学芸員補の資質の向上が重要であり，その養成及び研修の一層の充

実が求められている。 

○ これに対応する具体的な方策として，多様化，高度化する人々の学習ニーズや現代的課題に対応し，

専門的な知識・技能の習得と資質の向上を図るため，学芸員及び学芸員補の研修について，その重要

性についてより明確にするため，任命権者のほか，文部科学大臣及び都道府県が研修を行うよう努め

る旨の規定を新たに法令上設けることが考えられる。 

○ また，博物館も自らの事業として，学芸員研修や研究会等の実施に努めるとともに，博物館等にお

ける学習成果を活用したボランティア活動の機会の確保や博物館実習を行う大学生等，博物館に関す

る人材の養成及び研修等を積極的に行うことも重要である。 
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○ 学芸員及び学芸員補については，大学等における養成課程等において，専門的な知識・能力に加え，

より実践的な能力を身に付けるための教育を行うことが必要である。近年，国際的な博物館間の交流

や相互貸借・協力等が進展している状況を踏まえ，学芸員が現代的課題に対応し，国際的にも遜色の

ない高い専門性と実践力を備えた質の高い人材として育成されるよう，大学等における養成課程等に

おいて履修すべき科目，単位についての具体的な見直しを含め，今後その在り方について検討が必要

である。 

 

（社会教育に関する専門的職員について） 

○ このほか，社会教育主事，司書，学芸員について共通に求められる知識や資質を共通科目を通じて

身に付けられるようにするべきではないかとの指摘がある。他方で，これらの専門的職員については，

それぞれ勤務する場所も専門性も異なるとの指摘もなされている。また，現在も養成における共通科

目として「生涯学習概論」が設けられているが，社会教育主事，司書，学芸員の３つの資格が社会教

育に係る専門的な資格として共通する部分も多い。このことにかんがみれば，例えば，大学等で必要

な科目を取得していない者が社会教育主事の資格を得るためには，社会教育主事補として３年勤務し，

講習を受講する必要があるが，司書や学芸員等の社会教育の専門職としての実務経験を同等のものと

評価できるようにし，同様に司書や学芸員の資格を得るための実務経験についても他の社会教育の専

門職としての実務経験を評価できるようにすること等が必要と考える。 

○ また，社会教育主事，司書，学芸員等の社会教育に関する専門的職員について，「社会教育士」や「地

域教育士」のような汎用資格を設けることを検討することについて指摘がなされている。これについ

ては，各地域において社会教育に関わる専門的職員が社会教育を推進するに当たり，各専門的職員に

はその地域の実情やニーズを広く吸い上げるとともに，それぞれの分野で高度化するニーズ等への対

応も求められていること，また，教育サポーター等各地で活用されている人材制度の現状等を踏まえ，

社会教育に関わる専門的な人材の在り方全体を今後どのように考えるかということとあわせて検討

する必要がある。 

 

（地域の人材・専門的職員との連携等について） 

○ 各地域における学習ニーズに応え，社会教育を推進するに当たっては，社会教育主事が行政として，

企画立案・事業の運営等を通じた地域における仕組みづくりを行い，当該地域における広域的な調整

機能を担うことにより，中核的な役割を担うのは当然であるが，各地域において，関係者・関係機関

が連携し，具体的な学習活動の場を提供・実施していくに当たっては，個々の活動を実施するための

コーディネートをする者，実際の学習活動を講師等として支援する者，学習者の需要と供給を結び付

けるマッチングのための相談や支援を行う者等，様々な地域の人材との連携・協力が必要である。地

域における学習活動の支援や社会全体の教育力の向上を図るためには，行政や社会教育施設の専門的

職員のみならず，地域の人材がこれらの専門的職員と連携し，学習活動が円滑に行われるように地域

全体で仕組みづくりを行う必要がある。 

○ 様々な教育課題や地域の課題がある中，地域の学習ニーズの高まりに応えるため，各地域ではその

ための人材の確保に苦慮し，また厳しい財政状況を背景に人材育成や研修等のための予算を十分に確

保できない状況が見られる。一方，各地域において，多様かつ増大する学習ニーズに応え，継続的に

これらの学習活動を支援する人材を確保し，育成するシステムが求められている。これについては，

例えば，各地域において学習ニーズに応じた人材バンクや需給のマッチングを行うセンター等の機能
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を置くことにより，継続的に人材を確保することが考えられる。これまでも学習支援の人材等に関す

る広域的な情報提供システム等が構築されてきたところであるが，その一層有効な活用について検討

を進めることが必要である。また，各地域において，学校教育支援，家庭教育支援，子どもたちの体

験活動の支援等に関わる地域の人材の総合的な把握に努め，その活用のための仕組みを確立する必要

がある。その際，これらの人材バンク等が地域全体に広く周知されたものとなることが重要であり，

登録者の活動の場が十分確保されるなど，身近な地域の人材が継続的に生かされる仕組みとすること

が重要である。また，地域におけるボランティアセンターとの連携も重要である。 

  人材の確保や育成については，その時々の事情に合わせて対応するだけでなく，より中長期的な視

点に立った地域の人材確保・育成のための仕組みを築くことが急務であり，そのためにこれまで実施

されてきた国や地方公共団体の様々な事業の成果等の蓄積を活用することが有効であると考えられ

る。 

 

(４) ＮＰＯ，民間事業者等と行政の連携の在り方 

○ 生涯学習振興行政・社会教育行政においては，様々な学習機会の提供や学習活動の実施等において，

ＮＰＯ，中間支援組織及び民間事業者等の民間団体の果たす役割が大きく，地域の実態等に応じて行

政が民間団体等との積極的な連携を進めることが大切である。 

○ 民間団体との連携については，国及び地方公共団体によって実施されている様々な施策を講じるこ

とにより，各地域における連携・ネットワークが築かれ，その過程においても深まっていくものと考

えられるが，そのような地域における民間団体との連携の蓄積を行政として目的意識を持って計画的

に行っていくことが重要である。また，その際に，ＮＰＯ，中間支援組織及び民間事業者等の民間団

体に関する情報収集や活動内容に関するデータベースの整備等が有効である。 

○ このような民間団体との連携に当たっての行政の役割は，それらの自主的な「民」による活動を側

面から支援しつつ連携し，持続可能な活力を生み出していくことであると考えられる。その際の支援

としては，例えば，国においては，サービスの受け手に対し，それらのサービスに対する一定の質や

信頼が得られるよう基準づくりを行うことにより，民間団体が活動しやすくなるような環境づくりを

行うことや，自らも情報収集に努め，広く国民に情報提供を行うとともに，民間団体による情報提供

が積極的に行われるような方策を講じること，さらには施策を講じる際に様々な行政機関と民間団体

との連携が促進されるようコーディネーターとしての機能を果たすこと等が考えられる。また，これ

らの行政としての役割は，都道府県や市町村においてもその実情に応じて期待されるものである。 

○ また，このような民間団体と行政の連携については，ＮＰＯや民間事業者等の自主的な活動による

ものでもあり，今後連携が進んだ際には，地域による格差が生じていくことも考えられる。一般的に

は，民間事業者等が多く存在する都市部では活発な連携が促進されることが可能であるが，そもそも

これらの民間事業者等が少ない地方においては，地域住民等のニーズに十分に対応することが困難な

場合も多い。このことから，行政の役割として，国においては国民の教育の機会を確保する観点から

も，地域に配慮した方策についても今後検討していく必要がある。 

○ なお，民間団体も含めた地域における教育力を向上させるための様々な取組においてその財政基盤

の強化の必要性に対する指摘等もあるが，これについては例えば各地域において地域の教育力向上の

ための基金等を創設し，地域における企業等も財政的に貢献できるような仕組みをつくること等が考

えられるとの指摘もある。このような仕組みは，同時に地域の関係者の意識改革にもつながり，持続

可能な仕組みを構築するものと考えられる。 
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○ このようなＮＰＯ，民間事業者等と行政との連携を推進するための具体的な仕組みづくりは重要で

あり，例えば行政とこれらのＮＰＯ，民間事業者等との協議会を設けることや，既に取組がなされて

いる様々な事業等において同様の場がある場合にはその活用を図るなど，各地域において連携が円滑

に進むよう工夫がなされることが必要である。 

 

(５) 地方公共団体における体制について－教育委員会と首長との関係等 

○ 地方公共団体において生涯学習振興行政・社会教育行政を推進していく上で，地方公共団体の任務

の内容や役割等を明確にすることとともに，それらを推進するに当たって，地方公共団体における教

育委員会と首長との関係を明確にし，それぞれがその役割を果たし積極的に連携を図っていくことが

必要である。 

○ 地方公共団体の長と教育委員会の関係については，平成17年の中央教育審議会答申（「新しい時代の

義務教育を創造する」）において，「今後，地域づくりの総合的な推進をはじめ，他の行政分野との連

携の必要性，さらには政治的中立性の確保の必要性等を勘案しつつ，首長と教育委員会との権限分担

をできるだけ弾力化していくことが適当である。」との基本的な考え方が示されている。 

  その上で，「教育委員会の所掌事務のうち，文化（文化財保護を除く），スポーツ，生涯学習支援に

関する事務（学校教育・社会教育に関するものを除く）は，地方自治体の判断により首長が担当する

ことを選択できるようにすることが適当である。」と提言されている。 

○ また，平成19年の中央教育審議会答申（「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の

改正について」）においても，教育委員会制度については，「教育における政治的中立性や継続性・安

全性の確保，地方における行政執行の多元化等の観点から，全ての地方自治体に設置するなどの現在

の基本的な枠組みを維持することが必要である。その上で，地方分権の理念を尊重しつつ，教育委員

会の役割の明確化を図るとともに，その機能・体制を充実し，それぞれの地域の実情に合わせた弾力

的な運用が可能となるよう制度改革を図ることが適当である。」という基本的な考え方が述べられて

おり，その上で，具体的には「教育委員会の所掌事務のうち，文化（文化財保護を除く。），スポーツ

（学校における体育を除く。）に関する事務は，地方公共団体の判断により，首長が担当できるもの

とすること」が適当であると提言されている。 

○ このようにこれまでの本審議会の答申においては，生涯学習支援に係る行政については，首長が行

うことを可能としつつも，社会教育に関する事務は教育委員会が担当することが適切であることが示

されている。 

○ 生涯学習振興行政の固有の領域が，生涯学習の理念を実現させるため，社会教育行政や学校教育行

政等の個別に実施される教育に係る施策や，その他首長において実施される生涯学習に資する施策等

について，その全体を総合的に調和・統合させるための行政であることにかんがみ，生涯学習振興行

政は，その中核を担う学校教育や社会教育行政を担う教育委員会と，学校教育・社会教育以外で生涯

学習に資する施策等を担う首長とが，それぞれの役割や機能が確保されることを前提に連携して進め

られるべきものである。その際，教育委員会及び首長が第１部３．で述べた目標の共有化を図ってい

くことも必要である。 

○ 前述の「生涯学習支援に関する事務（学校教育・社会教育に関するものを除く）」については地方自

治体の判断により首長が担当している例もある。しかしながら，社会教育に関する事務については，

これまでの本審議会の答申等で指摘されている教育における政治的中立性や継続性・安定性の確保等

の必要性のほか，前述のとおり学校，家庭，地域住民等の連携の重要性が高まっている中，学校教育
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と社会教育とがより密接に連携していくことが不可欠となっていることにかんがみると，教育委員会

が所管することが適当であると考えられる。また，地方公共団体の長と教育委員会の関係については，

教育委員会の自主性と職務権限の独立性を侵害しない限度において地方公共団体の事務の能率的処

理等を促進する補助執行等の仕組みが既に存在しており，弾力的な事務の執行を行うことは可能とな

っている。 

○ なお，社会教育施設の所管に関しては，地方公共団体の長へ改めてもよいとする指摘がある一方で，

社会教育施設は多様で自主的な教育活動を助長することを目的とするものであり，政治的中立性の確

保等の観点から教育委員会の所管が望ましいという指摘もある。社会教育施設の管理及び整備に関す

る事務については，これらを踏まえ，学校施設の管理及び整備に関する事務について地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の特例が構造改革特別区域で認められたこと等を考慮して検討する必要

がある。 

○ このほか，生涯学習振興行政と社会教育行政との関係に関連して，地方公共団体の組織等について

いずれを組織の名称とすべきか分かりにくいなどの声も聞かれるが，これについては，それぞれの地

方公共団体が，第２部１．（２）に述べた概念整理に基づき，生涯学習振興行政における各施策の総

合調整機能等を強調してその組織の名称とするか，あるいは社会教育行政が生涯学習振興行政の中核

を占めることから，社会教育を組織の名称とするかなど，各地方公共団体の実情に応じて決定される

べきものである。 

 

（地域の実情に応じた手続きの弾力化） 

○ 地方公共団体が社会教育関係団体に対して補助金を交付する際に，社会教育法第１３条は，社会教

育委員の会議の意見を聴くことが必要であるとしている。この手続きについては，同条が補助金の配

分と使途に慎重を期する目的をもって設けられた規定であることを考慮する必要があるが，その趣旨

を十分に確保することが可能である場合は，社会教育委員の会議への意見聴取を原則としつつも，各

地方公共団体の多様な実態を踏まえた弾力的な対応が可能となるような措置を構ずることが適当で

ある。 

 

(６) 国の教育行政の在り方 

○ 生涯学習振興行政・社会教育行政における国の役割は，各地方公共団体における多様な実情を可能

な限り踏まえつつ，全国的な観点から今後の方策について基本的な方針等を策定し，地方公共団体に

おける施策の参考となるよう努めること，各地方公共団体における取組に係る情報収集及びその提供，

様々な生涯学習及び社会教育のための機会の整備充実やこれらを推進するための制度の改善等を図

ること等が考えられる。 

○ 本答申で提言するこれからの生涯学習振興行政・社会教育行政の効果的な推進に当たっては，関係

者・関係機関の連携を図り，そのためのネットワークを構築する視点が重要である。現在，国及び地

方公共団体で実施されている事業等においてもこのような視点が重視されており，様々な関係者が連

携し，各教育課題や行政課題へ対応するための地域における機能・仕組みづくりが行われている。 

○ このような国の事業の実施等を通じた地方公共団体におけるいわば「面」としての，各機能に応じ

た仕組みづくりに対応して，国の教育行政においてもこれまでの縦割りの個別の分野や施設等を対象

としてではなく，横断的な「機能」に対応して柔軟に連携を支援していくための仕組みを今後検討し

ていく必要がある。例えば，社会教育行政と学校教育行政が連携を効率的・効果的に行うために様々
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な横断的な課題に対応し，支援していくことが，これまで以上に両者の連携を促進していくことにな

ると考えられ，各地域における機能に応じた「面」としての連携を国においても総合的に支援してい

く視点が求められる。 

○ 今後政府で策定される教育振興基本計画等も踏まえ，各地方公共団体における取組を支援すべく，

国において本答申を受けた具体的な取組が推進される必要がある。 
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12 「学校支援地域本部事業」の推進に当たっての関係部局の連携
等について 

 

                 平成20年３月４日 19文科生第585号 

                 各都道府県・指定都市教育委員会教育長あて 文部科学省生涯 

                 学習政策局長・初等中等教育局長・スポーツ・青少年局長通知  

 

 教員が子どもと向き合う時間の拡充及び地域教育力の向上等を図るため，文部科学省においては，平

成20年度から，地域住民に学校支援ボランティアとして活動いただく体制を整備する「学校支援地域本

部事業」を実施することとし，全市町村での実施を目指し 1800箇所分の必要経費を平成20年度予算（案）

に計上しているところです。 

 また，去る２月19日にとりまとめられた中央教育審議会答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興

方策について」において，学校を地域の拠点として社会全体で支援する取組の推進について盛り込まれ

るとともに，１月31日にとりまとめられた教育再生会議最終報告においても，「直ちに実施に取りかかる

べき事項」の一つとして，学校支援地域本部の全国展開があげられています。（別紙参照） 

 本事業の実施に当たっては，生涯学習・社会教育担当部局，学校教育担当部局等の連携が特に重要で

あり，文部科学省においては，生涯学習政策局，初等中等教育局及びスポーツ・青少年局をはじめ関係

局課の連携の下，実施に向けた準備を進めているところです。 

 貴職におかれましては，このような趣旨をご理解いただき，関係部局の緊密な連携の下，平成20年度

からの本事業の円滑な実施にご配慮いただきますとともに，管内の市区町村教育委員会に対し，本通知

の趣旨を周知徹底いただきますようお願いいたします。
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（別紙） 

 

「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指して～」－答申－

（抜粋）（平成20年２月19日 中央教育審議会） 

 

第１部 今後の生涯学習の振興方策について 

 ４．具体的方策 

  (2) 社会全体の教育力の向上－学校・家庭・地域が連携するための仕組みづくり－ 

（学校を地域の拠点として社会全体で支援する取組の推進） 

○ 子どもたちを健やかに育むため，地域全体で学校を支えることができるよう，学校と地域との連携

体制を構築し，学習支援活動や登下校の安全確保のための活動等，地域住民による積極的な学校支援

の取組を促進することは，学校教育と社会教育の新たな関係を築いていくという意味からも重要な取

組である。 

○ このような取組を行うことにより，学校と地域が子どもたちの健やかな成長のために共通の目的に

向かって緊密に連携することは，学校と地域の信頼関係を深めることになる。また，学校を支援する

地域住民にとっては，これまで培ってきた知識や経験，学習の成果を生かすことにもつながるもので

あり，ひいては地域社会全体の教育力を向上させることが期待できる。 

○ 先行事例では，この取組がうまく機能するためには，地域住民が学校支援活動に参加することにつ

いての教職員の理解と校長のリーダーシップの発揮，学校支援のボランティアとなる人材や学校と地

域住民のニーズの調整を行う人材の確保，地域住民の活動経費の確保，また，これらが円滑に進むた

めの教育委員会における学校教育担当部局と社会教育担当部局の連携等が特に重要であると指摘さ

れている。したがって，今後，国や地方公共団体においては，これらの指摘を踏まえつつ，地域社会

全体で学校を支援する取組を推進する必要がある。 

 

 

「社会総がかりで教育再生を～学校，家庭，地域，企業，団体，メディア，行政が一体となって，全て

の子供のために公教育を再生する～」－第三次報告－（抜粋）（平成19年12月25日 教育再生会議） 

 

５．現場の自主性を活かすシステムの構築  

 ～情報を公開し，現場の切磋琢磨を促し，努力する学校に報いる～ 

 (1) 学校の情報を公開し，保護者，地域の評価，参加により，学校の質を向上する 

  ○学校支援地域本部を設置する 

   ・国，教育委員会は，ＰＴＡ，卒業生，地域ボランティアの人々などが補充学習，部活動，施設

管理など学校運営を支援する「学校支援地域本部」が全国の学校で整えられるよう支援する。

その際には，地域の企業の協力も積極的に求める。 

 

 

「社会総がかりで教育再生を～教育再生の実効性の担保のために～」－最終報告－（抜粋） 

（平成20年１月31日 教育再生会議） 

 

（別添）フォローアップのためのチェックリスト 

社会総がかり 

での対応 

【直ちに実施に取りかかるべき事項】 

①家庭・地域・学校の連携の強化（放課後子どもプランの 

  全国での完全実施，学校支援地域本部の全国展開，親の学び） 

国・地方公共団

体・家庭・地域・

学校 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ ボランティアに関する答申等 

（昭和46年～平成11年） 
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１ 急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について（抄） 
 

                                    昭和46年４月30日  

                                    社会教育審議会答申  

 

第１部 社会的条件の変化と社会教育 

 

３ 生涯の各時期における社会教育の課題 

 (3) 青 年 

   第２は青年の生活における余暇時間の増大に関するものである。零細な企業に働く青年の生活は

必ずしも余暇時間は多くはないが，一般的には企業の近代化の中でとくに働く青年の余暇時間は漸

次増大の方向にあり，これらの余暇時間が青年たちによってどのように消費されるかはきわめて大

きな課題である。現状は単なる受動的なテレビへの接触あるいは商業娯楽への衝動的な集中が多い

が，これらの余暇時間が，各種の知識・技術についての学習や，生活にうるおいをもたせるための

文化的情操的活動に生かされ，また，自然との接触，スポーツ，レクリエーション，社会奉仕等に

積極的に活用されることが望ましい。近年，青年の体格の向上を見つつある反面，体力の低下が指

摘されており，余暇時間を利用して各種の身体的な鍛錬を行なうことも必要であろう。 

 

 (4) 成 人 

  ア 成人一般 

    第３に，成人一般が社会教育の重要性を認識し，これに積極的に参加したり，青少年の社会教

育に有志指導者として奉仕したり，家庭教育にそれぞれの立場で責任を果たすことは，きわめて

大きな教育的意味をもっていることである。成人の学習は学習者自身を充実させるだけでなく，

成人が学習しようとする態度そのものが社会や家庭，とくに青少年に対して大きな影響を及ぼす

のである。 

  イ 婦 人 

    第２に，家庭婦人は，都市においては，その居住する地域で昼間人口の大部分を構成し，農村

においては，基幹的な労働力となって生活しており，いずれも居住地域における中心的な存在と

なっている。これらの婦人には，地域における連帯意識の形成のため，ボランティア活動の展開

が期待され，その拠点として施設の設置，整備が望まれる。 

  ウ 高齢者 

    高齢者の学習活動には，これまで，高齢者学級の形態やこれに類似したものとしての講などの

寄り合い，老人クラブ，親睦会などによって進められてきている。しかし今後の高齢者教育は，

高齢者自身が老年期にふさわしい社会的な能力を養い，できるだけ長く自立的な生活を続け，世

代の隔絶の幅をせばめ，生きがいのある生涯を全うすることを主眼として行なわれるべきである。

高齢者は，その性別，健康，経済力，社会的地位などにより，個人差が大きいので，高齢者教育

は，おのおのの年齢階層の要請や個人差などその対象の実態に応じて展開される必要がある。な

お，その内容としては，今後，再就職に備えての職業的な訓練に関すること，健康管理や保健衛

生に関すること，余暇を有意義に過ごすための趣味や教養に関すること，社会の変化を理解する

ための時事問題に関すること，若い世代の理解に関すること，話し相手やレクリエーションのた
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めの仲間づくりに関すること，孫の教育や地域社会の子ども会などの指導に関すること，その他

各種の社会奉仕に関することなどをとりあげる必要がある。 

    なお，高齢者が学習を楽しく継続し，自らの生活に生きがいを見出すためには，家族および社

会のあたたかい思いやりとゆきとどいた援助とが望まれる。 

 

結 語 

 

 社会の工業化・情報化の進展，中高年齢層の人口の増大，人口の都市集中，核家族化傾向の増大，国

民の学力水準の上昇など，社会的条件の変化により，社会教育はいろいろな新しい問題に直面している。

本審議会は，このことを念頭において，今後の社会教育がになうべき役割と課題を詳しく述べてきたが，

その基本的な方向をここに概括して結語とする。 

 (4) （団体活動，ボランティア活動の促進）心の豊かさを求め，社会連帯意識を高めるために，社会

教育に関する団体活動がより積極的に展開される必要がある。その場合，小グループなどの目的的

な活動を促進するとともに，従来の地域団体の組織運営を改善することや，団地など新しい地域社

会の実情に即応した地域活動の展開を図ることに留意する必要がある。また，とくに民間人の意欲

的なボランティア活動を重視する必要がある。 

 

第２部 社会教育振興の方向 

 

５ 社会教育における指導者 

 (2) 社会的条件の変化と指導者 

  ア 指導者一般の課題 

   (ｱ) 民間における有志指導者の拡充 

     今後，国民の自主的学習の多彩な展開を促進する中心的な力となるものは，民間における有

志指導者のエネルギーである。したがって，各方面の学識経験者はもとより，日常生活におけ

るあらゆる学習の場で，潜在的にあるいは一時的になんらかの教育的影響を他に与えている多

数のひとびとを顕在化する必要がある。 

   (ｴ) 青少年に対する指導者の充実 

     青少年に対する指導者としては，青少年の中から自主的に指導者立場をとりうる者を発掘し，

その力をじゅうぶんに発揮させる必要がある。さらに，青少年の健全育成をめざす成人指導者

による有志的，奉仕的な活動が，今後いっそう期待される。 

 

第３部 社会教育行政の役割と重点 

 

１ 社会教育行政の役割 

 (1) 市町村の役割 

   社会教育行政における市町村の役割は，みずから社会教育施設を設置・運営し，民間団体や民間

指導者の自発活動を促進するうえでの指導・助言を行ない，学校開放講座，青年学級をはじめとす

る各種の学級・講座，各種集会，運動会などを開催しおよび奨励し，社会教育資料を配布し，設備・

器材を提供する等のこととされている。 
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   地域住民の学習要求と地域社会の教育的必要とを的確に把握し，地域住民の積極的な学習への意

欲を触発することが，市町村における社会教育振興のかなめであるが，市町村の社会教育行政に関

する職員組織，財源措置等は，全般的に，ふじゅうぶんな状態にある。今後，市町村における社会

教育行政を進めるうえで留意されなければならないことは，地域の実情に応じてさまざまな内容・

形態の特色ある社会教育活動が展開され，市町村の独自性が発揮されなければならないことである。 

 

 (2) 都道府県の役割 

   社会教育行政における都道府県の役割としては，まず，自ら広域的な社会教育施設を設置運営し，

また，都道府県のレベルで，民間団体や民間指導者の自発活動を促進するうえでの指導・助言を行

なうことである。と同時に，市町村を包括する広域地方公共団体として都道府県内の社会教育水準

の向上を図るため，市町村に対し，管内の教育機関の管理・運営の基本的事項について必要な基準

を定めたり，各種の資料を提供したりして社会教育の振興に関し指導・助言・援助を行なうととも

に，管内の市町村との連絡を行なうという役割をもっている。近年におけるひとびとの生活圏の拡

大に伴い，広域的地方公共団体たる都道府県のこのような役割は，今後ますます重要視されるべき

である。 
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２ 生涯教育について（抄） 
 

                                    昭和56年６月11日  

                                    中央教育審議会答申  

 

第３章 成人するまでの教育 

 

４ 社会教育の推進 

 (3) 社会参加の促進 

   青少年が地域社会に関心や愛着を持ち，社会的に寄与しようとする気持ちを持つようにすること

は大切なことである。 

   このため，青少年に奉仕活動などの場を与え，社会的な役割を果たすことの意義を体験的に理解

させ，それを通じて地域社会に対する関心，愛着を高めるべきである。 

   青少年の社会参加に関しては，特に家庭の理解・協力が必要であり，また，親自らが進んで子供

とともに社会的活動に参加できる姿勢が望まれる。 

   さらに，学校等において，青少年の社会参加を積極的に評価するような取り組みが必要である。 

 

第５章 高齢期の教育 

 

３ 社会参加の促進 

  多くの高齢者にとって，自己の経験や知識・能力を生かして社会的に活動することは，大きな生き

がいの一つとなろう。 

  したがって，高齢期の人々が，今よりも容易に社会参加ができるよう様々な場を広く用意すること

が大切である。この場合，各人がその希望する形で社会参加を果たし，他の世代とのかかわりや周囲

の人々との積極的な交流が図られるように配慮することが必要である。 

  最近，各地で行われている人材活用事業は，高齢者がその能力を積極的に生かす場を提供するもの

として効果的である。なお，高齢者がこのように指導者としての役割を担い，あるいは奉仕活動など

の地域活動に参加することに対し，社会がそれらの努力に正しく報いようとする配慮が肝要である。 
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３ 教育改革に関する第二次答申（抄） 
 

                                    昭和61年４月23日  

                                    臨時教育審議会答申  

 

第５章 社会の教育の活性化 

 

第１節 自主的な学習活動の促進 

 生涯学習体系への移行という観点から，従来から地域で行われている生活に役立つ学習など様々な

学習活動を推進し，自主的活動を促進する。 

ウ 学習活動等による地域社会への参加の促進や地域連帯の育成を図る。 

エ 青少年や成人が生きがいや充実感をもって生きていくためのボランティア活動の振興など社会参

加の機会を拡大する。 

 

 ① 学習内容の高度化，多様化に対応し，個人学習や自主的な団体・サークルへの参加など種々の形

態によってできるだけ多くの人々が主体的に学習に参加することは，生涯学習の基盤をなすもので

ある。このための情報提供や相談については，市町村の役場や公民館などに窓口だけを設けてある

が，実質的な対応が十分行われているとはいえない状況であった。このため，生涯教育センターや

公民館等において，民間の教育・スポーツ・文化事業やボランティア活動等を含めた広範な学習情

報を，地域住民にとって利用しやすく提供するとともに，地域住民の学習に関する相談に実質的に

こたえられる体制を整備し，活性化する。 

 ③ 学習・スポーツ・文化活動やボランティア活動などは，国民それぞれの自己の充実・啓発や生活

の向上に資するにとどまらず，地域社会への参加の促進や地域連帯の育成という視点，さらに教育

環境の人間化の視点からも非常に大きな役割を有している。これらの活動によって，地域における

人々の触れ合いを創出するとともに，青少年にとって有益な教育環境を形成する必要がある。 

   このため，地域社会を基盤として公民館等の社会教育施設を自主的な団体・サークルなどの学習

活動の拠点としてより一層活動するとともに，青少年団体など各種団体の育成や活動の充実などを

図る。 

   また，高齢化の中で，高齢者の社会参加の促進を図るための学習機会を整備する。さらに，戦後

における子どもの数の減少や平均寿命の伸び等により，子育て後の長い自由な期間のできた婦人に

対して，文化的欲求のための学習や職業生活に入るに際しての心構えを学ぶための学習機会などを

提供し，婦人の社会参加を推進する。 

 ④ ボランティア活動などの社会参加については，我が国においては諸外国に比べ，参加者が大変少

ないという指摘がある。青少年や成人が生きがいや充実感をもって生きていくため，奉仕活動など

ボランティア活動を振興していくことが重要であるが，社会教育ではこの点についての対応が十分

でなかった。このため，ボランティア活動の場の開発を図るとともに，その活動に何らかの社会的

評価を与え，ボランティアに励みを与える仕組みをつくることなどについて検討する。 

   また，ボランティア活動などの社会参加による傷害等の事故に対する対処方策や，長期間の奉仕

活動などに対し企業や官公庁等において身分保障などを行うなど，社会的基盤の整備が重要であり，
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これらの施策についても検討する。 

 ⑤ 社会教育を振興するためには，場の確保とともに，社会教育主事，司書，学芸員等の社会教育指

導者に優秀な人材を確保することが重要である。 

   また，これら専門職としての指導者のほか，高齢者などのボランティアや学校の教員を活用する

方途を考える必要がある。公民館等の施設についても，ボランティア等を活用して，学習活動の活

性化を図るなど，一層住民のニーズにこたえることができるようにする。 
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４ 社会教育施設におけるボランティア活動の促進について（報告） 
 

                                    昭和61年12月３日  

                                    社 会 教 育 審 議 会  

                                    社会教育施設分科会  

 

まえがき 

 

 ボランティア活動は，我が国の人々の間にも次第に広がってきている。それは，今日の生活水準の向

上，自由時間の増大及び平均寿命の伸長などの社会的変化と無関係ではない。つまり，物質的豊かさの

中で心豊かな生活を願う人々が増えてきていることの表れであろう。 

 ボランティア活動に対する人々の考え方も変わってきた。ボランティア活動を通して自己の成長を図

るという考え方が目立つようになっている。いわゆる生涯学習活動の一つとしてボランティア活動をと

らえ，これを促進しようとする傾向が強くなってきていると見ることができる。 

 このような状況の中で，社会教育施設がボランティアの志を生かしていくことの意義は大きい。社会

教育施設はもともと地域の人々の生涯学習活動の拠点である。ボランティア活動は社会教育施設と地域

の人々との結びつきを一層強めることになろう。それがまた，施設の活性化を促すと考えられる。 

 そこで昭和61年３月，本分科会に施設ボランティア小委員会を設置し，同小委員会において慎重な審

議を重ね，ここに「社会教育施設におけるボランティア活動の促進について」として取りまとめ報告す

るものである。本報告の趣旨が十分に生かされ社会教育施設におけるボランティア活動が活発に行われ

るようになることを切望する。 

 

第１章 生涯学習とボランティア活動 

 

１ 学習意欲の高まり 

  臨時教育審議会の「教育改革に関する第２次答申」（昭和61年４月）は，改革の重要なポイントとし

て，「生涯学習体系の移行」を打ち出し，家庭，学校，社会の３者が一体となった総合的な学習機会

の拡大整備を図ることを強調している。同様の趣旨の提案は，これまでの答申等においても示されて

いる。 

  例えば社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について」（昭和46

年４月）は，「生涯にわたる教育課題に対応するには，変化する要求や個人，地域の多様な要求に応

ずることができる柔軟性に富んだ教育が重要となる。したがって，生涯教育において特に社会教育が

果たす役割がきわめて大きいといわなければならない。」と指摘し，その後の社会教育を進める上で

の指針となった。また，中央教育審議会答申「生涯学習について」（昭和56年６月）は，「生涯教育の

観点から全教育体系を総合的に整備すること」を指摘している。更に，「学習は，各人が自発的意思

に基づいて行うことを基本とするものであり，必要に応じ，自己に適した手段・方法は，これらを自

ら選んで，生涯を通じて行うものである。この意味では，これを生涯学習と呼ぶのがふさわしい。」

と強調し，生涯学習の具体化を示唆した提言として関係者に与えた影響は大きい。地方公共団体にお

いても地域性を踏まえた生涯学習を推進するための提言，報告等が行われている。これらは，人々の

学習意欲の高まりにこたえようとするものである。だれもがいつでもどこでも学習できるいわゆる
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「学習社会」の方向を目指す動きが最近とみに顕著になってきたといえよう。 

  このような中で，社会教育は人々の生涯学習を支えるという視点から，学習活動の質・量の拡充，

社会教育施設をはじめ，関連施設間の連携・協力の強化，学習情報の提供等々の面で充実を図る努力

を払っている。また，人々にとっても，これからは学習活動を地域社会に広げ，社会参加を通して学

習を一層発展させることが必要となろう。積極的な学習活動により，人々の生涯学習は一段と充実し

たものになると思われる。 

 

２ ボランティア活動の意義 

  我が国では，ボランティア活動といえば身体障害者の介護など，いわゆる社会福祉の活動としてと

らえる傾向にあったが，ボランティア活動はもっと広くとらえられるべきものである。近年，こうし

た傾向が次第に見られるようになってきたのは望ましいことである。このことは，今日の生活水準の

向上，自由時間の増大など，ゆとりある生活の中で人々が自らを向上させる意欲をボランティア活動

に求めるようになってきたためと考えることができる。 

  ボランティア活動は，一面ではさまざまな相互の触れ合いの中で，教えかつ学ぶという相互学習の

機能を持っている。したがって，人々はボランティア活動に参加することで，自らの知的，精神的世

界を広げ，生きがい意識を高めることも期待できるのである。この生涯学習としてのボランティア活

動の一層の拡充を図るためには，それをごく日常的で楽しい活動としてとらえることが大切であろう。 

  また，ボランティア活動は，我が国に古くからある郷土愛，奉仕の精神などに通ずるものを含んで

いる。精神的風土の荒廃がいわゆる今日，ボランティア活動は見失われようとする伝統を呼び起こし，

更に発展させる役割を果たすことになろう。それが新しいコミュニティの形成に貢献する。ボランテ

ィア活動を広くとらえる意義もそこにある。 

  ボランティア活動のこのような意義からみて，それが人々の生涯を通じての活動であることは明ら

かである。つまり，学校や職場あるいは家庭など人々が属する立場にかかわりなく行われるべきもの

なのである。年齢や所属を超えたボランティア活動を通して自己の新しい能力を見出し，交友関係を

広げるなどその効用は計り知れないものがある。 

 

第２章 社会教育施設におけるボランティア活動 

 

１ 社会教育施設の課題 

  社会教育施設は，人々の生涯学習への意欲の高まりに呼応してその設置の促進が図られている。し

かしその整備状況はなお十分とはいえない。今後とも需要にこたえて必要な施設の整備を進める必要

がある。 

  社会教育施設整備の促進とともに，その活動内容の充実を図ることが重要である。そのため，社会

教育施設は，人々の期待にこたえて学習情報を提供し，また，質の高い学習活動，地域連帯のつなが

りは一層強いものになろう。社会教育施設が行う事業活動に地域の人々が積極的に参画し，利用者と

施設が一体となって施設の機能を十分に生かした各種の事業が実施されるようになることが望まれ

る。 

  利用者と施設が一体となった事業を実施するには，まず施設職員自らがその資質能力を高め，施設

に対する人々の要望を的確に把握し，適切なプログラムを用意する必要があろう。その際，社会教育

施設間の連携，協力はもちろんのこと，地域の中の諸施設との連携も図り，各種施設が一体となって
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人々に対する学習サービスを行うように配慮することが大切である。更に，人々の学習活動の広がり

にこたえてボランティア活動の促進を図ることが重要である。このことにより，社会教育施設はより

活性化し，人々の生涯学習の要望にこたえることのできる施設として地域社会に位置づくことになろ

う。 

 

２ ボランティア活動による施設の活性化 

  ボランティア活動が社会教育施設で行われるようになったのは，比較的新しいことである。ボラン

ティア活動が人々の学習活動であることはもとより，施設に新しい息吹きをもたらすことに注目した

い。 

  ボランティア活動に参加する人々は，自由な立場にある。施設職員と異なる視点から新しい学習の

課題を見つけたり，それへの対応の方向を提案するなど社会教育施設に新たな発展をもたらす独創的

な力を発揮することが期待される。このような期待が実現されたとき，施設の教育機能は一層の拡大

を図ることができる。 

  ボランティアの人々の発想が社会教育施設の運営や事業の実施に新しい工夫をもたらし，施設をよ

り多くの人々に親しまれるものにする。施設と地域の人々とを強く結びつける面での効果は大きい。

ボランティア活動という新しい流れが社会教育施設を活性化するのである。 

  社会教育施設にボランティアを受け入れるに際しては，施設の人的，物的体制の不備を補完する役

割をボランティアに期待してはならない。仮りに，そのような考えで施設にボランティアを受け入れ

た場合には，ボランティア活動意欲を喪失させ，継続的なボランティア活動がむずかしくなる。 

 

３ 多様な活動領域 

  ボランティア活動の主要な場面としては，施設における事業の推進・協力，施設の環境整備及び広

報・広聴活動への協力などがあげられる。ボランティア活動は，定期的，継続的なものもあるが，短

期の催しや学習相談事業への助力など，不定期で随時の活動形態も比較的多く見られるようになって

いる。 

  主な社会教育施設のボランティア活動の場面をやや具体的に挙げると，次のようになる。 

  社会教育施設全般に比較的共通にみられるボランティア活動としては，施設利用者のための保育活

動，施設の美化活動，広報活動への協力，各種の集会における会場整備，施設の特色を生かした相談

活動における相談員，各種の視聴覚機器の操作援助，国際交流活動への協力などがある。以下，施設

ごとに概観してみよう。 

  公民館では，婦人学級，家庭教育学級，成人大学講座等各種の学級・講座における指導・助言，各

種の学級・講座等で使用する自主教材制作への協力，地域の伝統芸能を継承するための諸活動に対す

る助言・指導，子ども会，青年団，婦人会等各種の社会教育関係団体が行う諸活動に対する援助，学

習相談等各種の相談活動における相談員，事業計画の企画・立案に際しての援助，公民館に対するニ

ーズ調査を行う場合の援助，学習グループの組織化活動，学習情報の提供・収集への協力など。 

  図書館では，視覚障害者のための点字図書や録音テープ等の作成，子どものためのストーリー・テ

リング，紙芝居，読書会活動等との集会行事における指導・助言・協力，移動図書館の地域配本所に

おける援助活動，書庫の図書整理及び破損図書の修理，レファレンス，情報提供における司書への協

力，民話等の郷土資料の収集活動への協力など。 

  博物館では，展示資料の解説，展示資料の看視及び会場整理への協力，展示資料の収集・制作等に
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おける学芸員への協力，標本作成や調査研究活動に対する協力，探求的学習活動への助言，学習活動

の教材・教具の制作，野外活動等教育活動における指導・援助，来館者に対するインフォメーション

活動，「友の会」等利用者グループの世話，利用者の自由研究の相談など。 

  青少年教育施設では，利用グループに対する野外活動・自然観察等の指導・援助，青少年団体，グ

ループ活動に対する援助，主催事業等に対する協力活動，自然保護活動，自然環境調査，教材や教具

の作成・提供など。 

  婦人教育施設では，婦人学級，家庭教育学級等各種の学級・講座における指導者，主催事業に対す

る協力活動，婦人団体・グループが行う諸活動に対する援助，情報の収集・提供への協力，学習相談・

育児相談等各種の相談活動における相談員など。 

  スポーツ施設では，各種スポーツの指導・援助，体育用具の保守・管理，スポーツテストへの協力，

スポーツグループ組織化活動，スポーツ意識の啓発活動など。 

  これら以外にも，それぞれの社会教育施設の特性を生かした活動領域を積極的に開発し，いろいろ

な領域でボランティア活動が行われるように配慮する必要がある。 

 

第３章 ボランティア活動促進のための条件整備 

 

１ ボランティア活動活性化のために 

 (1) 受け入れ体制 

   社会教育施設の中にはボランティア活動を受け入れることに，ともすれば消極的になりがちなと

ころも見受けられる。その要因としては，①社会教育施設の運営は施設職員自らが外部の力を借り

ずに自力で行うべきであると考えていること，②ボランティアを受け入れることにより，そのため

の準備や世話に忙殺され勤務過重になると思っていること，③ボランティアを受け入れてもどのよ

うな活動をさせてよいかわからないこと，④ボランティア活動の希望者が，どの程度いるか把握し

ていないこと等が考えられる。 

   このような阻害要因を取り除き，社会教育施設におけるボランティア活動を活発にするためには，

次のような事柄に留意する必要があろう。 

   その第１は，施設職員がボランティア活動に対する認識を改めることである。社会教育施設にボ

ランティアを受け入れるのは，施設に新たな機能を加え，施設の教育機能の充実につながるもので

あることを理解する必要がある，施設職員の勤務の省力化のためではない。また，ボランティア活

動そのものが一つの重要な学習活動であることを考えれば，その受け入れは施設職員として当然の

職務であり，積極的な姿勢が求められる。 

   第２は，社会教育施設がボランティアを受け入れる諸条件を整備することである。意欲のあるボ

ランティアが社会教育施設にきても，活動領域が不明確で何をしてよいのかわからないとか，世話

役がはっきりせず，誰に相談したらよいのかわからないなどの状況では，十分なボランティア活動

を期待することはできない。施設職員は，その専門性を発揮して，ボランティアを受け入れるため

の活動領域の設定や必要経費の計上などを計画的に準備する必要がある。 

   第３は，ボランティアに関するデータ・バンクを設置し，ボランティア情報のネットワークの整

備を図ることである。今日，社会教育施設のこの面での対応が極めて遅れている。データ・バンク

は，ボランティア希望者や施設のボランティア要請の状況を登録するなど，ボランティアに関する

諸情報を収集し，提供する。また，ボランティアに関する相談にも応じられるようにする必要があ
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る。 

   このデータ・バンクとしての役割を果たす施設としては，人々の身近なところに設置されている

公民館，図書館等の社会教育施設に期待するところが大きい。また，これら社会教育施設間のネッ

トワーク化が計られ，人々がどの施設に行ってもボランティア情報が得られるような広域的な体制

をつくることが重要である。 

 

 (2) 費用負担 

   ボランティア活動は，手弁当で無償のものと考えられてきた。また，実際の活動もそのように行

われていることが多い。しかし，その善意の提供に対して活動のための実費を施設等が負担するこ

とも，また，自然な行為と考えられる。例えば，活動に要した交通費，食事代を供することは，ボ

ランティア活動の本旨を損うものでないばかりか，大方の合意が得られるものと思われる。 

 

 (3) 事故防止 

   ボランティア活動中の予測しがたい事故が，ごくまれにではあるが起こっている。不測の事態に

備えて社会教育施設では，活動中の安全対策に十分配慮する必要がある。そのためにはまず，ボラ

ンティアの人々に安全教育の機会が提供されねばならない。 

   それでもなお，活動中に起こり得る不測の事故に備えるには，ボランティアに関する保険制度の

活用が有効である。現状では，行政機関や団体が保険に加入しているなどさまざまな実態が見受け

られる。このような措置は更に拡充されることが必要である。加入保険はボランティア活動に参加

する人々に精神的なゆとりをもたらす。そのことから人々は安心して活動に活動に専念できること

になり，その成果を一層高めることができる。 

 

２ ボランティアの養成と研修 

  ボランティア活動を更に広めるためには，人々の参加を容易にする諸条件の整備を図ることが大切

である。ボランティアに関する養成や研修を積極的に行うのもその一つである。 

  ボランティア活動を志す人々の中には，好きだからとか何かをやってみたいからというような動機

で参加する例も少なくない。ボランティア活動の出発点として，そのような動機は大切なことであり，

尊重されなければならない。ところが，実際の活動の中では，活動内容についての知識，技術が必要

とされる場合もある。そのために，社会教育施設は，それぞれの施設の特色を生かした養成，研修の

ためのプログラムを用意すべきであろう。 

  更に，ボランティア活動として社会教育施設における学習プログラムの企画，立案への参加，ある

いは各種の相談活動など，高度な知識技術を必要とする領域も増えることが予想される。それらの課

題に応えるために，研修の高度化を図ることも必要であろう。 

  また，ボランティア活動の促進を図るためには，ボランティアの人々のまとめ役としてボランティ

ア・リーダーの役割が重要になる。ボランティア・リーダーを養成し，その資質向上を図るための研

修を積極的に行うことも大切である。 

 

３ ボランティア活動の社会的評価 

  ボランティア活動は，まず自己のために行う自発的で無償の行為であり，その趣旨が生かされるこ

とが重要である。更に，ボランティア活動が社会教育施設における諸活動を進める上で一定の役割を
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引き受ける活動であることを考えれば，そこには常に社会的責任が伴う。ボランティアの人々はこの

責任を自覚し，活動に励むことが大切である。 

  ボランティア活動が社会的に正当に評価されることは，ボランティアの人々の励みにもなり必要な

ことである。我が国では，ボランティアに対する見方に問題がないわけではない。ボランティアを暖

かい心で見守り，活動に対して感謝や励ましの気持ちを示す社会的雰囲気を醸成する必要があろう。

そのためには，関係機関が新聞，テレビ，ラジオ，広報紙等を通じてボランティア活動の実際を周知

させたり，何らかの形で優れたボランティア活動を表彰したり，学校教育におけるボランティア活動

の促進を図るなど，多くの人々にその活動が理解されるような方途を講ずる必要がある。更に，ボラ

ンティアの人々の交流や体験発表の機会を設けるなどして活動の反省や励みになる機会を提供する

ことも大切である。 

  近年，ボランティア活動の社会的評価として就職や入学の選考等でボランティア活動の経歴を人物

評価に取り入れる動きがみられる。それは人物評価として大切なことであり，ボランティア活動を促

進する上からも望ましい。その際，ボランティア活動の趣旨を損わない配慮が必要であることはいう

までもない。 

  一方，ボランティア活動が活発に行われている施設を積極的に評価することも大いに意義がある。

社会教育施設がボランティア活動によって事業の活性化を図っている実際を，施設運営を評価する指

標の一つに加えることを提案したい。そのことが施設におけるボランティア活動を促進し，ひいては

社会教育の振興の一助となる。 

 

まとめ 

 

 以上，社会教育施設におけるボランティア活動について，その現状を通覧し，あるべき姿を求めて検

討してきた。検討に際して心がけたのは，ボランティア活動を志向する人々の立場で考察することであ

った。ボランティア活動にいそしむことは，その人々にとって，自己実現の道であり，社会教育施設は，

その志を生かす格好の舞台となる。一方，受け入れる社会教育施設にとっては，施設の目的に沿ったボ

ランティア活動が施設に活力を呼び，新しい展開が期待できる。社会教育施設におけるボランティア活

動は，施設にも，人々にも，それぞれの発展をもたらすことを確信するものである。 

 施設ボランティア小委員会は，検討の過程で都道府県や市町村あるいは個々の社会教育施設の先行的

実践や調査・研究に多くの示唆を与えられた。それら実地に根ざす報告には，さまざまな問題点も見受

けたし，実践には周到な計画と細心な工夫の必要も痛感させられた。 

 これらの問題点を克服し，社会教育施設におけるボランティア活動は，一層促進を図らなければなら

ない。それは来たるべき生涯学習社会に向けての必須の課題である。豊かな時代が見出しあぐねている

教育への新しい大道を開くかぎをそこにみるのである。 
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５ 教育改革に関する第三次答申（抄） 
 

                                    昭和62年４月１日  

                                    臨時教育審議会答申  

 

第１章 生涯学習体系への移行 

 

第１節 評価の多元化 

 (3) 社会における評価 

 情報化，国際化，成熟化，高齢化などの社会の変化およびそれらに伴う高学歴者の増加や雇用の多

様化に対応するため，上記(1)の観点から，評価の多元化を制度の弾力化を図っていくことが必要であ

る。 

 エ 地域におけるボランティア活動など自発的学習活動の充実を目指して，専門的な知識や技術の

習得を希望する人々に対する研修プログラムを準備する。 

 

  ④ 自発的な学習は，人々の生きがいや充実した生活につながる生涯学習の基本的な活動である。

自発的な学習に対する動機を高め，その活動を活性化する上で，学習によって得た知識や成果を

公開の場に発表する機会や，地域のボランティア活動その他の社会参加の機会が整備されること

が有効である。 

    とくに，ボランティア活動は，それを志す人にとっては学習成果が生かせる場であると同時に，

地域の教育力の活性化や，高齢化する社会への対応に寄与するものである。その活動を充実させ

たいと希望する人々に対して，必要な知識・技術の習得やそのリフレッシュができるような研修

プログラムを準備する。 

 

第２節 生涯学習の基盤整備 

 (1) 生涯学習を進めるまちづくり 

 生涯学習社会にふさわしい，本格的な学習基盤を形成し，地域特性を生かした魅力ある，活力ある

地域づくりを進める必要がある。このため，各人の自発的な意思により，自己に適した手段・方法を

自らの責任で選択するという生涯学習の基本を踏まえつつ，地方が主体性を発揮しながら，まち全体

で生涯学習に取り組む体制を全国に整備していく。 

 ア 地域の人々が充実した生活を目指して，多様な活動を主体的に行えるような学習の場を提供す

る。 

 ウ 趣味等を生かした自発的学習活動が，社会生活の中で生かされるような環境を整備する。 

 エ 教育・学習活動の一層の活性化を促すため，民間施設を含め，教育・研究・文化・スポーツ施

設の相互利用を促進するとともに，各分野の人材の有効活用を図る。 

 カ 生涯学習の多様なまちづくりを進めるため，国および地方において，生涯学習に取り組む市区

町村の中から，特色あるものをモデル地域に指定する。 
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  ④ （略） 

    モデル地域では，生涯学習を推進する突破口として，先導的な試みを実施する。例えば，学校

５日制の試行による学校と家庭・地域の連携，教育・研究・文化・スポーツ施設のインテリジェ

ント化（後掲），生涯学習データバンクとネットワークの整備，ボランティア研修プログラムの展

開，放送大学の機能を活用した地域学習センターの設置，宇宙衛星を使った海外とのネットワー

クの整備，民間の様々な活動を支える生涯学習基金の設立などが考えられる。 
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６ 教育改革に関する第四次答申（最終答申）（抄） 
 

                                    昭和62年８月７日  

                                    臨時教育審議会答申  

 

第３章 改革のための具体的方策 

 

第１節 生涯学習体制の整備 

 ２ 家庭・学校・社会の諸機能の活性化と連携 

  (3) 社会の教育諸機能の促進 

   ① 自主的な学習活動の促進 

     自主的な学習活動は，人々の生きがいや充実した生活につながるものであり，個人学習や団

体，サークルへの参加など種々の形態により，各人がそのニーズに応じて主体的に学習を進め

ることは，生涯学習の基本である。 

     このため，学習情報のネットワーク化，情報提供・相談体制の整備，民間の教育・スポーツ・

文化事業の支援，学習活動を通じての地域連帯の育成，研修プログラムの準備等によるボラン

ティア活動の振興などにより社会参加の機会を拡大するとともに，社会教育指導者の確保と資

質の向上，新しいメディアの活用を図る。また，学習機会の拡充等の観点から放送大学につい

て，その特性を生かした新しい学習形態の開発などを行うとともに，いわゆる第三セクター方

式の活用を含め，その将来構想を多角的に検討する。 

 

第６節 教育行財政の改革 

 ４ 教育費・教育財政の在り方 

  (5) 民間活力の導入 

    高度化，多様化した国民の教育上のニーズに適切に対応し，教育の活性化，合理化を促進する

観点から，規制の緩和等により民間活力の積極的導入を図っていく必要がある。 

    このような観点から，学校の設置，管理・運営に関する規制の緩和，寄附等について，税制上

の措置の活用，要件・手続の簡素化，第三セクターの活用による大学や研究機関の設置，社会教

育・社会体育施設にかかる非常勤職員，ボランティアの活用，施設の民間委託等を図っていく必

要がある。 
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７ 新しい時代（生涯学習・高度情報化の時代）に向けての公共図
書館の在り方について（中間報告）（抄） 

 

                                    昭和63年２月９日  

                                    社 会 教 育 審 議 会  

                                    社会教育施設分科会  

 

第１ 新しい時代の公共図書館 

 

３ 新しい公共図書館づくりへの対応 

 (2) 職員の資質の向上 

   （略） 

   また，今後，図書館を地域の生涯学習の中核的施設として整備していくためには，図書館におけ

る活動にボランティアなど地域の人々との協力を推し進めていくことが必要になってくるが，こう

した人々に対する研修の在り方についても検討することが重要である。 

 

 (3) 利用の促進 

   これからの公共図書館は，広報活動を充実し，これら潜在利用者に積極的な働きかけを行うとと

もに，住民の生活時間に対応した開館日や開館時間の弾力化，住民が利用しやすい場所への分館の

配置など，利用の便を図るための条件を整備する必要がある。このため，例えば，使用区分が明確

に出来る施設設計，防災・防犯・空調・照明等の効率的な建物制御，さらに，ボランティアなど地

域住民との協力，鉄道や商店街など民間との連携など柔軟なサービス体制の整備が必要になる。 

   さらに，視覚障害者のための点字図書・録音図書の作成や対面朗読奉仕，聴覚や言語の障害者の

ための手話のサービス，あるいは，ストーリー・テリングや読み聞かせ等の児童奉仕などの場面に

専門的知識・技術を持った住民や利用者の協力を得ることも重要である。 
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８ 生涯学習の基盤整備について（抄） 
 

                                    平成２年１月30日  

                                    中央教育審議会答申  

 

第一 生涯学習の基盤整備の必要性 

 

３ 以上のような生涯学習の考え方及び現状を踏まえると，今後生涯学習を推進するに当たり特に次の

点に留意する必要があろう。 

 ③ 生涯学習は，学校や社会の中で意図的，組織的な学習活動として行われるだけでなく，人々のス

ポーツ活動，文化活動，趣味，レクリエーション活動，ボランティア活動の中でも行われるもので

あること。 

  生涯学習を振興するに際して国や地方公共団体に期待される役割は，人々の学習が円滑に行われる

よう，生涯学習の基盤を整備して，人々の生涯学習を支援していくことである。 

 

第二 生涯学習の基盤整備のための施策 

 

２ 地域における生涯学習推進の中心機関等について 

 (1) 「生涯学習推進センター」について 

  ① 地域における生涯学習をより一層推進していくためには，学習機会を提供するだけでなく，人々

が学習機会を選択したり，自主的な学習活動を進めることについての援助を行うことも大切であ

る。今後は特に，生涯学習に関する情報を提供したり，各種の生涯学習施設相互の連携を促進し，

人々の生涯学習を支援する体制を整備していくことが重要である。このため，それぞれの地域の

生涯学習を推進するための中心機関となる「生涯学習推進センター」（以下，「推進センター」と

いう。）を設置することが必要と考えれられる。 

   ⅳ 生涯学習のための指導者・助言者の養成・研修に関すること 

    生涯学習を推進するためには，多様な学習活動について指導・助言を行う者の役割が重要であ

る。 

     人々の生涯学習を支援し，様々な分野において指導・助言を行う人材の確保や資質の向上を

図るため，ボランティアを含め生涯学習に関する指導者・助言者の養成や研修を行う。 

   ⅴ 生涯学習の成果に対する評価に関すること 

     人々の学習活動を奨励するためには，学習成果を客観的かつ多元的に評価認定することが有

益であると考えられる。しかし，評価認定の仕組みについては，どのような範囲を評価の対象

とするか，評価の水準はどの程度のものとするかなどの課題があり，今後引き続き検討するこ

ととする。 

     差し当たり，地域の実情に応じて，都道府県が行うボランティアや社会教育指導員などの養

成・研修事業における学習の成果を評価認定し，各種機関が行うボランティアの登録の参考と

なるようにするとともに，市町村が社会教育指導員を採用する際に活用できるようにする。 
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９ 博物館の整備・運営の在り方について（中間報告）（抄） 
 

                                    平成２年６月29日  

                                    社 会 教 育 審 議 会  

                                    社会教育施設分科会  

 

１ 博物館活動の活性化 

 

 博物館活動の活性化を図るためには，その活動等に関わる多彩な人材が必要であり，また，人々の社

会参加意識を高めるためにも教育ボランティアの導入等を促進する方策が必要である。特に，専門的知

識や技術をもった人材を活用するとともに，高齢者などの生きがいを高め，その豊かな経験や知恵を発

揮させるような多様なボランティア活動の場を積極的に提供することが極めて重要である。このため，

既に実施している内外の博物館の事例を参考に，ボランティア養成のプログラムの作成，研修機会の拡

充，活動する場の開発等を推進する必要がある。 

 

３ まとめ 

 

 この中間報告では，生涯学習時代を迎えて，博物館が地域において，生涯学習を支援する中核的な施

設として一層発展していくための具体的な整備・運営の在り方を示した。（略） 

 また，利用の促進を図るための施設整備の工夫，開館日や開館時間など運営の弾力化とともに，学習

相談の実施や教育ボランティアの活用などにより学習活動を支援するほか，広報活動を充実して，親子

で参加できる事業の推進を図るなど広くかつ多くの人々に利用されるようにする努力が必要である。 
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10 新しい時代に対応する教育の諸制度の改革について（抄） 
 

                                    平成３年４月19日  

                                    中央教育審議会答申  

 

第２章 生涯学習の成果の評価 

 

第１節 生涯学習の成果に関する評価の実態と考え方 

 (2) 学習成果の活用の実態 

   生涯学習の成果を活用することについても，まだ一部で行われているに過ぎない。何らかの形で

学習成果を活用しているものとしては，次のような例があげられる。 

   教育委員会等が実施している各種の指導者研修や講座の修了者の一部は，地域における学習活動

の指導者や助言者として人材登録され，さまざまな学習グループの指導・助言に当たっている。ま

た，それらの研修や講座における修了証や認定証は，各種の社会的活動をする際にも活用されてい

る。特に，手話や介護などの社会福祉に関する各種のボランティア活動においては，その専門にか

かわる学級・講座の修了証や認定証が活用されている。 

 (4) 学習成果の評価についての考え方とその必要性 

  ① 生涯学習と学習成果の評価 

    平成２年１月の本審議会答申で示したように，生涯学習は，①生活の向上，職業上の能力の向

上や，自己の充実を目指し，各人が自発的意思に基づいて行うことを基本とするものであり，ま

た，②必要に応じ，可能な限り自己に適した手段及び方法を自ら選びながら生涯を通じて行うも

のであり，③学校や社会の中で意図的，組織的な学習活動として行われるだけでなく，人々のス

ポーツ活動，文化活動，趣味，レクリエーション活動，ボランティア活動などの中でも行われる

ものである。 

    生涯学習の目的や内容・方法は極めて多様であり，これに関する評価の在り方も学習の内容や

学習者の希望に応じて，多様で多元的なものでなければならない。 

    生涯学習の成果に関する評価の実態はまだ活発なものとは言えないが，今後は，わが国の学歴

編重の弊害を是正するためにも，さまざまな生涯学習の成果を広く評価し活用していくことが重

要であり，来るべき生涯学習社会にふさわしい評価の体系を作っていくことが必要であろう。 

 

第２節 生涯学習の成果の評価に関する方策 

 ３ 第３は，学習成果を広く社会で活用することである。（略） 

   また，今後は，企業・官公庁の採用においても，ボランティア活動などの生涯学習の実績を評価

することが期待される。このため，履歴書に学歴と並んで各種の生涯学習歴を記載を奨励すること

も重要であろう。 

   さらに，これからの社会にあっては，地域の活性化や家庭教育の充実のために，社会教育の指導

者，ボランティアなどの養成・確保がますます必要になるであろう。このため，生涯学習の成果を

活用して，これらの指導者などを養成する試みを一層拡充することが必要である。また，学習成果

を公開の場で発表したり地域のために役立てることは，学習者にとっても生きがいや励みとなるの

で，そのような活用の機会を積極的に開拓することも重要である。 
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11 公民館の整備・運営の在り方について（中間まとめ）（抄） 
 

                                  平 成 ３ 年 ６ 月 1 1日  

                                  生 涯 学 習 審 議 会  

                                  社会教育分科会施設部会  

 

３ 生涯学習時代における公民館活動の在り方 

 

 (1) 公民館活動の多様化・活発化 

  ③ 学習成果活用の場の配慮 

    公民館は，学習意欲の向上や学習活動の奨励のために，例えば，多くの住民の参加が得られる

文化祭，作品展示会，音楽発表会の開催に努めるなど，学習成果が活用される場としての活動や

事業にも配慮することが重要である。 

    また，リーダー養成研修や学級・講座等の修了者を公民館等における事業の指導者，助言者と

したり，地域の人々を施設のボランティアとして積極的に受け入れたりすることを一層促進する

ことが大切である。さらに，このような指導者，助言者等を人材登録し，求めに応じ種々の事業

に参加できるようにすることも考慮すべきである。 

    このような活動は，多彩な人材やボランティアの協力が得られ，多様な活動の展開が可能とな

るばかりでなく，地域住民の相互の交流を深め，地域社会全体の形成に役立つと考えられる。 
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12 休日の拡大等に対応した青少年の学校外活動の充実について
（審議のまとめ） 

 

                                平 成 ４ 年 ２ 月 2 6 日  

                                青少年の学校外活動に関する  

                                調 査 研 究 協 力 者 会 議  

 

１ 学校外活動の充実の必要性 

 

 (1) 学校教育と学校外での活動 

   このような学校外での総合的・体験的な活動，すなわち学校外活動の内容には，例えば，異年齢

集団などの仲間による日常の遊びなどのほか，社会教育関係団体や社会教育施設が主催する種々の

活動，野外活動を中心に心身の鍛練を図る団体宿泊訓練など，多様なものがある。また，活動分野

も，子供同士の遊び・集団活動，親子で行う活動や自然体験活動，文化活動，奉仕等の社会参加活

動，スポーツ・レクリエーション活動など多岐にわたっている。さらに，活動の範囲も，日常生活

圏を中心に，日帰りの遠出，宿泊を伴うものなどがある。 

   なお，学校外の生活全体においては，例えば，家族の団らん，家事の手伝いなどの家庭生活や，

心身を休め，くつろぐなどのゆとりも大切な要素である。学校外活動は，これらとあいまって効果

が挙がる面も多く，それぞれの家庭が生活全体のバランスを考慮しながら，子供の学校外での生活

をどのように過ごさせるか自ら考えていくことが求められる。 

 

 (3) 学校週５日制の導入と学校外活動の充実 

   現在，学校週５日制の試行を実施している調査研究協力校が所在する９都県・17市区町村におい

て学校外活動の充実に関する調査研究が行われており，その一環として，これらの市区町村では，

休日になった土曜日を利用して地域の実情に応じた具体的な学校外活動の試みが進められている。 

   この試みの中には，異年齢集団の子供達による遊びや自然体験活動，自分達の住む地域について

の体験的な学習，ボランティア活動，また，親子参加や住民の世代間交流による地域活動など，通

常学校や家庭では得にくい活動のプログラムが提供されている例がみられる。また，これらの活動

と関連して，青少年団体やＰＴＡをはじめとする地域団体の活動の活性化や，公民館，図書館，博

物館，青少年教育施設等における子供向けの事業の充実が図られている。さらには，教育委員会等

が中心となり，地域の関係施設，団体，学校や関係行政機関の間の連携・協力を促進したり，公民

館の広報や学校だより等を通じて学校外活動に関する情報を家庭・地域に適切に周知するなどの取

組みが見られる。 

   本協力者会議では，このような学校週５日制の導入に伴う休日の拡大という点も考慮に入れつつ，

より広く日常生活全体の中で子供達がより多くの生活体験，活動体験が得られるよう，学校外活動

の場や機会の充実を図るための方策について検討してきたものである。 

 

２ 学校外活動の基盤の強化 

 

 子供の全人的な成長にとっては，家庭をはじめ地域や学校の教育力がそれぞれに発揮されることが不
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可欠であることは言うまでもない。しかしながら，先に指摘したように，今日，学校教育への過度の依

存により，三者の役割と責任の分担が曖昧化している状況がみられる。学校外活動の基盤となる家庭や

地域の教育力を活性化するためには，すべての人々がそれぞれの立場から一歩一歩改善に向かって努力

することが重要である。 

 すなわち，それぞれの家庭での自覚と取組みはもとより，青少年団体，ＰＴＡ等の社会教育関係団体

やスポーツ団体をはじめ，町内会等の住民自治団体，地域の有志活動グループ等を含めた地域の人々の

取組み，さらには，学校の協力，社会全般における支援により，学校外活動の基盤の強化を図っていく

必要がある。その際，文部省や教育委員会をはじめ関係行政機関における様々な形での助言，援助が要

請される。 

 

 (4) 社会における支援 

   学校の外における子供の活動の充実を図る上では，地域の人々のボランティア的な活動が大切な

要素となるが，我が国では，このような面での社会的な意識や環境は必ずしも十分とは言えない。

特に，企業等の職員に関しては，地域で学校外活動に協力するなどのボランティア活動を行う機会

が得にくい等との現状がみられる。このため，週休２日制の普及のほか，例えば，ボランティア休

暇制度の導入など職員のボランティア活動に対する理解や支援が一層進められる必要がある。 

 

３ 学校外活動の充実のための施策 

 

 文部省及び教育委員会は，関係省庁，首長部局などの関係行政機関や関係団体との連携・協力に努め

つつ，学校外活動の場や機会の充実に資するよう，種々の施策を推進する必要がある。 

 施策の展開に当たっては，まず，生活の大部分が営まれる日常生活圏での活動が重視されるべきであ

る。また，近年，子供や家族の活動が，日帰りの広域的活動，宿泊型活動などへと広がっており，この

ような活動範囲の拡大に見合った施策も重要である。さらには，価値観や活動ニーズの多様化に応じた

様々な魅力のある活動の場や機会の振興も進める必要がある。 

 

 (1) 日常生活圏における学校外活動の充実 

   子供の生活行動の大部分は，日常生活圏で行われることから，学校外活動についても，日常生活

圏での充実を図ることが基本的な課題であり，これに対する積極的な取組みが必要である。 

 

  ア 身近な場所での遊びや多様な活動の充実 

    異年齢集団での遊びや活動，身近な施設等での興味・関心に応じた多様なサークル的活動等を

通じ，仲間作りやリーダーシップ，フォロワ－シップの経験を得させるための施策の展開が必要

である。その際，地域の青少年団体，ＰＴＡその他の地域団体，住民自治団体等の協力や学校の

教師のボランティアとしての積極的な協力等が期待される。 

    また，身近な地域におけるこれらの活動の活性化を図るためには，家庭・地域・学校等の関係

者から構成され，地域の実情に即した活動の充実に必要な協力体制作りや企画を推進する場の設

置を促進する必要がある。 
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  イ 青少年のボランティア活動の充実 

    我が国においては，一般にボランティア活動の意義に対する認識が不十分との指摘があり，子

供が発達段階に応じてこのような活動の経験を持てるように配慮することは，主体的な社会参加

の意欲を養う上でも，高齢化の急速な進展等の社会変化の中で今後求められる社会的態度を身に

付ける上でも，ますます重要になってくる。 

    このため，地域活動や団体活動のプログラムの中に，子供達が親しみやすい形で，環境美化，

福祉施設への訪問等の奉仕活動を積極的に取り入れたり，それぞれの地域において「ボランティ

ア活動の日」を設定するなど，ボランティア活動に対する参加の機会の促進や意識の啓発を図っ

て行くことが必要である。 

 

 (2) 広域的な学校外活動の充実 

   子供の学校外活動の範囲は，日常生活圏を基盤としながらも，最近の社会生活一般における活動

範囲の拡大に伴って，従来より拡大する傾向にあり，日帰りによる広域的な活動や宿泊型の活動の

重要性も増大していると考えられる。 

   このような広域的活動による新鮮な活動体験は，身近な場所での活動体験とあいまって，子供の

成長に大きく寄与するものであり，そのための場や機会の充実を促進することが必要である。 

 

  イ 多機能広域型の活動センターの提供 

    日帰り圏などいわば中距離の活動範囲においては，比較的年長の子供を中心にグループを結成

して，例えば，美術・音楽などの芸術活動，スポーツ活動，歴史・科学・環境保護等の特定分野

に関する学習活動，国際交流活動，ボランティア活動など種々の活動に取り組む例も多い。地域

の実情に応じ，このような多様な活動ができる拠点として，各々の活動にふさわしいゾーンを併

せ持つ多機能型の活動センターの設置を進めることも，今後必要になってくると考える。 
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13 今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について（抄） 
 

                                    平成４年７月29日  

                                    生涯学習審議会答申  

 

第１部 生涯学習についての基本的な考え方 

 

３ 豊かな生涯学習社会を築いていくために 

 (4) 学習の成果を職場，地域や社会において生かすことのできる機会や場を確保する必要がある 

   人々の生涯学習に対する需要は，ますます増大していくものと考えられるが，学習活動を通じて

身に付けた知識や技術を，職場，地域や社会の中で活用したいという要請も大きくなっている。 

   生涯学習は，生活の向上，職業上の能力の向上や自己の充実を目指して行われることが多いが，

学んだ知識・技術を発表したり，他の人に教えたり，それを生かして社会に貢献したいと考えるこ

とは極めて自然なことである。学習の成果を生かして，人々の生涯学習に役立てたり，地域の活性

化に貢献したり，社会教育，家庭教育，青少年の学校外活動やスポーツ・文化活動などの指導者と

なったり，ボランティア活動に取り組むなどの活動を行うことは，学習者にとっても新たな喜びで

あり，生きがいや励みになるものである。 

   また，生涯学習の成果を地域や社会で生かしていくことは，これから学習しようとする人々や，

現在学んでいる人々にとってもよい刺激となって，生涯学習への意欲を一層高めることにもつなが

るものである。 

   このため，今後，人々の生涯学習の成果を発表する機会や場を増やしたり，職場や地域で，その

成果を活用できる機会や場を拡充することが重要な課題となっている。 

 

４ 当面重点的に充実・振興方策を考えるべき四つの課題について 

 (1) 本審議会は，昨年２月，文部大臣から「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策につい

て」諮問を受けた。その際，諮問理由として，これまでの施策の現状を踏まえつつ，今後一層重点

を置いて推進すべき具体的課題として，社会人を対象とした体系的・継続的なリカレント教育の推

進，一人一人の学習の成果を生かしたボランティア活動の推進，青少年の学校外活動の充実，時代

の要請に即応した現代的課題に関する学習機会の充実の四つの課題について，検討する必要がある

との説明を受けた。 

 (2) 審議会は，文部大臣の諮問を受けて，これらの四つの課題について，次のような観点から，充実・

振興方策を慎重に検討してきたところである。 

  ② 近年，自由時間の増大や経済的な豊かさが進む中で，精神的な充実感や生きがいを求めて，個

人の自由意思に基づき，その知識・技術や技能を，進んで社会に提供したいと考える人も増えて

きている。ボランティア活動は，生涯学習と密接な関連を有しているが，多くの人々が生涯学習

に取り組むとともに，学習の成果を生かして，ボランティア活動に参加したいと考えるようにな

ってきている。 
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第２部 当面重点を置いて取り組むべき四つの課題 

 

第２章 ボランティア活動の支援・推進について 

 １ 生涯学習とボランティア活動 

  (1) 生涯学習とボランティア活動 

    生涯学習は，人々が，自発的意思に基づいて生涯にわたって行うことを基本とするもので，意

図的・組織的な学習活動として行われるだけでなく，人々の様々な活動の中でも行われるもので

あり，幅広い範囲にわたっている。 

    ボランティア活動は，個人の自由意思に基づき，その技能や時間等を進んで提供し，社会に貢

献することであり，ボランティア活動の基本的理念は，自発（自由意思）性，無償（無給）性，

公共（公益）性，先駆（開発，発展）性にあるとする考え方が一般的である。 

    このような生涯学習とボランティア活動との関連は，次の三つの視点からとらえることができ

る。第一は，ボランティア活動そのものが自己開発，自己実現につながる生涯学習となるという

視点，第二は，ボランティア活動を行うために必要な知識・技術を習得するための学習として生

涯学習があり，学習の成果を生かし，深める実践としてボランティア活動があるという視点，第

三は，人々の生涯学習を支援するボランティア活動によって，生涯学習の振興が一層図られると

いう視点である。これら三つの視点は，実際の諸活動の上で相互に関連するものである。 

    ボランティア活動は，このように，生涯学習との密接な関連を有するとともに，その活動は，

現代社会における諸課題を背景として行われるものであることから，豊かで活力ある社会を築き，

生涯学習社会の形成を進める上で重要な役割を持つ。そのため，あらゆる層の人々が学習の成果

をボランティア活動の中で生かすことができる環境の整備を図ることが必要である。 

 

  (2) ボランティア活動の意義 

    ボランティア活動の領域は，幅広く日常の生活のあらゆる側面に及んでおり，例えば，地域の

持つ教育機能を高めることや，高齢化社会への対応，豊かで潤いのある地域社会の形成に欠かせ

ないものである。そのためには，子供から高齢者まですべての人々が，それぞれその立場や能力

に応じて，ボランティア活動に参加することが重要である。特に，青少年期においては，身近な

社会に積極的にかかわる態度を培い，自らの役割を見いだす上で，その教育的意義は大きい。 

    これまでの我が国のボランティア活動は，個人の自主性を重んじる欧米と異なり，地域社会と

の密着性と，ある程度の強制や義務感がなければ進まないという傾向が見られた。 

    歴史的には，近隣の人同士が世話をし合うといった地縁的な活動があり，さらに，民間団体の

社会福祉運動，奉仕活動，社会教育活動などが行われてきた。昭和40年前後から「ボランティア」

という言葉が普及し始め，ボランティアによる活動を支援するための組織作りが民間で始められ

た。昭和46年の社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方につい

て」において，地域における連帯意識の形成との関連でボランティア活動が注目され，その後，

生きがいや充実感という視点から，臨時教育審議会において指摘された。生涯学習の基盤整備の

視点から，中教審の平成２年の答申においても，その重要性が指摘されている。 

 

  (3) ボランティアの活動分野 

    第１部で述べたような，科学技術の高度化，情報化，国際化，高齢化等の近年における社会の
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変化を背景として，ボランティアの活動分野は，社会福祉の分野のほか，教育，文化，スポーツ，

学術研究，国際交流・協力，人権擁護，自然環境保護，保健・医療，地域振興など多岐にわたっ

ている。 

    今後展開されるボランティア活動としては，例えば，地球環境問題への取組，開発途上国や在

日外国人に対する支援などの国際協力の分野等があり，さらには，企業等による社会貢献活動と

ボランティア活動との関連も注目される。 

 

  (4) ボランティア活動に対する評価の視点 

    ボランティア及びボランティア活動に対する評価としては，活動した本人の自己評価，ボラン

ティア活動を受けた側の評価，社会全体からの評価の三つの視点が考えられる。 

    ボランティア及びボランティア活動に対する評価については，多様な考え方があり，活動した

本人のボランティア活動を行ったことによる充実感，あるいは，ボランティア活動を受けた側の

感謝の言葉で十分であるという考え方があると同時に，ボランティア活動を支援し，発展させる

ためには，経済的対価ではない何らかの社会的評価をするべきであるという考え方もある。 

    社会的評価の形態については，例えば，個々のボランティア活動を賞賛し公表すること，ボラ

ンティア活動の実績が何らかの資格取得の際に勘案されること，社会全体でボランティア活動が

どの程度行われているのかを質的・量的に把握することにより，統計を整備し，認識を高めるこ

となどが考えられる。もとより，こうした視点が，ボランティア活動の自発性，先駆性などの特

質を損なうものであってはならない。 

 

 ２ ボランティア活動の現状と課題 

  (1) ボランティア活動の現状 

    ボランティア活動は，個人の主体的な活動が基礎となるものであり，その状況を網羅的に把握

することは難しいが，社会福祉施設や在宅福祉サービス等，社会福祉の分野におけるボランティ

アが多い。一方，社会教育施設（公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，婦人教育施設等），

スポーツ・文化施設，学校等においてボランティア活動をしている人々がいる。また，社会教育

やスポーツ・文化関係団体等においても，ボランティア活動，あるいはボランティア活動を支援

する事業を実施している。 

    さらに，専門的技術を持った高齢者による海外での技術協力活動，青年による青少年の非行防

止活動，自然環境保護活動などのボランティア活動も行われている。 

    近年，多忙な職業人や高齢者など，様々な人々がボランティア活動に参加する動きが出てきて

いる。 

    企業においては，近年，社会への貢献や勤労者の自己実現を目指した活動及びその支援を行う

事例が，「企業市民（コーポレートシティズン）」の取組として見られるようになった。また，地

域社会への貢献を目指して，地域団体や労働組合においても，ボランティア活動の意義を積極的

にとらえ始めている。 

    さらに，関係団体が連携して，地域におけるボランティア活動を推進・援助するための組織等

を検討するなどの取組も見られる。 
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  (2) ボランティア活動に関する学習機会の現状 

    ボランティア活動に関する学習の機会は，意識啓発，資質・能力の向上を図るため，ボランテ

ィア活動を希望する人，ボランティア活動を行っている人，リーダー，施設職員，教員等，あら

ゆる人々を対象として，行政や民間団体等により幅広く提供されている。 

    学校においては，児童生徒に勤労の尊さや社会奉仕の精神を培う体験的な活動として，道徳や

特別活動を中心に，ボランティア活動にかかわる指導が行われている。 

 

  (3) ボランティア活動の支援・推進に向けての課題 

   ① ボランティア活動をめぐる社会的文化的風土づくり 

     ボランティア活動は即ち福祉・慈善活動という，社会一般の限定された認識や，活動に消極

的な意識を改め，生涯を通じて，あらゆる層の人々が，様々なボランティア活動に取り組むこ

とができる社会的文化的風土づくりが重要である。 

     そのためには，家庭教育，学校教育，社会教育を通して，ボランティアに関する基礎的な理

解を深め，社会参加の精神を培う学習を充実させる必要がある。 

   ② ボランティア層の拡大と活動の場の開発 

     誰もが社会の一員として，自然に無理なく，そして楽しくボランティア活動を行えるような

条件を整えることにより，ボランティア層の拡大を目指すことが重要である。とりわけ，男女

共同参画型社会の形成を視野に入れ，今までの主婦を中心とした活動から，児童，生徒及び学

生や，勤労者，退職後間もないシニア層等，幅広い層の活動への発展が期待される。 

     そのためには，ボランティアとして活動するための基礎的な学習機会の充実や，学習の成果

と能力を生かした活動の場の開発が今後の課題であり，特に公的施設・機関等の役割が期待さ

れる。 

     また，行政とかかわりを持ってボランティア活動が行われる場合，行政として行うべきこと

と，ボランティアが行う活動とが明確にされず，その活動を行政の補助的なものとみなす認識

があって，行政職員，ボランティア双方において問題となることが多く，相互の役割とボラン

ティア活動等に対する正しい認識を深めることが望まれる。 

   ③ 情報の提供と相談体制の整備充実，連携・協力の推進 

     ボランティア活動を求める側のニーズと，ボランティアの意欲が効果的に結び付くよう，活

動をする側と受ける側の実態を把握して，求めに応じた情報の提供及び相談体制の整備充実を

行うことが求められている。また，ボランティア，民間団体，企業，勤労者，行政など関係者

の連携・協力が重要であり，相互の情報交換等を推進することが必要である。 

   ④ 事故等への対応と過剰な負担の軽減のための支援 

     ボランティア活動中に事故等が発生した場合，責任や補償について争われることがある。そ

のため，事故等を懸念してボランティアが活動を自ら控えたり，国民一般の活動への参加意欲

をそぐことのないよう，責任を明確にして活動が行われるような方策が必要である。 

     さらに，ボランティア活動の無償性の理念を堅持しつつ，過剰な負担を個人に強いることを

避けて，志ある人がボランティア活動を継続して行えるような方策が求められる。 

   ⑤ 企業における課題 

     ボランティア活動をどうとらえるかについて模索している企業も多いが，勤労者の自己実現

を支援する意義を理解して，企業が自ら，地域の一員としての役割を十分踏まえた積極的な対
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応を行うことが期待される。 

   ⑥ 評価に関する課題 

     ボランティア活動に対する評価については多様な考え方があるが，何らかの評価を行うこと

がボランティア活動の発展につながるという観点から，自発性，無償性等の理念を考慮しなが

ら評価の在り方を検討することが必要である。 

 

第３章 青少年の学校外活動の充実について 

 ２ 家庭や地域における現状と学校外活動の充実に向けての課題 

  (1) 家庭生活の変化と地域での活動体験の現状 

    家庭の状況については，子供が親の働く姿を目にしたり，家庭の中で親子が共に過ごす，きょ

うだい間で切磋琢磨するなどの経験が減少していることがうかがわれる。このような状況下で，

日常生活の中で他の人々と共に活動する意欲や能力の基盤が培われにくくなっているとの指摘が

ある。 

    地域における子供の活動については，異年齢の仲間と自発的に活動したり，多様な直接体験を

積み重ねる等の機会が少なくなってきていることがうかがわれる。 

 

  (2) 学校外活動の充実に向けての課題 

    国や地方公共団体によって，家庭教育に関する親の学習機会等の充実のための施策や，青少年

教育活動に係る各種事業の推進及び青少年団体等の育成，各種社会教育施設等の整備などが図ら

れているが，これらの施策の充実を一層積極的に推進する必要がある。 

    今後の活動の促進に当たっては，社会変化によって生じている様々な課題を視野に入れ，子供

が今日の社会動向に対する基礎的な興味・関心を養えるよう，活動の新しい視点を工夫すること

が重要である。 

    特に，身近な地域における子供の活動の場の充実・確保，青少年教育施設等の整備・充実，地

域の青少年団体等の育成・活性化，学校外活動を支援する人材の確保に努める必要があり，また，

学校の施設も高機能・多機能化を図り，身近な活動の場として十分活用されるよう整備・充実を

図っていくことが望ましい。 

    さらに，社会一般における休日の拡大傾向を踏まえ，地域に密着している市町村等において，

休日を活用した学校外活動の総合的な振興方策を計画的に推進していくことが有意義と考える。 

    また，心身に障害のある子供が，地域における活動に参加しやすいよう配慮することが大切で

ある。 

    今日の子供の価値観や活動ニーズには個性化・多様化の傾向が見られるので，学校外活動の充

実を図るに当たっては，現代の子供にとって魅力のある活動の内容・方法，多様な活動の場や機

会の提供に努めることにより，子供が主体的に活動経験を積み重ねていくことを支援する環境作

りを進めることが必要である。 

    学校外活動の中でもとりわけスポーツは，それ自体楽しさと喜びを与えるものであるが，また

同時に，異年齢集団が共通のルールの下に活動を行い，公正さ，協調性，規律，忍耐力等を養い，

体力作りにも資するなど青少年の発育に大きな意義を有するものであるので，青少年のスポーツ

活動を一層振興していく必要がある。 

    また，青少年が優れた芸術文化に親しみ，豊かな情操をはぐくむとともに，地域の歴史的文化
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的環境を理解し，伝統文化への関心を高めることができるよう，青少年の芸術鑑賞，文化活動へ

の参加や，地域の長い歴史の中で伝承されてきた文化財に親しむ機会の充実等について，一層の

配慮を払う必要がある。 

    なお，学校における部活動などの課外活動と学校外活動との連携を必要に応じて図るなどの配

慮も必要である。 

    学校外活動の充実を図る上では，子供の生活行動に極めて大きな影響を与える親をはじめ，地

域の人々や学校の教員を含めた，関係者の適切な配慮が重要である。 

    とりわけ，子供の人間形成の上で第一義的な役割と責任を持っている各家庭において，日常の

生活体験を豊かにするよう努めるとともに，家庭や学校では得にくい活動の経験の機会を，地域

で子供に積極的に与えるよう配慮することが重要である。 

    また，学校外活動の多様性から，活動に関連を持つ施設・団体・事業・関係行政機関は多岐に

わたるので，これらの相互の連携・協力を一層促進することが重要である。 

 

第４章 現代的課題に関する学習機会の充実について 

 ２ 現代的課題に関する学習の現状と課題 

  (1) 学習への関心 

    人々の学習への関心の現状を見ると，人々の身近な問題や実益を伴う問題についての関心が高

く，比較的自分と空間的・時間的に遠い問題には，余り関心を示さない傾向が見られる。 

    最近は，青少年や女性，高齢者等の中には，学習成果を生かしたボランティア活動を活発に実

践する人々が見られるものの，必ずしも，多くの人々が地域社会や国際社会の一員としての生き

方を追求し，その学習成果を社会に還元しようとする視点を持って学習しているわけではない。

また，学習している人は，その過程において一層学習への関心を高めていくため，学習していな

い人との認識の差が広がる傾向にある。 

 

第３部 四つの課題についての充実・振興方策 

 

１ 適切な学習機会の拡充 

 (2) ボランティア活動に関する学習機会の拡充 

   ボランティア活動を希望する人のために，ボランティアの精神，ボランティア活動の理念等につ

いて学習する機会を，様々な形で拡充することが重要である。 

   ボランティアを受け入れる公的施設・機関等においては，職員を対象に，ボランティア活動に対

する正しい認識を培う研修を行うことが必要である。 

   また，学校教育においては，児童，生徒及び学生がボランティア精神などを培う体験的活動を行

うことや，教育活動全体を通じて積極的な指導がなされることが重要である。 

   なお，これらの学習機会の目的，内容に応じた学習プログラムや活動メニューの開発，学習資料・

事例集の作成・配布が必要である。 

 

 (3) 青少年の学校外活動における学習機会の拡充 

   子供の発達段階に応じて，自然や社会への基礎的な興味・関心を養う観点から，次のような学習

機会の拡充や活動の充実を促進する必要がある。 


